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６．議事の経過 

（開会 午前９時３０分） 

議  長（糸井満雄） 皆さん、おはようございます。 

本定例会、大変長い定例会でございましたけれども、いよいよ本日、最終日となりました。ひ

とつどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

なお、赤松議員が５分ばかり遅刻旨、申し出がありましたので、報告をいたしておきます。 

本日、午前中は収録ができない旨、申し出がありましたので、その旨、ご報告申し上げておき

たいと思います。どうぞ、ご了承願いたいと思います。 

昨年もそのようなことでございましたけれども、何か各地方でいろんな催しがあり、それの収

録があってですね、議会の方に入れんそうでございますので、あしからずご了解のほどお願い申

し上げます。 

わかりました。ライブは入っております。 

ただいまの出席議員は１７人であります。 

定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

日程に入る前に、２５日の服部議員の質疑に対しての、教育次長の答弁に一部訂正がございま

すので、許可をいたします。 

鈴木教育次長。 

教育次長（鈴木雅之） おはようございます。 

貴重なお時間を拝借しまして申しわけございません。 

去る３月２５日の審議の中で、服部議員さんと私との審議の中でございますが、萩本設計事務

所の資格がないというふうに教育次長は昨日言ったと、私の方は、その後いろいろと、その私の

方の答弁をさせていただいておったわけですが、最終的にその場で、後ほど議事録を確認してみ

ますということで、その場は答弁させていただいておりました。 

その後、議事録のテープの方を事務局の方からお借りをしまして、そのテープを確認をいたし

ましたところ、資格をお持ちでないと受けとめているというふうに私の方が不適切な答弁をして

おりましたので、この場をお借りし訂正をさせていただきます。申しわけございませんでした。 

議  長（糸井満雄） それでは、日程第１ 議案第４３号  平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計予

算を議題とします。 

本案については、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

なお、特別会計の質疑の方法は、１回１０分で２回まで質疑ができることになっております。 

よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、質疑を受けたいと思います。 

質疑ありませんか。 

伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） おはようございます。 

それでは、簡易水道特別会計の予算案について、質疑をさせていただきたいと思っています。 

ご承知のようにといいますか、提示された関係資料といいますかね、議案の関連資料の中でも
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出ておりましたが、簡易水道自体がですね、平成２７年までで、２８年からは上水道会計になる

と、いわゆる水道会計になるということが示されていました。 

この点は、まず確認なんですが、どういう理由というんか、なのかという点をお伺いしていき

たいと思っています。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） おはようございます。 

     伊藤議員のご質問でありますが、上水道に移行するということなんですが、国の施策といいま

すか、補助金のカットということがありまして、統合事業をしなければ補助金がいただけないと

いうようになりましたので、与謝野町につきましても、やはりまだ老朽した箇所がかなりありま

すので、補助金をいただいて整備をしたいと思っておりますし、国庫補助事業で、その老朽した

箇所を直していくのが一番有利になりますので、２７年度まで国庫補助金をいただきながら改良

を進めて、２８年度には上水道に統合をしたいということであります。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 理由というのが、もうちょっと国の補助金カット、一般であったわけですが、そ

の点は大きなどうも流れといいますか、国の制度自身がそういう方向で進めようとしているとい

うことのようですが、もう１点はですね、どうも聞いていますと、一部、例外的なのか、特別の

事情を考慮してなのか、一部そういう簡易水道のような形で残すというふうな話も聞いたんです

が、それいかがですか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長 

水道課長（芋田政志） 与謝野町のことですか、一部に。 

７  番（伊藤幸男） いやいや、全国的に見たときに。 

水道課長（芋田政志） 全国的に見ますと、一部簡易水道を残す、国庫補助事業も受けれるというのは、

かなり過疎地域でありまして、浄水場と浄水場の距離がかなり離れている、与謝野町には該当し

ないところが、まだ生き延びれるのか、まだ整備が必要だということで国の方も認めておるよう

でございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 何でもかんでもこの間ね、非常にこういう形でかなり削減をしてくるというか、

非常に事業そのものが困難で、その中で、本町のように旧加悦でいえば非常に山奥までね、かな

りやっているところまで、機械的にですね、金がないからという理由なんでしょう。カットする

というのは非常に納得ができないわけですが、町側としても非常にね、旧町の時代からですが、

簡易水道については非常に努力をして、担当課の方でも非常に必死の努力をして、その結果ね、

やっぱり値段安く、それでいい水を確保しようという努力をしてきたわけで、その点では非常に

私は憤慨を感じているとこです。 

     私はちょっと、この点で皆さんもこの間、お感じになっている点なんですが、そこを共有する

意味で、ちょっと述べておきたいというふうに思っているんですね。 

     ご存じのように、この間、今回の議会で一般会計の中でも、いろいろと財政に対するカット、

カットが非常に目立ったというふうに思っています。まさに削減が先にあると、財政削減が先に

あるんだという感じだと思います。 
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     私、この考え方もね、財政法からいっても、いうたら考えられない大義のないもんだというふ

うに思っていまして、政府自身がほんまにそれほどね、本気できちっと自分らも身ぎれいにして、

むだがないのかというと、そうではないと、この間、マスコミでも報道されてるようにね、私が

言うまでもなく、もういろいろと起きているわけですよね、むだ遣いや、ひどいシステムと言い

ますかね、構造的なものがまだまだ残っていると。それを簡単に言えば、どう言いますか、例で

言えばね、天下りで億に近いような金を二度も三度ももらうようなシステムを残したり、それか

ら一方で、むだな事業で、道路問題で大きな問題になってましたが、例えば、金がないない言い

ながら、こうですよね。港湾までの距離が１０分以内でなかったらだめだというんでね、現在

１２分、１８分、この区間で７本もそれを解消しようとするんでしょう。７本か８本かありまし

たよ。何でそんなね、数分違いのことに金をまたね、膨大な金をかけるのかと、もう全くこの感

覚わからないと。 

それから言い出したら切りがありませんがね、国会議員の、例えば、年金ですよ、年金だって

あれほど問題になったでしょう。なったのに何一つ変わらないと、私はね、こういう国の姿勢自

身が非常に問題だというふうに思っているんですね。 

そこで、余りこういう話をするとブーイングがまた出ますので、要点はですよ、そうでしょう。

議会でずっと明らかになってきたじゃないですか。だから、だから私はね、この際言いたいんで

す。こういう感覚が、もう完全におくれていると、国の感覚が、そういう中で、こういうことが

また起きるというわけですから、改めてね、担当課としてはどう考えているかという点をお伺い

しておきたいと思っています。もし担当課で答えられないんであれば、町長の考え方をお聞かせ

願いたいと思っています。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 水道担当をいたします課としましては、やはりもう少し、老朽した箇所がかなり

ありますので、補助金をいただきながら安心・安全な水を供給していきたいとは思っております

が、昨今の、この国の状況から見まして、そういうような流れになってきておりますので、それ

に従いながら、やはり水道の方も流れに沿って、事業を展開していかなければならないと思って

いますし、長くそういう補助金が受けられるなら、もうちょっと伸ばしながら財政のことも考え

ながらやれたらいいなとは思っておりますが、現在、そういう形になっておりますので、仕方な

いん違うかなと私は思っております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 仕方ないなんていうのは、大体、おかしいよ。そんなんは。 

     やっぱり、せめて担当課としてはね、府や国の担当者は直接来ないでしょうけども、やっぱり

ね、言うべきときにはね、言わないとだめですよ。それはね、この間も言いましたようにね、や

っぱり町を守りたいと、町民の暮らしを守ろうというね、あなた方が最前線にいるんだから、そ

ういう立場はね、きちっとしてほしいと。 

     ではもう一つね、ブーイングが出るかもしれないけども、国の借金は今、幾らありますか。あ

れ全部自分らのむだ遣いですよ、そうでしょう。地方に皆さんに配分した結果、赤字になったん

じゃないですよ。そんなことはもうどんな評論家でもはっきりしてますよ。その年間１０倍も当

たるような借金を自分らでこさえとって、そのツケ回しでしょう。そのことをね、みずからちゃ
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んと整理をしてね、やろういう姿勢になってない。それどころかね、地方が一生懸命これほど削

られながらね、町民の皆さんに、また住民の皆さんに少しでもいいことをしようとしたらペナル

ティーかけるでしょう。これ問題になりましたよね。例の子供の医療の問題だってそうだし、国

保を引き下げるんだってペナルティーでしょう。前時代的な感覚ですよ。だから、この点で町長、

ペナルティーまでかけられるんですよ。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員、伊藤議員もうあんまり。 

７  番（伊藤幸男） いいことしようと思えば、終わります。 

     ペナルティーかけるんです。だからね、そういうこと自身に、非常に私は違和感を持っていま

す。違和感どころの話じゃない、怒りを覚えています。 

議  長（糸井満雄） 本題に入ってください。 

７  番（伊藤幸男） 議案が、関係があるでしょう、だから言っているんです。 

議  長（糸井満雄） それはわかりますけども、４３号を審議しておりますので。 

７  番（伊藤幸男） ４３号の関連で質問しているんです。こんなことが連続で許されたら困るんです。

町長、見解を。 

議  長（糸井満雄） すみません。太田町長。 

町  長（太田貴美） いろいろな国の施策の中で、地方にしわ寄せがきているということは、これはも

うどなたも実感していることであり、そうした中で町政運営をしていかなければなりません。 

     おっしゃるように、確かにこの下水道会計にしましても、水道会計にしましても、直接住民の

方たちの生活の基盤を支える大事な施設等の整備でございます。町としましては、できるだけ後

世に借金を残さないような、そうした運営を心がけるとともに、やはり健全に一日でも早く、大

勢の人たちがそうした施設の整備によって環境が改善されることを、まず第一に町政を進めてい

きたいというふうに思っております。 

     いろいろな大会もございます。下水道の大会、簡易水道の大会、上水道の大会、いろいろと大

会もございますし、全国の大会の中では、それぞれの１町１市ではなかなかできませんので、全

国のそうした組織の中で、国に対して言うべきことを要求をしているという状況でございますの

で、それらに対してもご理解がいただきたいというふうに思います。 

７  番（伊藤幸男） 終わります。 

議  長（糸井満雄） 皆さんにお願いしときます。 

     質疑する上において、いろいろと情勢分析は必要だと思いますが、質疑は疑義を正すというこ

とでございますので、これ議員必携にもはっきり書いてございますので、そういう方向で一つ質

疑をお願いしたい。 

     それでは、次に質疑を受けます。 

     上山議員。 

３  番（上山光正） 伊藤議員のハードな質問からソフトに質問をさせていただきます。 

     この加悦、三河内、明石、それから市場の簡易水道ですね。それが今回、加悦は６，１１０万

円、それから三河内が４億１，９７０万円、それから明石が３，７００万円、市場簡易水道が

７００万円と、このように執行されるわけですが、町債の利子償還金ですね、これ１億

８，２０５万円になっておるんですが、これは何パーセントの利子になっておりますかというこ
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とと。 

     それから、各事業ごとの資金調達機関はですね、政府資金であるのか、また公営企業なのか、

それから、ともに同率の金利なのかということをお尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 町債の内訳を上山議員おっしゃっていただきまして、今年度は５億３，４００万

の町債ということです。これにつきましては、財政の場合で言うたら大蔵省の管轄で、融資資金

をしております。 

     利率につきましては、すみません、申しわけないです。 

     すみません、利率につきましては１．５ぐらいの利率でお借りをしておりまして、据え置きが

５年で２５年だと思うんです。３０年償還です。５年を入れまして、それでございます。 

３  番（上山光正） ともに、この事業はすべて同率の金利かということ。 

水道課長（芋田政志） 同一の金利でございます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） そこでですね、使用料及び手数料の減額を１２０万７，０００円、これはどうい

う減額の内容なのか、この点もお尋ねしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 使用料につきましては３億２，５１５万３，０００円ということで、大体の見積

もりします金額に９９．５％をかけての予算として見込んでおりまして、前年対としましたら、

若干下がってるという傾向で、前年と同水量ぐらいの見積もりでさせていただいております。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） またですね、滞納繰越分なんですね。これ一応１８７万円相当、それから督促手

数料３６万、これが上っておるわけですが、一応、予算でありますので、この実態は、まあ不確

定のところが多いわけですけれども、この給水停止をですね、もってしても処理できない内容と

いうことなんでしょうか。その点を伺います。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 滞納繰越分の見積もりでありますが、まずは現年度分につきましては、若干の給

水停止まで期間がありますので、３カ月ありますので、出納閉鎖が終わっても、あと１カ月残っ

た分が繰り越しになりますので、その分の計算と、それから滞納されている方につきましては、

誓約書をとっておりますので、制約分についての滞納を、繰り越し分を見積もりとして上げてお

りますし、それから督促手数料につきましては、１カ月当たり大体３００件ほどありますので、

それを１２カ月、１００円で計算したのが３６万円として上げております。 

３  番（上山光正） はい、終わります。 

議  長（糸井満雄） 井田議員 

９  番（井田義之） それでは、簡易水道の予算について質問させていただきます。 

     今、収納の問題が出ましたんで、それから入らせていただきます。 

     １８年度の決算で、収入未済額が１，０８１万５，０００円あるということで、監査委員さん

の指摘の中でも、解消に向けて努められたいということで、いろんな今、課長が言われたように

時間的なずれがあって、その最終的に入ってくるまでには時間がかかるということなんですけれ
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ども、この１８年度の１，０８１万５，０００円残っておる分が、今現在でどれだけ収納ができ

たのか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 予算にも上げていますように滞納繰越分の収入が、大体１３０万ほどなっており

ますので、その分、いうたら誓約分で、毎年、誓約していただいた方については、滞納額は残っ

ておりますが、毎月、そういう誓約でいただいておりますので、それが５０何万ありますので、

その額は徐々に減ってきておりまして、最終的にはいつになるかわかりませんが、現年分の未納

分が繰り越しをするぐらいの額になってくると思っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 私は１８年分のやつが、１８年の１，０００万が今現在何ぼ入っておるのかなと

いうことをお聞かせいただいた。また調べておいてください。 

     それから、整備計画の中で、将来に向っての整備計画ですけど、石綿管や老朽化による赤みの

原因の一つになっている地鉄管、これの更新をしていかなければならないということで、整備計

画が出されておるわけですけれども、今現在、これは有収率の問題にもかかわってきますので、

特に気になるところなんですが、石綿管が大体、何メートルぐらい残っておるのか、それから地

鉄管が何メートルぐらい残っておるのか、それを順次、パイプ、ｴｽﾛにかえていかんなんですね。

それが大体どれくらいかかるのか、この今、与謝野町の中のその管を更新をしようと思うと、ど

れくらいの金額がかかるのか、これ整備計画の中の水道施設の整備ということで、計画の中には

っきり入ってるんですね。それで何メートル残っておって、大体どれくらい金額かかるのか、お

願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道長。 

水道課長（芋田政志） 申しわけございません。はっきりした数字が、今手元にありませんので、今。 

９  番（井田義之） 大体でもいいですよ。わからなんだら、また後でもかまへん。 

水道課長（芋田政志） 石綿管につきましては、旧加悦、旧野田川につきましても９９％ぐらいは、もう

石綿管を敷設がえしまして、残っておりますのも２月の臨時議会でちょっとお話させていただき

ましたが、旧加悦につきましては温江と、それから加悦奥に一部残っているぐらいで、距離的に

も延長も少なくなっております。 

     野田川につきましても、すべて更新されたというように記憶しておりますので、ちょっと鋳鉄

管等がどのぐらいあるのかというのは把握しておりませんので、調べまして報告させていただきたい

と思います。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） といいますのは、ここの水道整備計画の中にはっきりと出とるんだね、これが。

この５カ年計画、２０年度から２４年度までの水道整備計画の中に、こういうことがある、これ

を整備しなければならないんですと、私も今課長が言われたように、大体もうあとわずかしか残

ってないのと違うかなと思ったんですが、大きく出とるんですね、これ。この工事をやらなけれ

ばならないと、ということはまだ何ぼあるんかいなという、このあれから見ると、整備計画から

見ると、そういう心配があるから実際に何メートル残っとるんかなと、どれくらい金がかかるの

かなと、これ。ということをお聞きをしておるということです。 
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     この中に出てなければ、そんな心配せんわけです。ここにはっきり出ておりますので、どれく

らい残っとるとかいうことぐらいは、ちゃんと返事がしてほしかったなということです。 

     それから、繰り上げ償還のあれの、保証金免除の繰り上げ償還の計画の中ですけれども、本来

なら３月定例会で説明があったはずなんだけども、２月の臨時委員会でもう済ましたということ

で企画財政課長言われましたので、もう直接、水道課長の方にちょっと質問させていただきます。 

     ２８年度の上水道統合時の値上げに向け、施設整備とともにＰＲをしていくということで、水

道料金の値上げの話、値上げの内容はここに出とるんですけれども上水道、上水道というのは、

水道事業については、この後また質問しますけれども、一定値上げがあるわけですね。それで、

この水道会計についても、ここで見る限りにおいては、解釈の仕方もいろいろとあるんですけれ

ども、２８年度までに値上げをして、このいわゆる採算に合わせると、採算ベースに乗せていく

と、一般会計からの持ち出しをできるだけ減らしていくというような格好に、ここちょっと取れ

んではないんですけれども、今現状、値上げの計画、２８年まであるのかどうか、お願いいたし

ます。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 簡易水道につきましては２８年の統合時に、若干の値上げをさせていただかなあ

かんのかなとは思ってますが、そこまでは持ちこたえていきたいと思ってます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 金はかかるかわかりませんけど、ライフラインですので、そういう格好で、でき

ればお願いしたいというふうに思います。 

     もう聞きませんけども、有収率のアップについても、やっぱり真剣に努力してもらえれば、こ

の値上げをせずに何とかやっていけるというふうに思いますので、その点もよろしくお願いをし

ておきたいというふうに思います。 

     それから、１点ちょっとこれはうわさというのか、そういう段階ですので、念を押しておきた

いんですけれども、この間、工事請負契約の中で、与謝水道の設備が３年かがりぐらいでやられ

ております。いわゆる水をよその地区に回す、一体化していくためには、どうしてもそこの大き

な水源から水源の少ないとこに水を回すということで、この計画の中では、奥滝の水が金屋とか、

いろんなとこに回っていくということが考えられるわけですが、奥滝の中で水利権の問題を役場

から聞いてないと、水道課長、何も言うてないと、そんな勝手によそに水を回すことは困るとい

うようなうわさも聞くわけですけれども、地元との調整、以前に算所水道のことでも私言いまし

た。地元とやっぱりちゃんと打ち合わせをしてから、こういうふうにかかってくださいよという

ことを言いました。そのことができておるのかどうか、その件についてお尋ねをしておきます。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 今現在、工事をさせていただいておりまして、この間も２月にお認めをいただい

たわけなんですが、若干、その説明が地元におくれてまして、まことに申しわけなかったんです

が、区長さんにも図面、議会の承認を得てから、区長さんにも図面をお渡ししまして、説明して

おりますし。 

その後、区長さんが私だけではわからんということで、その１週間後ぐらいに地元の役員さん

と一緒に説明を、滝野公民館でさせていただきました。 
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     若干、説明が、入る説明がおくれましたことにつきましては、その場でおわびも申し上げまし

てしておりますし、それから水利権の承諾なんですが、平成１７年に取水位置を奥の方に、美山

川の上流に変更したときに、そこのときの滝野区長さん、それから起きた奥滝の地区の水利権の

代表の方、それからまた口滝の水利権の代表者の方につきまして、お認めをいただいております

ので、何も知らないというのはちょっとあれなんですんで、ここで改めてちょっと申しておきま

す。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 今言われた、私が聞いたのと課長のと、今の話とのずれがあったりしとるんかわ

からんですけれども、奥滝の人でも、やはりまだ、いまだにそういうことを感じておられる方が

ありますので、特に田舎ほど水利権というのが強いんですね。だからその辺はやっぱり、しっか

りと整理した中で、気持ちよくどなたであろうが、どなたもが水をいただけるような方法という

のは今後、やっぱり水道課としても、その水利権のことが一番よくわかっておられるのが水道課

の方なんで、やっぱりその辺は、適切な処置をしていただきたいということをお願いをして、解

決をしとるということで理解いたしまして、質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第４３号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第４３号 平成２０年度与謝野町簡易水道特別会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

     日程第２ 議案第４４号 平成２０年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算を議題とします。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑入ります。 

     質疑ありませんか。 

     多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） おはようございます。 

     大道団地１点だけに絞ってお尋ねをしていきたいと思います。ページは３４９ページでありま

す。 

     この大道団地なんですけれども、もう間もなく完成するんではないかなというふうに思ってお

るんですが、あの団地はですね、今の坪数というのか、見た目で言いますと４区画と聞いておる

んですが、多分その区画数とですね、区画が１区画が何坪になるのか教えていただきたいと思い

ます。 
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議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） お答えします。 

     大道の区画については、４区画ということであります。 

     平均しますと２３６平米、約７１坪の区画を４区画という形で造成したいというふうに考えて

おります。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） そうですと、７１坪ですと１坪の単価がどのくらい程度で売り出されるんでしょ

うか、それと１区画がそうだったら何戸建て、ちょっと計算機持っておりませんので、お願いし

ます。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 平米単価が３万６，０００円程度になるだろうと、最終的には精査をしながらと

いうことになりますので、現在の計画では３万６，０００円程度になるだろうということで、坪

でいいますと１０万円少しですか、３．３を掛けてみたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） ということは７１０万という、１区画が７１０万という当たりになるんですけれ

ども、そうしますとですね、１区画で間口がですね、大体、古い言い方ですけれども、間口が

５軒半ぐらいな家が建ち、奥行きが８軒、いっぱい、目いっぱいとってのそのくらいな家が建つ

んですけれども、先ほど、ちょっと詳しい方に聞きますと、ユニットハウスで１，９８０万円、

ざっと２，０００万、それから・・・ちょっとしますと３，０００万ぐらい、２，５００万から

３，０００万ほどかかるということですので、果たしてその７１坪がですね、売りやすい数字な

のかどうかという当たりはどうでしょうか。売れないとこもありまして、早く私の町を活性化さ

せたいもんですから、ちょっとその辺のバランスを。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 分譲宅地については単価もありますが、設置する場所によって単価が大きくかわ

ってきますんですが、基本的には若い夫婦が土地を買って、建物を建てられるのが２，５００万

から３，０００万が限度だろうということで計画されるんであろうということがあります。 

     それで、大道の場合は３万６，０００円程度の計画になるんですが、この面積についてはなか

なか考え方としては難しい、田舎ですから、必ず夫婦でほぼ車を持たれるだろうということがあ

りますと四、五十坪ではちょっともの足らんということがありますし、そうかといって、普通の、

昔からの、いわゆる引き継ぐ、財産として引き継ぐ面積で言いますと、田舎ですと１００坪はも

う当たり前みたいにしてありますし、その辺で適当な面積というのはどこ、買われる方によって

大きく変わってくるんですが、平均の７０坪いうのが、今、与謝野町内で売るのは一番安い面積

でないかなというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） はい、わかりました。 

     あの辺ですね、ちょうどあそこがバブル時期１５万、１坪十五、六万で売られて家が建った記

憶があるんですけれども、あれから景気がどん底に落ちておりますので、１０万少々という当た

りは妥当かなというふうに思っておるんですが、私も近くに住んで、少しばかりのもんですので、
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余り下がらん方が自分の価値としてはいいんですけれども、そんなこと言っておられませんので、

とにかく売れてですね、売れて早く家を建ててくれることを望んでおりますので、例えばこれが

ですね、５区画に分けますと６０坪ぐらいになりますね。６０坪になるとちょうど６００万ぐら

いですから、２，５００万の家を建てると３，１００万、ちょうど建てやすいかなと思うんです

けども、ちょっと間口が狭いかなと思いますので、その辺はですね、妥当なとこだと解釈しても

させてもらって、最後にですね、いつごろから、そうだったら売り出される予定をしておられる

んでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 今年度で、最終の造成地について、造成工事をまだ実施するということになりま

すので、造成工事を実施して、一定、安定するまで待った方がいいだろうという思いもあります

ので、今年度中で工事をしながら、一定販売時期を来年のいつごろにするというあたりは、決め

次第、広報したいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 多田議員。 

１ ２ 番（多田正成） はい、ありがとうございました。 

     終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに。森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） それでは、議案第４４号について、何点かお尋ねしたいと思います。 

     山﨑課長には、これが最後の質問になろうかというふうに思っておりまして。 

     まず、今回、先ほども質問がありましたけども、４団地について分譲宅地売払収入ということ

で１億３，３００万ほど上っておりますが、この中で日吉ケ丘団地についてお尋ねするんですが、

これ旧加悦町時代に活性化を図るためということで１３区画、１８区画ですか、もっと区画はあ

ったんですが、古墳の関係でちょっと少なくなったんですが、現在５区画が売れて、１３区画が

残っているという状況で、なかなか売れないという状況にあるんですが、この辺、これこの前の

工事地価につきましても、北部については何パーセントか下がったというふうな報道があったん

ですが、価格が高いというのか、環境的に悪いというのか、どういった状況で、この売却が進ま

ないのかということについて、課長としてはどういうふうに感じられておられるか、お尋ねしま

す。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） お答えしたいと思います。 

     日吉ケ丘につきましては、１８区画を造成いたしました。先ほど森本議員のお話のように、い

わゆる遺跡の関係で、計画が当初計画と大きく崩れた関係がありますので、区画的には１８区画、

現在５区画が売却をできております。 

     それから、１９年度中に昨年の暮れからなんですが、２区画について一定、他の方にお話があ

った場合には、ちょっと保留をしてほしいという、売買予約ですか、予約をさせていただきたい

というのが２件、２区画ありまして、これについては、現在の状況ですと４月か５月あたりに両

方の区画の契約が済むんじゃないかなというふうに考えておりまして、それが終わりますと、合

計７区画、ここについては、単価的には２万７，０００円から２万７，５００円程度の単価、多

少区画によって違うんですが、２万７，５００円程度の単価設定をしております。 
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     そういった意味からいいますと、工事費と合うような形で単価設定しておりますので、特に特

別高いということではないんだろうというふうに思いますが、土地の形状によりまして、１区画

当たりに、いわゆる有効面積が、法面が多いという形になるので、建物を建てる有効面積が少な

くなる、要は造成の、造成に対するお金のかけ方の差なんですが、コンクリートできちっと擁壁

組んで、有効面積をきちっと確保すれば、面積なりの利用がしていただけるということになるん

ですが、そうするとその２万７，０００円の単価を大きく上げていかないと販売におっつかない

ということがありますので、一定、土地の形状については、買われた方に任すという形で形状、

造成をしたという経過がありますので、どちらにしても買われる方は、もう少し造成にお金が要

るなという感覚になられるのと。それから平均的な面積が、先ほど７０坪が適当かなというよう

なお話もさせていただいたんですが、そういう関係がありまして、日吉ケ丘につきましては、

８５坪から９０坪ぐらいの区画になるということで、少し若い人にとっては、大き目なのかなと

いう感覚がありまして、なかなか進みにくいということがありますが、いつぞや、宮津市の災害

に遭われた方の若い夫婦が言われたことがあったんですが、分譲、宅地を求めるのに、余り造成、

盛り土の造成地を求めるんじゃなくて、切土の地盤のしっかりした土地がいいということがあり

ましたので、日吉ケ丘についてはほとんど切土部分、切土の分譲宅地ということがありますので、

そういう部分では、災害といいますか、そういうのに対する不安というのは一定少ないというこ

とがありますので、その辺もＰＲしながら売っていこうということがあります。 

     それから、２０年度当初予算については、広告料をみさせていただいておりますが、単に与謝

野町内だけでなく福知山、舞鶴方面へきちっとした形でＰＲできるような形で広告はしていきた

いというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 森本議員。 

１ ４ 番（森本敏軌） 先ほども申し上げましたけど、地価の公示価格というんですか、あれは下がって

おるという丹後、北部の方が下がっておるという状況もありますし、これが今の価格ですね、

２万７，５５０円ですか、平米が。これが今の状況で高いのか、安いのかちょっとわかりません

けども、今、宮津でもね、旧発電所の当たりの団地もすばらしい団地ができていまして、ＰＲも

広告も入ったりしておりますので、今、課長おっしゃったように、宮津や福知山も含めまして、

やっぱりきばってＰＲもしていただいてですね、早くこの土地もですね、処分ができて活性化、

人が来ていただいて、活性化が図れるようにですね、一つまた後任の課長さんにもお伝えがいた

だいて、早く売れますように、一つお願いをいたしたいというふうに思います。終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

     勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） ただいま森本議員さんから大体のお話ございましたので、特にあれなんですが、

非常に不況感が強いということで、用地を求められる人の職業等がかなりですね、固定されてき

たんではないかというふうに思っておりますが、現在このＰＲの方法というのはどういう方法で、

課長、主力はやっていらっしゃる。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） ほとんどできてないというのが実情だろうと、現地に看板を立てるのが精いっぱ

いということがありまして、その広告の方法についてもいろいろ内部検討はしておるんですが、
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まだ、しっかり調べてないんですが不動産取引業ですか、宅建業法とか、そういう法律の関係で

言いますと、うかつなチラシが出せないということがありますので、その辺きちっと検討しなが

ら出していきたいという思いがあります。 

     今年度予算については、広告料という形で印刷製本費でチラシをつくり、広告料、折り込みを

したいと、しかも適正な、適当な地域に折り込みがしたいということで予算は持ちました。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 以前ですね、今、建築関係も非常に厳しい不況でして、この建築業者とタイアッ

プしてですね、そして、どういいますか、その業者に扱ってもらうことで、いわゆる拡大を図っ

ていこうと、こういった思いがございましたね、あのときは、もう町内業者という考え方があっ

たわけですが、最近、そのお話を聞いてみますとですね、町内業者の人も仕事がもちろんないん

ですが、なかなかそこに結びつかないと、むしろその町外の人を引っ張ってくるというふうに考

えると、必ずしもその固定をしない方がいいんじゃないかという考え方があるんですけどね、そ

このところ課長どうでしょう。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 考え方の中で、町内業者に施工していただいた場合、一定程度、割り引きといい

ますか、そういう形も考えながらということを考えておりました。 

     議員ご指摘のように、いろんなケースがあって、その町内業者に頼める人が他の土地から、な

かなか分譲宅地に入ってこないんじゃないかという意見があったり、それから、そういうサービ

スについても、町内の、そのいわゆる大工さん、建築業者さんはいいんですけども、今度、分譲

宅地だとか、それから宅造しておられる、他の不動産業者の方から言いますと、不公平感が出て

くるとか、いろんな意見があれから聞きまして、なかなかその建てたことに対する、しかもその

町内業者を使ったことに対する割引を制度化するというのを、相当、慎重に考えんと、どこから

クレーム来るかわからないという検討もしておりますので、もう少し研究していきたいというふ

うに思っております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 一つは１０戸予定なら１０戸予定、８戸なら８戸のところが、それが埋まらない

と、一つの隣組といいますか、そういう組織がなかなかつくりにくいと、こういうことがありま

すので、ぜひですね、その辺も含めて一つ研究をお願いをしたいんですが、そのことと合わせて、

たまに電話をいただいとった、最近見てないんですけど、明石で申しますと、いわゆる草刈りの

関係ですね、どうもあれ商品と思えんような状況ではないかと言われる人があるんですが、その

辺は予算との兼ね合いもありますが、お世話になっておりますが。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 例年、その予算の中では草刈り作業の委託ということで見させていただいており

ますが、日吉ケ丘に限らず、他の分譲宅地についても、まだ売れてない用地について、ときにそ

ういうクレームきますが、適切にクレーム、クレームと言いますか、適切な時期に適切な回数、

なかなかやれないということがあるんですが、できるだけそういう近所からクレームが来ないよ

うな草刈りをやっていきたいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 



－631－ 

１ １ 番（勢旗 毅） 先ほど申しました、建築業者との関係ですね、一つその辺を十分検討いただいて、

業者の方も大変な不況ですから、一つそういうことで、一人でもですね、お客さんが来ていただ

けることができれば、非常にいいんじゃないかと思います。 

     いろいろ検討をですね、していただきたいと、このように思って終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

     上山議員。 

３  番（上山光正） ちょっと一、二点確認がしておきたいと思うんですが、この財産の売払収入です

ね、一応、予算額は１億３，０００万ほどあるわけですが、前年度対比２，１８０万、これが試

算として上っておるわけですが、その内容についてはどんなんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 当初計画、当初予算の編成段階で、先ほど言いました日吉ケ丘に対しまして、

２区画分譲予約があるということで、何とか３月末までに契約ができて、いわゆる１９年度の収

入として見れないかなという思いがありましたので、平成１９年度の始めのころに１区画売れて

ますので、その予定の２区画と合わせまして３区画分、２，２００万円程度が１９年度収入なる

だろうということで、そういう予算を組ませていただきましたが、先ほどの説明のように、その

２区画については４月、あるいは５月の契約になるだろうということがありますので、６月段階

でまた補正をさせていただかんなんということになるだろうと思っています。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） 先ほど多田議員がご質問されておりましたけど、この大道団地ですね、ここ一応

７１坪で１０万円、単価。という前後ですか、そういうことですが、これは下水道の配管も含め

ての単価となりますか、土地。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 下水道の単価には直接、売り単価には、その下水道の件は入ってない。買われた

方が、またどういう下水道整備をされるかというのは、その幹線から引いていただくということ

になるだろうというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 下水道の管渠の部分でございますが、前の町道の部分は本管が通っておりまし

て、その中に入る道路につきましては、私どもの方の費用でもって管渠を入れます。そして、公

共升もとらせていただきます。 

     その後は、個人さんが宅内の排水工事はされると思いますが、そういうことでございます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） そうすると、坪単価も当然付加価値がついて上がるわけですが、これはこれとし

ていいわけですが、先ほどのですね、日吉ケ丘の関係なんですが、なかなか売買の契約が取れな

いという状況がこれ数年間続いておるわけですが、これどう、この土地がどういう形で残ってい

るのかわかりませんけれども、少しこの売買の方向をですね、転換する必要があるんじゃないか

なと思うんです。やはり何らかの欠陥があって、そしてその宅地が売買できないということがあ

ろうかと思いますし、それでこれ固まったですね、土地があるんであれば、ちょうど保育所や幼

稚園や、こういったものの統合に関連してですね、この土地をそこへ利用するだとか、そして現
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在の保育所、幼稚園の土地を売買するだとか、方法は幾らでもあると思うんですが、こういうこ

とは一度でもお考えになったことがあるでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） お答えしたいというふうに思っています。 

     今のお尋ねなんですが、欠陥があって売れ残っているというようなことではなくて、平成１４

年に造成ができました。平成１４年に１件、１５年に１件、１６年に１件、１７年度はなかった

ですが、１８年度より１件、１９年度に１件、２０年度に２件を予定しとるということで、順調

かどうかは別として、そのびたっと、とまっているということではない。ただ社会状況等を含め

まして、先ほど言いましたような、金額の面、面積の面で、一定課題はあるかなということがあ

りますので、その課題解決に向けては検討をせんなんということがありますが、今、その現状を

見まして、売れ残り区画があって、全く動かんような用地になっているから、他の目途にという

検討については全くしていませんし、それをしますと今のとこ、今入っていただいている７区画

について約束違反になるということになりますので、それはよっぽど詰まったときには、現在の

入居者の方とご相談しながら別の用途に使用させてほしいというお願いはせんなんと思うんです

が、まだまだ当面はこの状態でＰＲをして、売る努力を続けていきたいというふうに思っており

ますので、ご理解はお願いしたいと思います。 

３  番（上山光正） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

    服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） それでは、ちょっとお伺いしたいと思います。 

     今までの方がいろいろと質問されとるわけなんですけれども、今後の分宅の展開ですね、今、

四つか五つほど現在あるわけなんですけれども、この私いつも申し上げとるんですけれども、や

はりこの与謝野町というのは、北部の中心地であり、かなりここの地へ来たいという方が多いと

いうことは、私も・・・・やなんかしとる関係でよくわかっとるわけです。 

     特に、最近言われるのは、やはり太田町長が長年やってこられた経過があるので、福祉、子供

が育てやすいというようなことを宮津の方の、特に若いお母さん方が言われる方がふえとるとい

うことも、これ事実でございます。だから、その辺のところを上手に使ってやれば、私はまだ、

分譲宅地というものもいけるんではなかろうかなというふうに思っておるわけですけれども、今

後の展開というものをどういうふうにお考えなのか、ちょっとその辺のところをまず課長にお伺

いしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） お答えしたいというふうに思いますが、僕が今後の展開を今ここで述べていいか

どうかわからんですが、担当課長といたしましては。 

１ ７ 番（服部博和） きょうの時点では。 

建設課長（山﨑信之） きょうの時点。 

     言われましたように、分譲宅地と言いますか、人口増対策については、やっぱりきちっとした、

いわゆる宅地について提供ができるような用意もせんなんだろうというふうに考えておりまして、

うまいことやれば、まだまだ先ほど言われましたように、分譲宅地造成というのは進むんじゃな
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いかなという思いがあります。 

     もちろん、社会情勢がもう少し好転してくれればという条件がありますが、そういった面から

言いますと、いわゆる定住、定住していただける方をふやすということでは、分譲宅地効果はあ

ると思うんですが、町の予算で、特別会計でどんどん造成をしながら、それを売りにいくという

形態がいいのか、それとももう少し業者さんとタイアップしながら、町道整備やインフラ整備を

きちっと町と約束をし合ながら、業者さんに宅地造成を促すというような形の検討の方が、今の

時代には合うんかなというふうな思いは僕自身は持っております。そのことが将来、与謝野町で

そういう形で進むのかどうかは別として、宅地、分譲宅地の造成の方法について、検討の余地は

あるんじゃないかなというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） そのとおりでして、余り素人が手を出して損するようなことをしとってもらった

んでは、特にこの日吉ケ丘あたりは、素人がやった典型じゃないかなと、墓の上に家を建てるな

んていうようなことは、だれもがそんなことは嫌がることでございますので、その辺のところが

わからなかった反省はしながら今後の展開はしていっていただかきゃならんのではないかなとい

うふうには思っております。 

     それと同時に、マスタープラン、住宅の建てかえのプランがあるわけなんですけれども、その

住宅の建てかえが、この与謝野町の一等地、私がたびたび申し上げております野田川バイパスの

真ん中に船山団地というのがありまして、野田川バイパスの真ん中で一等地でございます。ここ

が２０年度で建てかえの予定、マスタープランの中に入っておるわけでございまして、まあまあ

建てかえの時期に来ておりますので、当然、老朽化はした、もう修正のきくことがないだろうと

思われる住宅があるわけでございます。その辺のいいところ、道に面した方は、１７６に面した

方はやはり商店街としての活用が必要だと思いますけれども、裏面の方は、やはり分譲宅地とし

て最適地ではなかろうかなというふうに思っておるわけでございますけれども、町長にお尋ねす

るんですけれども、いわゆるこのマスタープランの２０年度で期限が切れる、この船山団地の後

の使い方に関して、どういうふうなお考えを持っておられるのかお伺いをしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 町長にお尋ねなんですが、現在その船山団地の、団地の整備スケジュールにつき

ましては、旧野田川町で平成１５年に公営住宅のストック総合活用計画という形でまとめられて

おります。 

     それのスケジュールによりますと、船山につきましては２１年度以降、中期的に非現地で建て

かえを行うと、現地以外で建てかえを促進していくという計画を持っておられました。これにつ

いては、それぞれ三つの町がストック総合活用計画を、その１５年、１０年度にかけて、加悦も

野田川も活用計画を策定されております。 

     それにつきまして、新町になりましたので、与謝野町の町営住宅のストック総合計画、活用計

画を策定しなければならないということを内部検討をしておりました。 

     しかしながら、その平成１４年、１５年から１０年、おおむね１０年間にかけての計画を、既

にそれぞれの３町や、つくられておりますので、それを合体した形で、与謝野町営住宅のストッ

ク総合活用計画の内部で策定をいたしました。合体をしながらということになるんですが、それ
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につきましては、平成１８年からの１０年間を計画をしておりまして、船山団地につきましては、

平成２５年までに、平成２０年度の、２０年から２４年の間に一定、現地でない場所で用地を確

保して、２５年度以降に船山団地にかわる団地を整備したらどうだろう、で２５年以降について

は、その跡地については除却を、建物については除却をしながら、跡地の利用検討をしたらどう

だろうという検討をするという計画を持ちました。 

     この計画を持ったわけですが、このストック活用計画を三者を合体しながら、今後の１０年間

の計画というのを持ったわけですが、この今議会でも、いわゆる幼稚園とか保育所とか、それか

ら学校について、いわゆる再配置ですか、再編、再配置の検討がなされております。そこからい

きますと住宅の検討についても、その辺の公共施設や教育施設、保育施設等の整備計画と一定リ

ンクさせんと、住宅だけ勝手な計画も持っとってもしゃあないんかなというふうな思いがありま

すので、そういう教育施設とか、保育施設の再編計画をにらみながら、この与謝野町のストック

計画も、また練り直しが２年後、３年後に必要なんかなというふうに思っておりますので、また、

その節には、またいろんなご意見がいただきたいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） ちょっと多く答弁していただいたんで、ちょっと頭の中で整理ができんのですけ

れども、いわゆる船山団地に関しましては、２０年から２４年までの間に、その場所以外のと

ころでの町営住宅の建てかえをやっていくと。それからその跡地については現地で考えていく

と。だけど、それは団地以外で考えるということですね。住宅以外で、もちろん。 

     町営住宅以外ということは、それは商業施設にかわるとか、分譲宅地にかわる可能性は十分あ

ると、だけど、しかしながら、保育所等の再編計画のある中で、やはりその辺に環境整備という

もので、いわゆる保育所に近いところで分譲宅地をやったりするようなことも、当然考えていか

なきゃならない、考慮しなきゃならんということであるということですね。ちょっと答弁して。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） いや、船山住宅については、先ほど言いましたように２５年までに一定、他の場

所で、その船山団地の住民といいますか、戸数が賄えるような用地を別の場所に確保し、２５年

以降で建築しながら移っていただくと。 

その跡地については、先ほど言われました商業施設になるのか、分譲宅地になるのか、公共施

設になるのかは別として、そういう計画を持って現在、策定しましたと、与謝野町の新しい計画

を。ただ船山団地に限らず、すべての町営住宅、与謝野町内の町営住宅の整備計画についても、

そういう、先ほどの保育施設、教育施設との絡みから、一定、また見直しを船山団地以外も含め

て、与謝野町のストック活用計画を見直しをかけていかなければならない時期もあるんじゃない

かというご説明をさせていただきました。 

議  長（糸井満雄） 服部議員。 

１ ７ 番（服部博和） どうもありがとうございました。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 
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討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

これより議案第４４号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第４４号 平成２０年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

     ここで休憩します。１１時まで休憩します。 

（休憩 午前１０時４４分） 

（再開 午前１１時００分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

次に、日程第３ 議案第４５号 平成２０年度与謝野町下水道特別会計予算を議題とします。 

     本案については、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それでは、下水道会計について質問をさせていただきたいと思っています。 

     下水道会計については、整備率も７７％を超すということのようですし、事業推進についても

今議会でも議案を早くして作業にかかるということで、積極的に取り組んでおられて非常に頑張

ってきているわけです。 

     そこで、ちょっと私自身が聞いているんですかね、ちょっと聞いた点でお伺い、まず第１点目

しておきたいと思っているのは、事業推進にかかわるですね、いわゆる補助事業とか、いろんな

水道関係でもありましたけども、これが国の段階で変更になるというような話を聞いたんですが、

これはあり得ますかね。また簡水のようにあるんでしょうか。補助制度そのものみたいなのも見

直しがかかっているという話があるんですけど、いかがですか。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 補助制度の関係につきましては、現在そういうようなお話はお聞きいたしてお

りませんが、全体の予算が年々少なくなってきとるというとこでの削減等は出ておるかと思いま

すが、今のところはそういうことはお聞きいたしておりません。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それでは、二つ目の質問、これが今回の中心にした内容なんですが、私も議員で、

議員をさせていただいて２０年越すことになったわけですが、下水道始まる段階でですね、かな

り協議をして、設置段階で価格設定の問題、負担金問題でかなり協議を３自治体でしてきたとい

う経過があります。そのときに、結局、将来的にですね、何十年という・・・・をして、それで

資本費の分のペイをしていくと、いわゆる整備投資の分ですね。こういうことをずっと算定して、

負担金やあれを出したんですが、当初原案ではかなり住民がですね、受け入れるような価格にな

らなかったと、算定するという中で、今の料金でいくと、年限も延ばす形でやっていこうと、そ

ういうような合意がされてきたというふうに思っています。 
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     それも、課長の方もよくご存じだと思うんですが、限りなくですね、１００％になったとして

も、この会計自身が黒字にならないんではないかということが心配されているわけですね。ここ

の点が、担当課としてはどういうふうに思われている、考えておるのかという点をまずお伺いし

たいというふうに思っています。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） ただいまご質問がありましたように、下水道料金の設定につきましては、基本

的には維持管理費と、それから資本費、投資した部分の、部分についても回収するのが一番理想

的ではございますが、ご承知のように物すごく、すごい事業量で費用がかさんでおるという中で、

下水道料金を設定をする場合には、相当の単価が必要だろうという中では、非常にこれは難しい

と、住民の皆さんに転嫁させていくのは難しいという中で、一応１市３町で、維持管理費が見込

める程度の１５０円という料金設定をさせていただいて、今現在まで続いておる状況でございま

す。 

     そうした中で、今ご質問のように１００％整備し、水洗化も１００％になった中でどうなって

いくのかというところでございますが、これにつきましても非常にこの設定では厳しいだろうな

という感覚を持っております。 

     資本費までを含めますと、相当高単価になるんではないかということで、その点につきまして

は、一般会計からのお願いなりという形で、こちらとしてはお願いしていきたいなというふうに

考えておりますが、維持管理費がその中でどうなるのか、その１００％でどうなっていくのか、

その時点で、まあまあ考えていきたいなというふうに思っておりますが、現在のところは今の料

金で進めていきたいなというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 非常に、この問題はですね、全国でも各地が抱えている課題のようです。本町だ

けの課題というよりも、非常に大きな全国的な課題でもあるんですが。今、将来を見通したとき

にですね、今、到達を仮に１００％できたと、全部完成して、したときに、今言ったように財源

的に会計が維持できない。それどころか一般会計からのほり込みをせざるを得ないということが、

まず非常に単純な思考で言えば、そうならざるを得んのではないかという点があるわけですね。 

     私は、ちょっと角度を変えてですね、制度設計をした当時のね、経過からいうたら、京都府は

こういう問題にどういう問題意識を持っているのか、見解を持っているのかというあたりが、も

しお聞きになってたら、課長の方からお聞かせ願えたらと思っています。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 現在のところ、そういったお話は京都府の方にもいたしておりませんし、まだ

見解もお聞きをいたしておりません。こちら側の事情という中で、まだ、そういったことのお話

等はさせていただいていないので現状でございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） こういうツケがですね、結果論で言えば、先ほども簡易水道の中でもね、ちょっ

とハードな言い方をしましたが、ともかく自治体でこのままいけば持たなければならない、一般

財源からね、一般会計の方からも繰り出しを永遠に続けるということの選択肢が非常に濃厚にな

るわけですね、この場の流れでいけば。これは全国的に、こういうことが起きているわけで、改
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めてね、自治体の置かれている非常に深刻な将来像といいますか、財政危機がですね、この側面

もあるという点があると思うんです。 

     この点で、私、改めてね、こういう問題がやっぱり多くの自治体の中でね、やっぱり問題を今

から提案もさせていただいて、合意をね、つくって国にもうちっと対応すべきだと、これほど深

刻だということを伝える必要があるんではないかというふうに思っているんですが、町長のもし

お考えがあればお聞かせ願いたいと思っています。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） これも先ほどの水道と同様に、本当に全国的な大きな問題になってくるというふ

うに思いますし、今まだ、我々のところは下水道を推進していく状況ですけれども、これも都市

部との格差がありまして、都市部では既に老朽化が進んでいて、今それを整備し直さなければな

らないというふうな、そういう下水道の世界でもそういう格差が出てきております。 

ですから、今後、いろいろな問題が数多く出てくるんではないかというふうに思いますし、京

都府の下水道の協議会の方を預からせていただいている私としましても、やはり府を通じて、国

なりに、やはりそうした危機的な状況というものは訴えていく必要があろうかと思いますし、先

ほどと同様、国に対します、そうした要望につきましては、全国大会等の中で集約した意見を、

町村会で集約した意見を述べさせていただくような、そうした要望活動も進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

     上山議員。 

３  番（上山光正） それでは、下水道特別会計予算について、質疑を行いたいと思います。 

     町債の前年度対比ですね、１億８，０００万円増、これを起こしまして、下水道事業を展開さ

れるわけですけれども、受益者負担金の徴収とですね、同時に、この供用開始地域の水洗化への

依頼、こういったものの説明会の開催を持たれるわけですけれども、この下水道事業のＰＲです

ね、その内容等をまず伺っておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 下水道事業のＰＲでございますが、全体的には町報なり、そういった部分での

ＰＲと。 

それから、より具体的には、いよいよ工事をさせていただきます地域の皆さんですね、そうい

った地域の皆さんには事前に説明会をさせていただいております。その説明会の内容でございま

すが、工事の施工概要等の内容と、それから制度ですね、制度。そういう制度につきましては、

いろんな３年以内の接続なり、そういったお願いなり、受益者分担金のお願いなり、それから融

資制度、それから奨励金等の制度なんかも合わせて説明をさせていただいております。 

     さらに宅内の排水設備工事の内容とか、そういった部分を主に、主に説明をさせていただいて、

いろいろと皆さんからご質問等をお受けをいたして、説明会を終えるという形で取り組んでおる

ところでございます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） どうも今の回答を聞いておりますと、ただ、マニュアルどおり説明をされるとい

うことでですね、この下水道の生い立ち等々についてですね、やはり住民の皆さんにもご説明を
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していただいて、そして理解を得ることが非常に大切ではないかなと、このように思うわけです

けれども、このそれを推進していくための標語として、「下水道 青い地球の交通網」という句

があるわけですけれども、これは昭和３６年にですね、著しくおくれている日本の下水道、これ

を全国的な普及を図る必要がありまして、そして、下水道の大きな役割の一つである雨水の排除

ですね。この雨水の排除を年頭において、そして台風シーズンである二百十日、これを過ぎた二

百二十日ですね、これは立春から数えられておるわけですけれども９月の１０日、これがご存じ

のとおり「下水道の日」として、そして、この日が適当であるということで、現代に至っておる

わけですが、それから約４０年が経過いたしまして、そして日本における近代下水道の元である

旧下水道法が制定されたのが明治３３年、これから１００年を経過いたしまして、平成１３年が

２１世紀のスタートの年に当たることから、近年の下水道に対する国民の、また市町村の住民さ

んの、この意識が高まってきたということでございます。 

     下水道は、ご存じのとおり、住民に安全で、そして快適な生活を確保しながら、一方で河川や

沼や海などの公共用水域の水質、汚濁防止のための重要な役割を果たしているということはご存

じか思います。 

     しかし、これはなかなか住民の皆さんは存じておられないということで、こういったことはＰ

Ｒの中で言っていくべきじゃないかなというふうに思います。 

     こういった良好な水環境をつくり出すために、必要不可欠な生活基盤施設であるわけですから、

やはり下水を、汚泥の適正処理を引き続いて積極的に整備する、そういった与謝野町になってい

ただきたいなという思いからですね、この住民への普及のための推進については、どんな方法が

考えられるか、再度、お尋ねしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 下水の水洗化の普及でございますが、先般、一般質問で廣野議員さんからもお

話がありましたと思いますが、当然、私どもとしては、水洗化を促進していくという形で臨んで

いかなければならないという気持ちは持っております。 

     その中で、方法といたしましては、いろいろとあるわけでございますが、ＰＲは特に必要だろ

うと思いますし、先般もちょっとお話がさせていただいたと思いますが、供用開始したから３年

以内の中で、いろいろと通知を出させていただいて、間もなく１年目が切れますとか、それから

２年目になりますと、もう１年で切れますというような話、ご案内とか、そういった部分を一つ

の手だてとして考えていきたいなというふうに思いますし、それから３年経過された方について

も、やはり粘り強くお願いをしていかなければならないなということで、ご案内なり通知なり、

それから訪問もできるだけ努力していきたいなという、現在つもりではいたしておるところでご

ざいます。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） 先ほどと同じような回答でありまして、本当にマニュアル的な方法なんですが、

それもまあ大事ではあるんですが、やはり町が一体感となって取り組む、こういった姿勢が見ら

れないというように思うわけですが、ちなみにですね、この旧岩滝町長ですね、町長は率先して、

そして自宅はもちろん議員、あるいは職員に号令をかけられておるわけですね。 

     そして、口先だけではなくって、個人的にも友人、さらに知人に空水量の、このむだな経費を
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説明されて、そうした汗された実績がですね、ご存じのとおり岩滝の水洗化普及率の上昇結果に

つながっていると私は思います。 

     歳出の抑制は小さいところから、またできるとこから、府の予算の中でも取り組んでいくとお

っしゃってます。 

     そこで、町長にお尋ねするんですが、供用開始地域の生活雑廃水の接続の方をですね、ぜひと

も優先して取り組むべきと私は考えるわけですが、ここは町長も担当課職員も、また一般の職員

もですね、空水量のむだな経費を住民に説明していただいて、そして水洗化への推進に努力をし

ていただくと、そのことが町長がおっしゃっている将来の子供たちに豊かな与謝野町を手渡しが

できる、私は思うわけですが、町長いかがでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 議員のおっしゃるとおりだというふうに思いますし、その旧町の岩滝の町長も率

先してやっておられたようなことを、旧町時代にもいろいろとお聞きもしておりますし、本当に

頭の下がる思いでございます。 

     そうした中で、いろいろなＰＲといいますか、促進のための手だてはいろいろとあると思いま

すし、前回の一般質問等でもお答えしましたように、手紙を出すというのも一つの方法ですし、

なぜその接続していただけないのかというようなところの中身も、全部はできないでしょうけれ

ども、ある程度の承知をした上で計画的な取り組みにしていただくような、そうした努力も必要

ではないかというふうに考えております。 

     今後につきまして、１軒でも、一人でも多く、そうした接続になりますように努力を、職員挙

げて努力をさせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） 今、町長から力強いお言葉をいただいたわけですけれども、やはり先ほど申し上

げましたとおり、与謝野町、この公的職員が一つになって、やはりこの下水道の接続に努力をし

なければ、いつまでたっても経費の削減には到達しないと、私は思いますので、次の決算期、ま

た来年の予算の内容に期待をしまして、質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

     井田議員。 

９  番（井田義之） それでは、下水道の質問をさせていただきます。 

     先ほど、その宅地の分で出ておりましたけれども、ちょっとそのことで念を押しておきたいと

いうふうに思います。 

     大道のその料金が出ておりましたけれども、大道についても日吉ケ丘についてもですけれども、

町の分譲宅地においては従来、分担金は全部もう含まれた中で、分宅をされとったわけですね。

これが大道の場合、どうなっておるのか。それから、日吉ケ丘の場合、今後どうされるのか、こ

れまでどうなっておるのか。 

     それから、その新しく家を建てていただく説明会の時点で、当然、下水道の供用ができるとこ

ろについてはしてくださいという条件はつけられてきておると思うんですけれども、その点につ

いて、今の現状というのか、大道について、それから日吉ケ丘について、どういうようになって

いるのかお願いいたします。 
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議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） お答えをしたいというふうに思います。 

     この大道につきましては、先ほど上山議員のご質問の中で、施設整備については、先ほど下水

道課長から申し上げましたとおりでありまして、分担金については一応、単価の中に算定をして

いるという形で、単価の中に含まれておるという考え方でご理解がいただきたいと。 

     それから、日吉ケ丘につきましては、まだ下水道の分担金については、入っていませんので、

単価の中に入っていませんので、供用開始ができるようなときに、どういうことに、まあまあ基

本的には本人に分担金を払っていただくという形になるんだろうというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） そういう、どういうのか、説明のときにその辺はしっかりとしておいていただき

たいというふうに思います。 

     それから、先ほど言いました保証金の免除繰り上げの分なんですけれども、マンホールの、こ

れまではマンホールの修理については下水道でみていたと、それを半分は建設課、建設課と折半

すると、これによって年間１，９００万を軽減を見込んでおるということなんですが、これにつ

いては、いつからこういう格好で実施をされるのかお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 答弁できませんか。 

     小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 失礼いたしました。 

     公的資金保証金免除繰上償還に係る公営企業の経営健全化計画の中で上げさせていただいてお

る内容でございます。 

     地方健全、経営健全化に関する施策といたしまして、いろいろと計画を上げておるわけでござ

いますが、その中で物件費の削減等の内容も含めて上げております。この中で、維持管理の縮減

と、維持管理費の縮減ということでマンホール、ポンプ等の管理をしている中でという、今もそ

の部分もございますが、それ以外にいわゆる下水道整備後の補修、舗装の修繕費用でございます

が、以前から、私どもの方の下水道工事を行った後、直近の施工責任といたしまして、私どもの

方で舗装修繕工事等を、復旧工事等を行っておりましたが、その部分につきましては、例えば道

路の半分を下水道課の方で掘削して本管を埋めるわけでございますが、修繕につきましては全幅

舗装で修繕いたしておりますので、そういった部分の部分につきましては、建設課とお話をさせ

ていただいて、折半でというような形での計画を上げさせていただいておるところでございます。 

９  番（井田義之） これはいつからするんですか。 

下水道課長（小西忠一） 計画的には、まだすぐという中ではございません。 

     まだ、建設課の方も２０年度予算でそういった部分がございませんので、予算化が。今後の詰

めということにさせていただきたいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 私、今ちょっと勘違いしておった部分もありますが、とりあえず１，９００万の

減額になるということなんで、いつからこれを実施をされてどうなるのかなと。どういうのか、

除雪なんかのときも、結構傷めるわけだね、そういうのが下水道会計の中に出てくるのがいいの

か、道路維持になるのかというあたりで、私はやはり道路維持の部分だろうと、工事の後の復旧



－641－ 

は別ですよ、工事の後の復旧は別ですけども、その辺のところの整理は一定、これを契機にしっ

かりとしていただいておくのが一番いいん違うかなというふうに思います。 

     答弁する。ほんならお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 今の下水道課長の答弁につきましては、下水道を整備した後、舗装を本復旧する

ときに、いわゆる下水道整備することによる舗装をはがした部分より以上に、道路全幅にわたっ

て、舗装をやり直すと、このときには今まで下水道会計でやっておったんですが、その全幅をや

り直す場合に、舗装をかけ直す場合においては、建設課の道路管理も含むんじゃないかなという

ことがありますので、それは半額、按分になるのか、半額になるのかわかりませんが、そういう

形で一般会計からの負担でお願いしたいというお願いを、説明をしたんだと。 

それから、先ほどの除雪に関して言えば、除雪でひっかけたマンホール等の修繕につきまして

は、道路管理で今までもやらせていただいておるというとこでございます。 

９  番（井田義之） これ、もうことしからできとるわけ。 

     ２０年度の予算の中には。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） わかりました。 

     それで、できるだけ早いこと、もう整理をしていただけたらありがたいかなというふうに思い

ます。 

     それから、下水道の今、起債が２０年度末で１１０億ぐらいになるんかね、１１０億、一般会

計が１３０億、下水道が１１０億ほどなってくるんだと思うんですけども、以前、廣野議員が

１１０何億、下水にかかっとると言われましたけれども、私はもっとかかっとるんやないかなと

いうふうに思うんです。 

     きょうまでに３町で公共下水、特環含めて幾らかかってきておるのか、また将来的に大体、幾

らの金額がかかるということが予測をされるのか、その点について、今まではわかりますわね、

計算すればすぐわかります。 

それから、将来、大体どれくらいかかるのか、お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 事業費の関係でございますが、昭和６０年度から認可をいただきまして、スタ

ートをいたしておりまして、平成１９年度まででございますが、建設事業費が、ちょっと丸めた

数字でお答えさせていただきたいと思いますが、約１６０億でございます。それから、これは町

内の整備の部分でございます。 

それから、流域下水道に支払っております負担金でございますが、これが建設負担金が４３億

ございます。合わせまして２０３億円でございます。それから今後ですが、今後でございますが、

一応、平成３２年までの計画で終わるというふうに思っておりますが、その１年後に舗装の復旧

工事も含めました平成３３年までで、建設事業費が約８８億円、建設負担金の方が９億円という

ことで。 

９  番（井田義之） 何ぼ、９億。 

下水道課長（小西忠一） ９億円。 
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     合わせまして９７億円、全体まとめますと、今の数字を合計しますと、建設事業費が将来的に

３３年までで２４８億円、建設負担金が５２億円、合計しまして３００億円というような内容に

なると予測をいたしております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 今聞きましたように、多大の経費がかかっておるということがわかりました。そ

こで、前にもちょっとお願いしておりました、平成２０年度には見直しが、整備計画の見直しが

あるわけですけれども、石川の上地地区については検討するということで、石川の上地地区とい

うのは人口の密集地域で、香河川改修があるかということでおくれておる地域、これ見直しする

ということでしたけれども、これの見直しはいつごろ確定ができるのか、それから香河川改修の、

今あの支線の部分ですけれども、支線の部分に、いわゆるＵ字溝が入っておりますね、２メート

ル１０の。それに対する横の分ですね、横の分についてはいつパイプを入れられるのか、あれも

早いことパイプを入れないと二重になりますということで、今ちょうど工事がとまっております

ので、今ちょうどいいのかなというふうに思うんですけれども、その辺の進捗状況をお願いいた

します。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 石川の上地地区の見直しでございますが、まだ現在のところはできておりませ

ん。それで、ことし事業認可を取りますので、その中で考えていきたいなというふうに思ってお

りますし、加古川の水路の横の部分でございますが、まだ未舗装でございますので、認可が取れ

たら、できるだけ早いうちに施工してまいりたいなという考えは持っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 先ほど言いました上地地区については、この計画からいうと２４年以降になっと

るんやね、そやからこれはぜひ繰り上げてもろて、それこそ費用対効果というのか、わずかな配

管で、かなり多くの方が供用できるという地域ですので、これは絶対に入れていただきたいなと

いうことでお願いをしておきたいと思います。 

     それから、先ほど上山議員なり、それから廣野議員の前のあれでも、岩滝は下水道の供用がす

ばらしいんだということでしたんですが、実は岩滝の中でテニスコート、城山テニスコートのと

この便所がまだ下水道ができておらんで、夏のときに、私もちょこちょこ行かせていただくんで

すかけれども、すごい、どういうのか、臭かったり、虫が飛んだり大変なんですね。あれは公共

施設だろうというふうに思うんですが、教育委員会が今まで何もできてなかったというのはどう

いう意味なのか、お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 城山公園のテニスコートのトイレに関しましては、都市公園ということで、町内、

特に岩滝地域にあります都市公園の中の１カ所ということで、その都市公園のトイレにつきまし

ては、一定、観光目的で使われるトイレについては、水洗化をしましたが、阿蘇シーを入れて

１０箇所ですから、他の９カ所、９カ所のうち２カ所は水洗化してますが、あとの７カ所につい

てはもう単に予算上の問題でまだ水洗化ができてないということがありますが、特に城山なんか

は、社会体育施設も併設しとるということがありますので、できれば早い目に計画したいなとい

う考え方にはあります。 



－643－ 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） あそこの場所につきましては、特にテニスコートがほかの地区でもなかなかない

もんですから、与謝スポーツ交流会についてもあそこを使います。それからほかの中学生、いろ

んな大会もあそこを使います。 

     それから、弓道もあそこにあるわけですね。弓道も綾部は当然ですし、綾部以外、京都からも

いっぱい見えるんです、あそへ弓道の大会に。そこでもうあのトイレでは、やっぱり大変なんで

すわ。やっぱりもう町としても、かなりはずかしいという状態ですので、今、課長できるだけ早

くと言われましたけれども、ぜひとも今年度にでも供用をしていただきたいというふうに思うん

ですけれども、答弁、難しいですか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） ２０年度のお約束がなかなかできませんので、町長、お願いできますか。 

     お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） できるだけ早くできますように検討させていただきます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） できるだけ早くを、２０年度と受けとりまして、質問を終わりますのでよろしく

お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

     廣野議員。 

４  番（廣野安樹） また、下水の廣野と言われるかもわかりませんが、一つまたお願いをしていきた

いと思います。 

     先ほど、上山議員の方からも普及につきましては、できるだけ早くお世話になりたいというよ

うなことをきばって言っていただきましたので、私は空水量を、先ほど上山議員の方からありま

したように、空水量のことについてお尋ねをしておきたいと思います。 

     現在、下水の使用量が本年度で２億２２４万円上っておるわけでございますが、維持管理費と

いたしまして、ページ、３６９ページで宮津湾流域下水道排水負担金７，５８４万７，０００円、

それから３７３ページで、同じ維持管理の中で、宮津湾流域下水道排水負担金１億３，０３８万

９，０００円と出とるわけでございますが、同じ名前で出とるのですが、どういうことで分けて

おられるのか、この点をちょっとお聞きをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 排水負担金の分けておる理由でございますか。 

     まず、３６９ページで下から五つ目でございますか、１９節負担金補助及び交付金で、宮津湾

流域下水道排水負担金７，５８４万６，０００円、これにつきましては一番上にございます公共

下水道事業ということで旧岩滝町の部分でございます。それから次のページ、３７３ページです

ね。上から３行目の宮津湾流域下水道排水負担金１億３，２３８万９，０００円、これにつきま

しては、ちょっと前のページから引き継いでおるんですが、特定環境保全公共下水道事業という

ことで、旧野田川と加悦町の部分でございます。これを分けておるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 
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４  番（廣野安樹） よくわかりました。 

     宮津湾、ほんなら宮津湾の流域下水道の方の負担金ですね、公共下水道、いわゆる岩滝分です

ね、それは７，５８４万６，０００円ということでございますが、使用料として幾ら入っている

のか、また加悦、野田川地域の負担金として１億３，２３８万、これの負担金が出とるわけでご

ざいますが、どちらも使用料としてどれだけ入ってくるのか、ちょっとこの点を教えていただき

たいと思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 予算書での使用料でございますが、これは一本化で計上させていただいており

ます。 

     ３６０ページに上っておりますが、使用料２億２２４万２，０００円を上げさせていただいて

おりますが、一応、内訳といたしましては公共下水道、旧岩滝部分でございますが約８，２００、

すみません、右側にございますね、８，２１５万１，０００円と、一つ飛んで２，０００円とい

うことで、８，２１５万３，０００円が公共の部分でございます。 

     それから、特環の部分が１億１，９４４万４，０００円ということと、一つ下の５，０００円

ということで１億１，９４４万９，０００円ということでございます。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） それですと、岩滝地域からの空水量の持ち出しということは、今のとこはプラス

になっとるということですね。 

     野田川、加悦地域においては、あくまでも負担金の方が多いということが出とるわけでござい

ますが、これにつきましては、やはり岩滝地域は先ほども上山議員の方からありましたように、

７０％の岩滝地域の方の下水道の接続で、これだけの結局、まあいうたら空水量がプラスになっ

ておるということが言えると思います。 

     資料を、いただいた資料を見ておりますと、野田川地域で、特に悪いとこがあるように思うわ

けでございますが、地域の名前を言うとおしかりを受けるかもわかりませんが、３年以上経過し

た、この資料を見せていただいておりますと、もう三河内地区は３年以上経過しておるように、

１６年、１７年、１７年の、１９年の３月３１日でほとんどが供用開始から３年以上たっている

というようなことを、お伺いをしておるわけでございます。 

あそこの、その三河内地区におきましては、ここの議員さんもたくさんおられるわけでござい

ますし、町長以下職員さんもこの三河内地区からもたくさんの方が見えておる、その中で正直言

いまして接続が非常に悪いと、５０％いってないというような状況の資料をいただいておるわけ

でございます。これは平成１８年度末の普及率の資料をいただいておるわけでございますが、

１９年度末の資料をいただいておりませんのでちょっとわかりませんが、三河内地区におきまし

ては４８．６％、岩屋地区におきましては２５．７％、幾地地区におきましては７２．３％と、

非常に高いとこも野田川地区にはあるわけです。四辻地区におきましては６５％、それから上山

田地区におきましては３３．３％、下山田地区におきましては４８．５％、石川地区におきまし

ては２９．９％という状況で、トータルとしまして約５０％というような数字が出とるわけでご

ざいますが、この数字を見ますと、やはりもう少し町民からいただいている税金を空水量で払っ

とるということをご理解をいただきたい。この点もあわせて、昨日の一般会計の方でも言いまし
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たし、一般質問でも申し上げましたが、阿蘇海の環境汚染の問題もお話をしております。十分理

解をしていただいて、先ほども町長の方から一生懸命努力するというようなお言葉をいただきま

した。これから、来年度の１９年度の決算ではなかなか難しいかもわかりませんが、２０年度の

決算では非常にいい結果が出るというように私は期待をするものでございます。 

     こうしたことが、やはり町民に対してＰＲをすることが非常に大切だということをご理解いた

だいて、やっぱりここにおられる方が率先してやっていただいて、そうせんことには町民から、

おまえらやってへんのに、わしら何でせんなんのというご意見もお聞きしますので、こういった

ことは十分ご理解をいただきたいということを申し上げておきたいと思いますので、下水道課長

につきましては、この点についてどういうふうな対応を今後されるのか、もう一回きちっと教え

ていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） ただいま廣野議員さんの方から、いろいろとご指摘をいただきました。 

     確かに、旧野田川につきましては加入率が低いということで、いわゆる空水量、宮津湾流域排

水負担金をまだ賄えないという状況が続いております。 

そうした中で、少しでもそれが、率が上がるような取り組みというのは、当然していかなけれ

ばならないというふうに思っておりますし、ちょっと先ほどございましたが、職員に対しまして

も、町長の方から接続をするような文書を出していただいておりますし、そういった部分も含め

て、やはり住民の皆さんにも接続に向けてのお願いを真剣に取り組んでいかなければならないん

だというふうに考えておるところでございます。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） 口だけじゃなしに、しっかり取り組んでいただきたいということをご要望してお

きたいと思いますし、これにつきまして大きな波及効果があるということもご理解をいただきた

いと思います。 

     下水道をすることによって、町の中で金が動くわけでございまして、下水まで接続されますと、

やはり１００万円程度のお金がかかってくるというようなことになりますので、そういったこと

で、下水道で今工事が本当に、公共工事がないというようなことで困っておられる業者の方もた

くさんおられますので、民間のそういった下水道に対するご理解をいただいて、特に結局、文化

的な生活をやるんだということで、これには先ほども３００億というような、最終的には投資を

されるというようなことでございますので、それに見合ったやっぱり町民に対しての波及効果が

あるように、またお世話になりたいというように思っておりますので、それを申し上げて私の質

問を終わらせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 先ほど井田議員のご質問のときに、都市公園トイレの設置について、現在、都市

公園が阿蘇シーサイドパークを含む１０カ所ある、除くと９カ所、うち２カ所が水洗であと７カ

所についてはくみ取りだというような形でご説明申し上げましたが、立町公園と石田公園、２カ

所についてはトイレも設置されてないということがありますので、残り５カ所のうち、５カ所が

くみ取りだということです。 

     それと、ちょっと言葉足らずで、単に財政上の問題で接続できてないという説明をさせていた



－646－ 

だきましたが、弓木公園の昭和４９年から、城山公園は昭和６１年に設置しておりますが、その

建物の改修時期にあわせたときには、必ず接続せんなんということがありますので、その改修と

あわせて計画をするということで、単に財政上の問題という説明をしてしまいました。 

     城山公園につきましては６１年ですから、二十二、三年を経過しておりますので、一定、建物

と含めてどういう方法で整備をするのがいいのか、見直しをかけたらいいのかという検討をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

     それで、できるだけ早い時期にやりたいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

続きまして、討論を行いたいと思います。 

これより討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第４５号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第４５号 平成２０年度与謝野町下水道特別会計予算は、原案のとおり可決され

ました。 

     ここで昼食休憩をいたします。 

     １時３０分から再開いたしますので、直ちに昼食休憩に入ります。 

     なお、お願いをいたしますが、午前中でまだ３本の議案ほか可決されておりません。あと考え

てみますと、本日も残業が必至でございますので、議員、理事者ともに簡潔な質問で、どうして

も本会議で質問したいと、こういう質問をお願いをしたいというふうに思いますので、よろしく

ご協力のほどお願いします。 

（休憩 午前１１時５５分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

     次に日程第４ 議案第４６号 平成２０年度与謝野町農業集落排水特別会計予算を議題としま

す。 

 本案については、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 上山議員。 

３  番（上山光正） それでは、農業集落排水につきましてお尋ねしたいと思います。 

     一応、資料によりますと、これ読み方が間違っておったらお許しがいただきたいんですが、こ

れ湯之谷ですか、場所。それから奥手、それから湯元ですか、これ湯元です、地域。これが、よ

ろしいですけど、湯之谷が約１５軒ほどですか、それから奥手が２５軒と、ただいま聞いており
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ますのが５０軒ぐらいですが、ここが資料の図面から眺めておりますと、対象になっとるわけで

すけれども、その工事の請負費が５，８９０万円、この内容についてを、まずお尋ねしたいと思

います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 温江の農業集落排水事業でございますが、先ほど地区の中でお尋ねがありまし

た、虫本と奥手と湯之谷の集落が含まれております。 

     それで、本年度の事業でございますが、１９年度に引き続きまして管路の、下水道管の管路の

敷設の工事を予定いたしております。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） そこでですね、ちょっと視点を変えて、この融資制度ですね、これについてお尋

ねしたいのですが、貸付条件は償還期間は２５年じゃないかと思うんですが、そして、この据置

期間が１０年以内と。 

それから、貸付限度額は国庫補助分の受益者負担金の金額、あるいは、この屋外配管、これは

全額、そしてトイレも全額、ふろの場合は１カ所につき１００万円、それから厨房１カ所につき

５０万円、洗面所１カ所につき１０万円、こういったものが貸付限度、対象になっておるわけで

すが、この中で受益者負担金ですね、これも同じように、こうした貸付制度があることによって、

滞納はほとんどないのじゃないかと思うんですが、この農業集落排水の内容的に、ちょっと私、

不勉強なのでわからないわけですけれども、今言ったこれらの貸付限度額につきまして先進ので

すね、この類似地域はどういうふうになっておりますでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） ただいまご質問の融資制度の関係でございますが、これにつきましては、下水

道事業でもございますが、水洗便所の改造等の融資、あっせん業務でございますが、いわゆる基

本的には大便器１カ所につき最高１００万を限度に融資をさせていただいております。それで、

そのほかの部分のことはございません。 

     それで、一応これにつきましては利率は現在２．１％で貸し付けをお世話になっていますが、

３年以内での接続いただきますと、その２．１％部分ついては利子補給ということで返ってくる

ということで、ただ３年経過しても利子補給はございませんが、融資制度は引き続きご利用がい

ただけるという制度のものでございます。 

     それと、最後の方でお尋ねの部分でございます。 

３  番（上山光正） この農業集落排水の、先に済ませておられる場所ですね。 

下水道課長（小西忠一） すみません。 

     農業集落排水事業でございますが、奥滝地区で既に終了しておりまして、現在、供用開始をい

たしておりますが、今回、この温江地区が２カ所目でございます。一応、予定としては、この

２カ所で農業集落排水事業は一応、計画としては終わりということで考えております。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正）  ちょっと私の説明が悪いのか、思いが通じんのですが、その中でですね、借り

入れ主体ですね、これは農業の協同組合の皆さん、あるいは土地改良区の皆さん、それから農業

者、こういったものが借り入れ主体になっておるわけですけれども、この奥滝で、このやられた
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前例ですね、この中で、この下水道の融資制度とは違って、農業集落事業ですね、排水の、これ

の融資のことを私、言うとるわけです。そういうのは使われてないのでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 農業集落排水事業と言いまして、農水省の事業でございます。それで、これは

いわゆる水洗化の事業でございまして、先ほどお尋ねになっておられた部分につきましては、こ

れは農事団体というか、そういう形ではなしに、そうした地域の集落的な部分につきまして、該

当の側面に点在します世帯が該当してきますので、そういう団体ではなしに、私の方が、その農

水省の農業集落排水事業の採択を受けまして、事業を取り組んでおるわけですが、これにつきま

しては補助がございますし、国庫補助もございますし、その中で個人の方が当てはまる中で、下

水の方は宅内の排水工事をしていただきまして利用していただくという形で、公共下水道のミニ

版的な形でお考えいただけたらと思いますが、そんな施設の中に処理場もつくってするというこ

とで、そういう形になっております。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） まだ少し飲み込めんのですが、このおっしゃったように農業集落排水整備計画地

域ですわね、つまり。これは対象者は、もちろん農業者にもなっとるわけですが、この単独ので

すね、非補助事業でも借り入れができるわけです。これは年利が１．７％、これは借入先はです

ね、農林漁業金融公庫が融資を行っているということなんですが、この辺のところがちょっとか

み合わんのですが、それは、また後ほどお答えいただければよいということですが、この集落排

水施設の増加に伴いまして、そして、この汚泥ですね、汚泥の適正処理、これはこの奥滝地区で

はどういうふうになっておるのかということと。 

     それから、自然の循環系への配慮ですね、これらの農業支援の観点からですね、この汚物の中

には重金属類も含んでいるわけですよね、もちろん。そうした、それにプラス工場排水等も受け

入れているわけですが、これは受け入れないということとしていると思うんですが、この辺のと

ころはどうかということと。その汚泥をですね、農地に還元をするというようなことはされてい

るのかどうか、また計画に当たっているのかどうか、その辺もお尋ねしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

  下水道課長（小西忠一） ちょっと、私の方の説明もちょっと不十分だというふうに思いますが、受益

者分担金の関係でいきますと、一応、下水道と同じように土地の面積に対して、平米当たり

４００円ですか、公共下水道も。農業集落排水の分につきましても、受益者分担金といたしまし

ては、平米４００円をいただいております。 

ほかのほ場整備とか、そういった部分とは違います。農業集落排水事業といいますのは、先ほ

ど申し上げましたように、水洗化の一つの手法として与謝野町では受益者分担につきましては、

公共下水道と同じように受益者分担金はいただいておるところでございます。 

それから、処理関係の汚泥等でございますが、現在、奥滝では既に供用開始して運営を行って

おります。その汚泥につきましては、衛生プラントの方に持ち込みまして処理をするということ

でございます。 

それから、衛生プラントの方で、一部肥料化するような、循環型の形の部分で温江地区に対し

ましても、奥滝につきましても、そういった形で、還元型の循環型の内容でやっていきたいとい
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うふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） そうして、ただいまお聞きしておりますとですね、汚泥は地域で消化するという

よりは、この衛生プラントで処理をしていくと。しかしこれからのですね、この新しい農業の推

進におきましては、そうした生活環境の整備と重ねてですね、環境保全型の農業、こういったも

のの観点からいきますとですね、リサイクルの推進による、この土つくりですね、まずこれが重

要な喫緊の課題というふうに思うわけですが、この点はいかがでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 先ほどご質問のことでございますが、いわゆる農業の部分につきまして、私の

方も温江の事業採択を受けるに当たりましては、当然、農水省の関係でございますので、そうい

った還元型の、循環型の内容でもって考えるようにというようなしばりは当然出てまいります。

そうした中で、先ほど申し上げましたように、還元するという意味では、衛生プラントで汚泥を

持ち込みまして、それを肥料化して、また地域に戻って、そういった循環をしていくというよう

な流れになろうかというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 上山議員。 

３  番（上山光正） それでですね、既にもう奥滝地区で事業を展開しておられるわけですが、先ほど

申し上げました、この融資制度ですね、この農業集落排水、こういったもののご利用はあったか、

なかったかということと、この普及率ですね、これはどれぐらい上っておりますでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 小西下水道課長。 

下水道課長（小西忠一） 奥滝地区での水洗便所の改造、資金融資の持ち込みにつきましては、ちょっと

私、今現在、記憶いたしておりませんが、ご利用はあっただろうというふうに思っております。 

     それから、普及率等でございますが、奥滝では、一応、１８年度末ではございますが、一応

５１％ぐらいの数字になっております。 

３  番（上山光正） はい、終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

これより討論を行います。 

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより、議案第４６号を採決します。 

本案について原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

よって、議案第４６号 平成２０年度与謝野町農業集落排水特別会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

 次に、日程第５ 議案第４７号 平成２０年度与謝野町介護保険特別会計予算を議題とします。 
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 本案についても、既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑入ります。 

 質疑ありませんか。 

 野村議員。 

１  番（野村生八） それでは、介護保険の予算について、特に地域支援事業の特定高齢者の問題につ

いて質問いたします。 

     したがいまして、介護保険は本来福祉課なんですが、これについては保健課だというふうに聞

いておりますので、保健課長に質問いたします。 

     まず、この特定高齢者ということになっていますが、これは町の方で補足をされていくという

ふうに聞いておるわけですが、どのような形で、どういう方がこういう特定高齢者としてなるの

か、そのことを説明お願いします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいま、野村議員さんのご質問の介護保険での地域支援事業の中の特定高齢者

施策の関係です。 

これにつきまして、本来、介護保険については福祉課ということになっておりますが、保健師

等々がかかわる関係で保健課の私の方から説明を申し上げたいというように思います。 

     ご質問の特定高齢者といいますのは、まず健診を受けていただきます。その健診を受けていた

だいた中で、その健診の中に生活機能評価ということで本人さんの状態等をお聞きするような項

目がございまして、そういった項目をお聞きして、健診結果とあわせまして、そして、この健診

結果の結果によりまして、お元気な方については一般高齢者施策、また後から、この次のページ

当たりに出てきておりますが、一般高齢者施策の方でやっていきますし、また一定、その中で自

分でできないような項目等々がある場合については、この特定高齢者ということで事業を行って

いきます。 

     その方等への事業については、現在もやっておりますけれども、おたっしゃ倶楽部であります

とか、物忘れ予防教室等々をこの特定高齢者の方については、事業として行っております。 

以上です。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） これは国の方で、いわゆる介護保険の費用が膨れていく、これをいかに抑制する

かということで、いわゆる介護保険に入るまでの方に対しての施策ということで始まった、いわ

ゆる介護保険の費用をいかに減らすかということが目的だというふうに思うんですが、今言われ

たように、いわゆる評価、チェックリストに基づいて、痴呆や寝たきりになる予兆の方について

介護予防をしていくということだというふうに思うんですが、当初、高齢者人口の５％を国の方

では予定をしてですね、厚生省は。そして、その方々にこれをすることによって費用が下がると

いうふうに踏んどったわけですが、始めてみるとですね、まず補足がほとんど進まないと、そし

て補足できても、その後が続かないと、いわゆる今言われたような講座等々の参加がですね、な

かなかふえないというふうなことが言われています。 

     当町では、この特定高齢者という形で認定された方々は、高齢者人口等々を含めて、どのよう

な状況になっているのかお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 
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保健課長（佐賀義之） この特定高齢者につきましては、平成１９年度については町の健診の中で一定チ

ェックをしております。 

     人数的には、１８年度からそういった事業を行っておりますが、特定高齢者として把握してお

りますのが、１８年度は把握状況もちょっと弱かったんかもわかりませんけれども、１０２名程

度ということであったんですけども、１９年度は４８０人ということになっております。 

１９年度については、まだ健診等を行っておりませんのでわかりませんが、大体、体制的には

１９年度と同じぐらいということが推測されますので、こういった方については、５００人近い

方についての特定高齢者事業をやっていかなければならないというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） １８年度に補足が弱かったのではと言われましたが、これは全国的には０．０４

％しか補足できなかったという自治体もあって、ここが弱かったんじゃなくて、全国がそういう

状況だったわけですね。先ほど言いました。 

     そういう中で、国の方では、先ほど言われた評価の基準をですね、緩めて、チェックリストを

緩めて、対象者をいわゆるふやそうと、５％を目標にしてますので、ふやそうということがされ

て、今言われたように１９年度は１０２人が４８０人、当町でもなったと。宇治市ではこれが１

０倍になったというふうに言われているわけですね。 

こうして対象者は基準を緩めてふやしたれども、結局、講座の参加者がなかなかふえないとい

うことで、どこの自治体も苦労をしているわけですね。この与謝野町では、対象者がそうやって

がっとふえたわけですが、講座の参加者はふえるんはふえとると思うんですが、これについては、

どのように評価をされているでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今、ご案内いただきましたように、確かに１８年度は１０２名の方に対して、特

定高齢者事業については２１名の方が参加をいただいております。 

     １９年度については４８０人の対象者があったということで、約４倍から５倍近くなったわけ

なんですが、１９年度の参加者は６４名ということで、４倍ぐらいふえて参加者が３倍にふえた

ということで、若干、まだまだ参加していただく方が少なかったなというふうには思っておりま

す。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 今の数字を聞いていますと、当町は参加者が１９年度は頑張っていただいて、ふ

えている方かなと、よその町に比べればというふうに思います。 

     なかなかこれが、ほとんどふえないという自治体が現状ではあるわけですね、今言いましたよ

うに、高齢者の人口の割に、まず受診していただく数がなかなかふえないと、そして受診されて

認定を広げたけども、そういう受講していただく方をふやすのがなかなか苦しいということで各

自治体が頑張っているわけですが、そもそも受診される方、こういう年齢の方でね、どうしても

元気な方が受診されるという傾向があってですね、なかなか出るのが今回の方は受診に来られな

いということで、難しいという話があるんですが。 

     こういう国が５％ということで、予定としては、このまず受診についてですね、今度は２０年

度から変更もあるみたいですが、そもそも今以上にふやせれるのかどうか、その点についての見
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通しはどうでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ここの部分が大変大切になってきます。そういったことで、平成２０年度からは、

かなり体制を変えていきまして、この介護保険の会計の予算の中でも見ておるんですけども、

「おたっしゃ倶楽部」ということで、元気な方をつくっていこうという方に対する分が、その事

業か終わったら、それまでということになりがちなんですが、今後、その方がせっかく元気にな

ろうということで、元気になってこられた人をフォローアップしていくという事業を平成２０年

度からやる予定にしております。 

そういったことで、フォローアップもし、新規の方についても支援できるんじゃないかなとい

うように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） もう１点、先ほど質問しました健診のやり方ですね、総合健診というか、一般健

診の中で、先ほど言われましたチェックリストでね、補足されていたわけですが、これ独立、別

の形でなるということでしょうか、２０年度の健診の方法が変わるように聞いておるんですが。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この健診につきましては、平成１９年度までは一般の健診の中で、先ほど申し上

げました生活機能評価なんかもやっとったわけなんですけども、２０年度からは健診は同じよう

にやっていくんですけども、そういった生活機能評価の部分については、この介護保険特別会計

でみるということでございます。１９年度については一般会計でみていた部分が、今度、そうい

った介護保険の予防事業とつなげていくということでありますので、生活機能評価については介

護保険会計からみると、このように若干変わってきております。 

そういったことによって、より介護保険サービス、予防サービスの方と連携して、リンクして

サービスの方に、予防事業の方に参加していただきやすい体制がとれるかなというふうには思っ

ております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 先ほど言いましたように、１８年から１９年に対象になる特定高齢者の枠をぐん

と広げて、そして率にすればその結果、対象者がふえたけども、受講者は率にすればぐっと減る

というのが、どこも傾向なんですが、しかし、特定高齢者の数は、どこもふえているわけですね、

そういう中で、こういういろんな事業は当然そうなると、ふやしていかなければならないと思う

んですが、それにしては、この１９年度も、この２０年度も、この介護予防の両方合わせた数字

で見ると予算がふえてないように思うんですが、これについては、どのように、そういう対象を

広げたわけですから、さらに規模を広げた支援事業が必要であり、あるいはどのような取り組み

が２０年度、広げた取り組みが予定されているのか。これなかなか予算がふえないのはなぜなの

か。その辺がちょっとご答弁いただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） そういった事業、予防事業を行うにも、やはりスタッフ等との関係がありまして、

行政であるについても限界がございます。そういったことがありますので、この予算書のページ

を見ていただきますと４２６ページをお開きいただきたいというように思います。これは地域支
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援事業の中で高齢者の通所型の介護予防事業ということで、４２３ページから続いておりますけ

れども、４２６ページの上の段の中の委託料の段がございます。１３節の委託料の中の介護予防

事業委託料というのが６００万円、ここで予算化をしております。これは何かと申し上げますと、

先ほど言いましたように行政がやることに限界がございますので、こういった介護予防サービス

についてを、社会福祉協議会でありますとか、また、ＮＰＯ等々の事業所に、そういったフォロ

ーアップ事業なり、介護予防事業を委託するということでありますので、こういった部分を委託

して行政ができなかった部分をフォローアップしてもらう。行政は新しい方についてサービスな

りきちっと指導していくという、こういうように一般の事業所の方も取り込んで対応していきた

いというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） こういう形で事業をふやしていくということになれば、今言われた、そういう委

託するにしても全体を把握し委託していく。あるいは保健師や栄養士、栄養士なんかも必要なわ

けですね。そういう人材も必要になってくると思うんですね。そういう点では、いわゆるこうい

うところへの職員の確保というのが事務の増大と職員の確保が必要だろうというふうに思ってい

ますが、そういう保健師や栄養士、だんだんだんだんこういう形で複雑になって、仕事がふえて

人材が必要だということになっていると思うんですが、その辺の今後の見通しですね、そういう

人材の見通しというのはきちっとできているのかどうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 確かにこういった事業を行っていくのはマンパワーが必要だということは、今ご

指摘いただいたとおりでございます。今まで保健課につきましては栄養士さん、保健師はおった

んですけども、栄養士がいなかったということもありまして、福祉課の方に栄養士がおりました。

そういったことで、こういった事業を進める中で、町長等もきちっと整理をするということでご

ざいまして、人事異動の内示があった段階では福祉課の栄養士を保健課の方に異動させて、そし

て、そのあたりはきちっと指導をしていく体制を、この人的配置の中でもやっていただいており

ますし、また、保健師の募集をしておりました。ちょっと今後については専門の職員がたくさん

要るということで保健師の募集をしておりましたけれども、その結果、お一人の方が４月１日付

で保健師として採用をさせてもらうということで、これも保健課の方に配置をするということで

ありますので、そういったことで人的面についても一定支援ができるような体制はできていると

いうように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 最後にお聞きします。いろんな分野でペナルティーがあってですね、非常に、い

わゆる地方分権と言いながら、町に対する締めつけがあるというふうに思っています。先ほど言

いましたように、この事業も介護保険の費用を減らすということで国がやっているわけですから、

それの基準が達成してないところにペナルティーがまさかあるということは聞いてないんですけ

ど、まさかあるということはないですね。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この地域支援事業の総費用というのが介護保険での給付費用の２０年度について

は３％ということになっております。そういったことで、まだまだ逆に言うたら、こういった予
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防関係については、もう少し頑張れるとこもありますけれども、一足飛びにはできませんので、

徐々にその３％に近づけるようには頑張っていきたいというように思います。ご質問の、そうい

ったことによってのペナルティー等については介護保険ではございません。 

１  番（野村生八） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは介護保険につきまして一、二点、質問をしたいと思っております。まず、

厚生労働省が発表しております資料を見ますと、全国の市町村を対象に、いわゆる介護保険料の

あり方をめぐりましてアンケートをとったと、その結果ですね、９割の自治体が現在の介護保険

料には問題があると、こういう指摘がされております。これを見ますと、それは大きい市町村、

市、あるいは小さい市町村によっても、その取り方はいろいろあるわけですが、まず、本町の場

合はですね、この介護保険、保険料については、いろいろな声が住民の方からも入っておると思

うんですけども、その辺についてはどういう認識をされておりますか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。 

介護保険料につきましては、保険事業の１９％を基準として負担をしていただくということが

基本になっております。ところが、高齢化とともにどうしても介護認定を受けられる方、あるい

は保健サービスを受けられる方、どうしてもふえてまいります。したがいまして、第２期の介護

保険事業計画に比べて第３期の介護保険事業計画からの保険料は、かなりアップをしたというこ

とでございます。したがいまして、その町民の方々も非常に高くなったと。また、これからこう

いった高齢化のもとで何ぼでも高くなっていくんではないかというような不満と言いますか、そ

ういった声が聞こえております。したがいまして、やはり国の方でももう少し、そのあたりに配

慮した。特に高齢者の場合には後期高齢者医療制度で、また新たな保険料を求めるというような

ことでもありますので、そういった部分では国の方で何とか、その財政措置をしていただくよう

なことがお願いしたいなというような思いを持っております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅）それでは、４２４ページですね。この委託料の生活機能評価委託料が出ておるわけ

ですが４００万、４７３万９，０００円、実際にはこの生活機能評価の対象になるという人は、

いわゆる介護保険の認定を受けていない人か。あるいは要支援の１、２の方だと、こういうふう

に思っておるわけですが、この委託料というのはどういう格好で委託をされる。あるいはどうい

う資料を収集すると、どういうことになっておりますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この委託につきましては健診時に、この評価をするということでございまして、

与謝野町では、この健診機関としては予防医学センターに委託をしております。健診を受けてい

ただいたときに、この生活機能評価ということで、例えば血圧の関係から自覚症状等々、細かい

項目がたくさんあるんですが、そこを問診をして健診時に聞いてチェックするということでござ

います。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 
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１ １ 番（勢旗 毅）言いかえますと一つにはですね、介護保険のお客さんをふやしていくという面も今

の説明ではあるんではないかと思うんですが、それに関連して、もう一つ４２３ページの特定入

所者介護予防サービスですね、これはほかの事業との振りかえだと思うんですが、かなりことし

は予算が減っているというふうに思うんですが、これは実態としてはどういうこと・・。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。４２３ページ、２４ページの特定入所者介護サービス等、

市の中の特定入所者介護サービス費でございますけれども、これにつきましては要介護１から

５の認定を受けられた方の食費、居住費、これが自己負担限度額を超えた部分を給付をするとい

うことで、一般的には補足給付という言われ方をしております。以前にもお話をさせていただき

ましたが、当初予算には現在、掲げておる事業計画をもとに予算化をするということになります。

したがいまして、当初はこういった格好でスタートをさせていただきますけれども、これが不足

をするというようなことになりますと補正予算等で追加をお願いするというようなことになりま

すので、また、この９，１４２万８，０００円が不足をするようですと、追加補正をお願いした

いというように考えております。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅）わかりました。それでは最後に現在、特養の入居の状況というのは、どういう状況

になっておりますでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。現在、月平均、平成１９年度の月平均ということで特養に

は１９５名の方が入所をされております。それから、老人保健施設、これにつきましては７５名、

それから、療養型医療施設につきましては２１名ということで、月平均２９１名の方が入所をさ

れておるという状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅）今、数字をお聞きしましたが、これは比較的現況は申し込みが必要な人の場合は、

大体そんなに待たずして入れるという状況ですか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをします。一たん入られますとなかなか特養の場合は退所をされるという

ことはございません。ほとんどがお亡くなりになってということでございます。さきの一般質問

でも町長の方から答弁をさせていただきましたが、大体、年間３０人程度の方が入れかわりをさ

れておるというような現状でございます。それで以前には、この特養の申し込みにつきましても

早いもん順みたいなところがございました。ところが、やはりなかなか特養みたいな大型施設も

どんどんとふやしていかないというような国の方針もございまして、そういった中で、施設の中

に判定委員会を設けて優先順位を設けなさいということです。したがいまして、全くの独居でだ

れも身よりが近くにないというような方、あるいは、体の認定度の高い方、そういった方が後か

ら申し込みをされましても優先順位がどんと上がって、その方が入所をされるということでござ

います。したがいまして、どれぐらい待てば入れるんだということについては、申し上げること

ができないのが現状でございます。 

１ １ 番（勢旗 毅）はい、終わります。 
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議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

井田議員。 

９  番（井田義之） 担当委員会におりますので、余り質問したくないんですけれども、ちょっとだけ

やらせていただきます。４１４ページに、いわゆる保険料の徴収の金額が出ております。滞納繰

越分、普通徴収の保険料が１０４万円、これは大体２０％だというような格好で聞かせていただ

いております。と言いますことは、これは５００万あるんだというふうに思うんですけれども、

これに間違いございませんか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。ここに上げております、この１０４万円につきましては、

平成１９年度の滞納繰越分、その中から幾ら収納があって、残るであろうという見込み、それか

ら、平成１９年度の現年度分で未納が発生するであろうという見込額、それの２０％ということ

で１０４万円ということでございます。したがいまして、現年度分と滞納繰越分と合わせて

５００・・。 

９  番（井田義之） ２０年度も入っとるん。 

福祉課長（岡田康利） いえいえ１９年度に滞納繰り越しとして繰り越された分、それに、その収納のあ

った分、大体２０％を見ておるんですが、それプラス現年度分の未収金ということで・・ 

９  番（井田義之） 現年度分ということは２０年度分。 

福祉課長（岡田康利） １９年度分の未収金、５月３１日まで出納閉鎖期間がありますので、そこで未納

が発生するであろうというものを見込んで、それの２０％で計上をさせていただいておるという

ことですから、５００万円ぐらいの未収が発生するであろうという見込みで上げております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 前から、このことは気になっておるんですけれども、地方税法の１５条の中で不

納欠損をすることができるということですが、結局、介護保険については２年で不納欠損処分が

できるということです。今言われた１８年度と１９年度分でということになると、このままいく

と１８年度分については、もう不納欠損にすぐなってしまうということです。今のとこでは一応

１９年度分も入れた想定だということなんで、１８年度が何ぼかわからんのですが、結局１８年

度の決算のときには監査委員さんも指摘しておられますように、結局、不納欠損を４３５万落と

して、それでもなおかつ、未収が、未済額が５０４万あるという、１，０００万の分が入ってい

ないという状態なんですね。それでこのことで言いますと、結局督促を出すとか、いろいろな手

法をすることによって、その２年間は延長できるんだというような、２年じゃなしに２年が延び

るというような説明もあったんですけれども、ちょっと、私その辺が理解しにくいというのか、

例えば、督促を出すことにおいて１年延びる。また、１年期限がきそうになったら督促を出すこ

とによって１年延びると、時効が１年延びるというようなことになるのか。それとも、その辺の

ところがちょっとわかりにくいので、もうちょっと詳しく、例えばの話を入れながらしていただ

けるとありがたい。お願いします。 

議  長（糸井満雄） 福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。それぞれ介護保険料も納期が定められております。したが

いまして、納期が定められた中で収納がないという場合に督促状を約１カ月おくれで出させてい
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ただきます。そこで一応、時効の中断と、督促行為によって時効の中断が発生するということで

ございます。そこから、全くその部分に収納がなければ２年間の時効が満了するということです。

したがいまして、そこで不納欠損は対象になってくるということでございます。したがいまして、

一度その督促を出して時効を中断するために何度も出したということでも、最初の１回しか、そ

れは中断をすることはできません。 

     ですから、何度も督促を出せばいいというものではございません。ただ、その納期の来たもの

の、督促を出したことによって何カ月後にでも一部が入金されたということになれば、そこまで

時効が中断されると。ここからまた、新たに発生するということでございます。したがいまして、

そういった部分では本来、督促を出し、そして小まめに徴収に回るのが一番、その時効を中断さ

せることの大きな手段だとは思うんですが、なかなかその対応ができていないということで多額

の不納欠損をさせていただいたということでございます。したがいまして、今の状況でいきます

と、そういった不納欠損が今後も発生をするということになりますので、その辺が非常に我々も

気になっておるところでございまして、特に新年度からは新たな徴収体制の確立といいますか、

もう介護保険料に限らず保育料もそうですし、それから、税もそうですし、そういった中で全体

的な公共料金の収納率を上げるということで何らかの、そういった体制整備が庁舎内に必要では

ないかということを痛感しておるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 大体、意味がわかりました。一遍しか延長はできんと、途中で金が１円でも入れ

ば時効が延びるという、その辺しっかり努力をしてもらわないかんということなんでしょうけど

も、結局、介護保険、保険料の決定というのは結局、いわゆる使う金を補てんするために介護保

険料を払うという。だから、これが不納欠損で落ちると、やっぱり我々の負担はふえていくわけ

ですね。こうして、だったかだったか落ちていく。これやっぱり去年ぐらいからしか見えんわけ

ですけれども、大体四、五百万ぐらいは不納欠損で落ちていく確率が高いと、今の状態でいくと、

そうするとほかの分が大体不納欠損が１，０００万から１，５００万ぐらい。あとのも皆入れて

ね、１，５００万ぐらい。そう余分に介護保険の不納欠損の率というのが物すごく高いんですね。

それで、この介護保険については、やはりしっかりと収納の対策を講じて、ほかの分も当然やっ

ていかなければならないということなんですが、この介護保険については特別の対策を講じてい

かなければ、いっていただかなければならないん違うかなと思うんですが、町長、お疲れでしょ

うけれども、町長、どうですか。副町長、ちょっとお願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 堀口副町長。 

副 町 長（堀口卓也） お答えをしたいと思います。 

     失礼をいたしました。介護保険、税と違って時効が２年ということで、徴収対策、先ほど福祉

課長がお答えしましたように、ほかの使用料についても言えることなんですけども、税等の特別

徴収対策本部、設置しておりますけども、その中では税に限らず今、話があります保険の問題、

それから給食費であろうが、下水の関係であろうと、すべての使用料、いわゆる公共料金と言え

るものについては頑張って取っていこうということで年末、あるいは年度末の出納整理の期間に

頑張ってやっておりますけども、日常、未収対策がとれるような人的な配置が非常に困難な中で

喫緊の非常に重要な課題とは認識をいたしておりますけども、不十分なところがあろうかと思い
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ます。しかし、議員ご指摘のように税とか公共料金、あくまでも公平公正でなければならない分

野でありますので、今後、頑張って徴収に努めてまいりたいというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） しつこいようですけれどもね、去年の、今の気合いが入ってないですね、要は。

去年の不納欠損でも、去年というか１８年度の１，２００万、１，２５０万、それの４３５万が

介護保険なんですね、３分の１が。それで決算の監査委員さんもしっかりと介護保険の欄に多額

の不納欠損は、まことに残念であると、監査委員さんの指摘を何と受けとめておられるのかなと

いうことですよ。監査委員さんの指摘というのは、もっともっと重大に私が言うとるんでなしに

監査委員さんが言うておられるんですよ。やっぱりその辺を重大だということで受けとめていた

だいて、これについては、もう的確な対応をしていただかないと。だから、普通徴収でも９４％

しか、ここに上がってないんですね、予算に。本年度の予算に。いつも私言いますように、

９４％を目標に、ここに上げて、収納に頑張りますと言われても、その心が我々には伝わってこ

んわけですよ。そして、これがもし入らなければ、我々に負担がふえていくと、まじめに払って

おるものに負担がふえてくというシステムなんですね。これをしっかりと受けとめてやっていた

だかなければ、何ぼ議会で議論をしておったって何もならないということです。よろしくお願い

いたします。終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

今田議員。 

１ ３ 番（今田博文） 高齢者保健福祉計画及び介護保険の事業計画の中に給付見込みですね。これが表

があるんですが、その中で小規模多機能居宅介護、これが１９年度が１，０００万ですね。それ

から２０年度が３，０００万、３倍にふえています。それから認知症対応型の共同生活介護、こ

れが２０年度、１９年度、２０年度が８，０００万ですが、１８年度が４，０００万、

４，０００万からしますと１８年、１９年で２倍にふえておると、こういうことになるんですが、

これなぜ、こう一気にふえるんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えをいたします。与謝野町の介護保険関係の整備計画の中に、まず認知症対

応型のグループホーム、これを平成２０年度に１カ所、施設整備を図っていこうということにし

ております。それから、小規模多機能型居宅介護拠点施設、これを各圏域に整備を図っていこう

ということで、平成１８年度、１９年度、それぞれ単年度に１カ所ずつ整備を図っていこうと。

したがいまして、１８年度、１９年度、２０年度というような格好で整備を図っていこうという

ような計画をもとにして、ここの給付額を掲げておりますので、そういった状況になっておると

いうことでございます。 

しかしながら、１８年度の部分につきましては１９年度で加悦奥に小規模多機能型の居宅介護

施設が整備が図れるということによりまして、２０年度にそれが開所しますので、そこで給付額

がアップしてくるということでございます。それから、現在、野田川圏域でも、昨日ですか、神

宮寺のお話が出ておりましたように、今、前向きに調整が進んでおりますので、そうなりますと

年度の途中なりに、その給付が延びてくるということでございます。ただ、認知症対応型のグル

ープホームにつきましても、そういった整備を図るという、その法人の考えはございますが、ま
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だ、これが今のところは確定をしていないという状況でございます。 

議  長（糸井満雄） 今田議員。 

１ ３ 番（今田博文） 当町には特養が３施設あり、今、課長から答弁がありましたように小規模多機能

も加悦奥にできます。それから、野田川の石川にも予定があるわけですけれども、近くに老健も

あり、いろんな介護の施設というのが徐々にふえつつあるというふうに思っておりますけれども、

高齢者の高齢者率も、この推計によりますと２０年で２７．３％、それから２６年には３０％に

なるというふうな予測もされております。そういった高齢者がふえると同時に介護を求めるとい

いますか、希望する方も、それにつれてだんだんふえていくと、これが常識だろうというふうに

思うんですね。そこで、その高齢者のピーク時というのはいつごろ、だんだんふえるわけですが、

いつごろに設定をされておるか、その予測ができておりましたらお答えをいただきたいというふ

うに思うんですが、我々も団塊の世代です、戦後生まれ、戦後の２１年、２２年、２３年、

２４年ですか、までの、この三、四年間を団塊の世代というふうに呼ばれてまして、我々も、そ

のうちの一人です。この議場を見渡してみましても団塊の世代が、もう五、六人、七、八人おら

れるというふうに思うんですね。ですから、その方が、今６０前後の方が６５になり７５になる

と高齢者がふえる。後期高齢者も皆なっていくんです。そうなると我々が高齢化率を上げるとい

うことになるんですが、そういった意味では高齢化率のピーク時はいつになるか、予測は難しい

んだろうというふうに思うんですが、それ予測ができておりましたらお願いをしたいというふう

に思うんですが。 

     網野町へ視察を行かせていただく機会がございまして、網野町の市民局、今の市民局ですね。

役場の近所だったと思うんですが、そこは高齢者住宅といいまして、高齢者ばっかりを入居させ

る住宅があるんですね。もちろん民間ですよ。そこに高齢者の方が移り住んでいただいて、その

中にデイサービスがあるんです。そこで生活されてデイに通われると、こういう施設があったん

ですね。その近くには小規模多機能もありました。そして、そこの施設長さんの話を聞きますと、

あと高齢化のピークに対応するには小規模多機能を二つか三つふやせば、その高齢化には十分対

応できるというふうな読みを持っておられまして、そして、我々は日本一の介護施設を目指すん

だということで張り切っておられました。デイサービスの一番進んでいる、日本一のデイサービ

スの施設というのは四国にあるそうです。そこにも研修にも行きたいと。全国の先進地に行って

勉強して日本一の介護を目指すんだということで張り切っておられたんですが、その方がおっし

ゃるには、私たちの町といいますか、知りませんよ、網野町だけのことなのかもわかりませんが、

その施設をあと二つぐらいふやせばピークには対応できるというふうにおっしゃっておったんで

すが、当町では、そういう予測といいますか、そういったことはされておりますか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） 介護保険の事業計画は一応２６年度を目標として計画づくりをするということで、

２６年度の高齢者数までしか載せていないということでございます。したがいまして、これから

そのほかのいろんな町でつくっております計画の中には、そういった将来的な部分についても、

そういった高齢化率を載せておったんではないかなと思って探してはおるんですが、出てこない

ということなんです。総合計画の中でも平成３２年ですか、そこら時までは数字を載せたりして

おりますが、３２年では３３．９％、約３４％まで高齢化率が上がるであろうというような予想
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も立てております。そういった中で片方では少子高齢化の中にあって、日本の人口がどんどん減

少をしていくんだというような話もお聞きをしております。したがいまして、そういった中にあ

って、ピークがどこに来るんだということについては、ちょっと予測がしかねるという状況でご

ざいます。そういった部分で、特に福祉課として、そういった数値を的確に持っておるというこ

とはございません。それから、今、高齢者住宅なり小規模多機能型、居宅介護施設の関係、お話

があったんですが、正直申し上げまして京丹後市にはたくさんの社会福祉法人があります。それ

が競い合うように特養へ、それから、そのほかの、そういった小規模多機能型、どんどん整備を

図っておられます。ところが、与謝野町では、そういった社会福祉法人につきましては、今のと

ころは北星会と与謝郡福祉会という状況でございますし、それから、ＮＰＯ法人の丹後福祉応援

団、そういったところに期待をしておるというのが現状でございます。そういった社会福祉法人

等の取り組み姿勢も、全く京丹後市とは違うんではないかなというように思っております。 

したがいまして、せんだっての平成２０年度の課長の提案説明の中にも若干触れさせていただ

きましたが、与謝野町内でそういった高齢者関係、あるいは障害者関係、そういった施設整備を

図りたいんだというような声も新たに生まれつつあります。そういったところに非常に期待をし

ておるということでございます。 

例えば、グループホームを、この与謝野町内で計画したい。あるいは介護予防専用のデイサー

ビスを取り組みたい。そういったような声も聞こえておりますので、そういったところが本格的

にそういった整備に取り組んでいただくことを非常に期待をしておるというところでございます。 

議  長（糸井満雄） 今田議員。 

１ ３ 番（今田博文） 我が与謝野町と京丹後は環境が違うということを、課長の答弁であったんですが、

そうならば福祉空間整備の関係で単費で１，５００万、与謝野町は補助金を設定しています。そ

の中で加悦奥も１，５００万予算をつけたんですが、要らないと、１，０００万減額の補正がこ

の間、出ました。それから、野田川の石川でも小規模多機能の計画があるんですが、そこだって

１，５００万はとても要らないと。今ある施設を改造するだけですから、とても要らないと。国

から１，５００万来まして、設備で３００万、１，８００万来るわけですから、とても町の

１，５００万というのは使い切れないというように思うんですね。そういう現状を踏まえて、こ

の福祉空間の整備の補助金というのは時限立法です。平成２１年度３月３１日で終わりです。だ

から、そこをもう少し私は延ばしていただけんかなと、そうすることによって、法人も取り組み

やすい、そして、いろんなグループホームなり、小規模多機能というのはもっとふえていくんだ

ろうというふうに思うんですね。そこをどのようにお考えでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 岡田福祉課長。 

福祉課長（岡田康利） お答えいたします。町単独の交付金につきましても３年間後に見直しを図るとい

うことでございます。したがいまして、そのときの社会情勢、あるいは法人等の取り組み姿勢、

そういったことによって一たん見直しをかけさせていただこうということでございますので、決

して廃止にするんだということを決定しておるわけではございません。したがいまして、今も申

し上げましたような、いろんな与謝野町内で事業実施をしてみたいという声も聞こえております

ので、そういったことが今後、この高齢者がふえる中、あるいは介護認定を受ける方がふえる中

で、どうしても必要だというように町が判断すれば、そのあたりについては事業を継続していく
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ということも考えられるんではないかなというように思っております。 

ただ、財政上の問題もありますので、もう後わずかで退職をする私が、あたかもこうなんだと

いうことを言い切ることはできませんけれども、そういったことで次の課長には引き継ぎをして

いきたいというように考えております。 

それから、１，５００万円の町単独交付金、それから国の補助金、合わせて３，０００万、そ

れに備品が加われば３，３００万ということですが、それは必ずしも丸々それを受けて整備をし

なければならないということではないと思うんですね。いかに理屈のよい整備を図っていくかと

いうことでございますので、そういったことも整備を図る上において、その事業者自体が余り負

担にならないようなことも考えていただきながら整備を図っていただきたいなというように思っ

ておりますし、それから、その町単独交付金は３年間たてば完全に廃止になるということではな

いことだけを答弁をさせていただきます。 

議  長（糸井満雄） 今田議員。 

１ ３ 番（今田博文） それでは、次の課長にもまた、申し上げさせていただきますので、きょうは終わ

ります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認めます。質疑を終結しまして、これより討論に入ります。 

     討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第４７号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第４７号 平成２０年度与謝野町介護保険特別会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

     ここで休憩します。５５分まで休憩します。 

（休憩 午後２時４２分） 

（再開 午後２時５５分） 

議  長（糸井満雄） それでは、休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

     その前に町長より発言を求められておりますので、許可します。 

太田町長。 

町  長（太田貴美） ただいま井田議員さんのご質問に対しまして、不覚にも不調法をいたしましたこ

とおわびいたします。どうも申しわけありませんでした。 

議  長（糸井満雄） それでは、次に、日程第６ 議案第４８号 平成２０年度与謝野町土地取得特別

会計予算を議題とします。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     これより討論に入ります。 

     討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第４８号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第４８号 平成２０年度与謝野町土地取得特別会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

     次に、日程第７ 議案第４９号 平成２０年度与謝野町石田土地区画整理事業特別会計予算を

議題とします。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     質疑はありませんか。 

廣野議員。 

４  番（廣野安樹） すみません。この昨年度もお聞きしたんですが、本年度も２万５，０００という

ことで、項目のみみたいな形になっておるわけでございますが、この石田土地区画整理事業につ

きましては日本鉄道敷跡、約７，５００万円。それから、この企画に対しましての設計を委託し

ました委託料が７，５００万円ということで、１億５，０００万円ほどの金をかけて事業の計画

を立てておるわけでございますが、土地を持っておられる方の未同意の方が少しあるということ

で、本年度も、また、２万５，０００円というような予算をされておるわけでございますが、今、

この状況はどうなっておるのか、お知らせいただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） お答えしたいと思います。１９年度１年間については何ら進展をしておりません。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） やはり１億５，０００万円という大金をかけてやっておる計画でございますので、

それと京都縦貫が２２年度には開通をし、あの近くにおりてくるというような状況でございます

ので、石田大橋もかけかえができました。そういったことで府道につきまして、さきにやること

ができないのか、分けて工事をする必要があろうというように思うわけでございますが、その点

についてお伺いをしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） 平成１４年度に土地区画整理事業として都市計画決定をされております。現在、

議員ご指摘のように仮称でありますが、岩滝野田川インターチェンジへ、もうすぐおりてくると、

４月には第１２トンネルですか、開通するようです。それをおりてくる。それから、鳥取豊岡宮

津自動車道について、昨年１年間で石田地域につきましても１９年度で大きく進んでいく方向へ

前進をしかけたということがありますので、１４年度に都市計画決定しまして弓木、府道の弓木
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岩滝線の街路事業も含む土地区画整理事業について、現在、今のとこ簡単に切り離しで話をして

いくということにはなりませんのでインターチェンジの完成、あるいは鳥取豊岡宮津自動車道の

整備計画による、その交通量の動態を見ながら都市計画決定の変更を申請するのが一番いいのか

なという考え方におりますので、もう少し時間をいただいて、今の段階で変更申請はなかなか通

らんだろうという思いがありますので、そういう状況を見ながら都市計画決定の変更協議に入っ

たらいいんじゃないかというふうに考えております。 

議  長（糸井満雄） 廣野議員。 

４  番（廣野安樹） できるだけ早期に、これが解決でき、工事が進行しますように、ひとつご配慮を、

ひとつよろしくお願いを申し上げて、質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに。 

     井田議員。 

９  番（井田義之） この今、廣野議員からあった２万５，０００円、この予算は執行されるんですか、

されないんですか。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） ２万２，０００円につきましては都市計画課、府庁の都市計画課への協議という

ことで２回分を見ておりますが、昨年も、１９年度も見ておりましたが不執行でした。それから、

３，０００円については消耗品ということで、昨年については境界ぐい等を少し買ったというこ

とがありますので、事務費、消耗品については執行の予定ありますが、旅費についてはどういう

協議が必要かどうか、まだ、確定していませんが、一応持っておるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 私も、この石田の土地区画が、こういう特別会計で設定されておるということに

ついては、合併して初めて知ったわけですが、この２年間、もう何も先行きしてないわけですね。

それで、その都市計画の中の一部だということも存じ上げておるわけですけれども、これはどう

しても特別会計として残さなければならないのか、全然進展も何もせん。進展するときに、また

改めてやると。例えば休止状態にするとかいうようなことができないのかどうか。去年もことし

も廣野議員から、いろいろ議論が出るわけですけども、全然進んでないわけですね。その１億

５，０００万がどういう格好になっておるのかどうかわからんのですけども、この休止という格

好はできないのか、その辺はどうでしょう。 

議  長（糸井満雄） 山﨑建設課長。 

建設課長（山﨑信之） これ一定、予算的には執行しておられますし、土地区画整理事業ですから、本来

的には土地区画整理をし、用地を、換地処分をしながら歳入と合わせてチャラにして会計を閉鎖

するというのが理想、目的なんですが、それができない、そこへ至っていない以上、やっぱりこ

の形で会計的には残しておくべきだろうと。一たん一般会計へ吸収して話が進むようになって特

別会計にというのは、もう多分そういう手法はないんじゃないかというふうに私は感じますが、

財政担当課長、どういうふうに思われるかわかりませんけども、私自身は、この形で残すのがベ

ストだというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） いきなり振ってきましたのでびっくりしているんですけれども、原則的に特
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別会計条例で、この会計をつくっております。そして、やはり動くときには動かすわけでござい

ます。そういう意味でも特別会計として現状のままやっていくということが、科目取りだけであ

ってもですね、すぐに動くという意味では適切ではないかというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 私は、こういう旅費とか、いろいろな管理については一般会計の中に入れて管理

したり、また、旅費をそこから支出したって、別にどうもないん違うかなというふうに思うんで

すけど、今、企画財政課長の法的な部分で理解をせざるを得んと思うんですけれども。例えば、

これが今、平成５年からですかいな、進んできておって、ずっとある位置までは一定進んだけど

も、あともうとまった状態が、ここ五、六年以上続いておるでしょう。だから、そういう状態が

いつまで続くとどうなるのか、そのずっと続けておくと、もう可能性が薄くても、ということな

のか、その何年かたったら特別会計から、もう外すことが可能なのかというようなことは法的に

はないのかどうか、最後にそれをお尋ねしておきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） お答えいたします。何年間か事業が休止になった場合に特別会計から一般会

計に移るという法的な規制は何もないわけでございます。法的に決まっておることは何もないと、

これはあくまでも町としての意思決定であると。例えば、特別会計条例を持っておるけれども、

もう事業ができないと。ですから、もうこの特別会計条例を廃止するという話になれば、それは

それで廃止になるわけですけれども、現在のところ、そういう意思がございませんので、やはり

特別会計条例でくくって科目だけでも、この格好でやっていくということがいいんじゃないかと

いうふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） といいますのは、私がそういうことを言うのは一つには科目取りが、もう必要な

いん違うかなというのことが一つありますし、それから、その道路を先にやりたいと、やれない

かという考え方ですね。そうすると、その特別会計の中におると全部ひっくるめた中での執行し

かできないと。普通会計の方に持っていけば、それを道路の分を先に進めようと、宅地の分がお

くれてこようと、これが何ら支障がないようになってけえへんかなということも考えられるので、

そんなことを思って質問をさせていただいたということを理解していただいて、道路の要望が先

にできるもんであれば、その方法も一つの手法ではないかということを申し上げて、質問を終わ

ります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 

     討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第４９号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 
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議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第４９号 平成２０年度与謝野町石田土地区画整理事業特別会計予算は、原案の

とおり可決されました。 

     次に、日程第８ 議案第５０号 平成２０年度与謝野町国民健康保険特別会計予算を議題とし

ます。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     質疑はありませんか。 

     畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） それでは１点だけお尋ねをいたします。４９４ページ、５ページのところで特定

健康診査等事業費というのが出ております。これはいわゆるメタボリックシンドロームについて

の健診だと思いますが、４０歳から７４歳の方のための新しい健診ということです。内臓脂肪症

候群と言うそうですが、それが原因で生活習慣病を引き起こす。つまり医療費を増加させる。そ

んなことになってはならないということで、この健診が始まるものと思います。何を根拠にした

のか、各方面から疑問の声も出ているわけですけれども、ともかく基準は腹位が、おなか周り、

男性は８５センチ以上、女性は９０センチ以上あり、その上に高血糖、脂質異常、高血圧、この

三つのうちに一つがあればメタボリック症候群と診断されるということです。診断された人には

適切な保健指導が行われることになるわけですけれども、その結果、指導の成果が上がらない自

治体にはペナルティーがあると聞いております。そのペナルティーとは後期高齢者支援金分が

１０％、最大１０％増額になると聞いておりますが、これについて間違いはありませんか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいまの畠山議員さんのご質問ですけども、こういったことで今、特定健診を

やって、そして、町の方が指導をしていくということで、そういった一定の成果が上がらなけれ

ばペナルティーがあるかということでございますけれども、今、聞いている範囲では、その

１０％ということでございますので、後期高齢者の支援金というのが４９２ページの一番上側に

ございますけれども、３億２，５０１万１，０００円ということでありますので、これの１０％

相当分になれば３，２００万という金額が余分に要るということでございます。しかしながら、

これが来年からすぐに要るという意味ではなしに、この指導期間というのが５年間ございますの

で、その５年間の経過を見た中でペナルティーがかかってくるということでございますので、こ

のペナルティー相当分については、いえば６年後ぐらいからの措置になります。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） このペナルティーに関してですが、５年後ですね、その目標を健診受診率が７０

％、メタボと診断された人への指導実施率４５％などと国が設定しているわけですけれども、そ

の達成の度合いによって今の言われた後期高齢者への支援金が加算されると、または減ることも

あるということですね。それで、国が勝手に決めてくれたわけなんですけれども、健康保険の場

合は会社でやるわけですので、会社での指導もできると。ところが国保の場合は皆さん、仕事を

されると、仕事を休んでまで指導を受けなければならないということになります。そこでですね、

平成１９年度もそういうことをされていたようですので、その実績とかから見まして２０年度は

与謝野町では何％程度、この達成をすることができそうなのかどうか。この点をちょっとお尋ね
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したいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この目標なり達成率なんですけども、今言っていただきましたように計画目標等

については６５％の方に健診を受けていただくということでございます。以前にも申し上げたか

もわかりませんけれども、平成１９年度の健診率、国民健康保険の方の受診をしていただいてい

ます率が３６％ということになっております。平成２０年度は若干、こう上げていくということ

で４１％の方に受診をしていただくということで計画をしております。今、申されましたように、

この具体的にメタボリックの方に対して、どういった指導ができているのかと言いますと、現在

ではいろんな健康教育なんかの講演会等々の案内はしておりますけれども、個別には指導をいた

しておりません。個別に指導をするのは平成２０年度からきちっとやっていくということでござ

います。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 確かに２０年からは個別指導も入ってくるようになっているようです。けれども

１９年度実績というのは、まだわからないのかもしれないんですけれども、非常に厳しいという

ように思います。私、受診率７０％と言いましたけど、佐賀課長は６５％と言われて、与謝野町

では３６％、これを４１％にしたいということですけれど、どちらにしても、もう大変厳しいと

いうことで５年後にはペナルティーが来るのではないかというふうに、ちょっと悲観的に感じら

れるわけです。これ、これからは個人指導、メールでの、電話やメールでもできるそうですので、

保健師さんや保健課の方にとってはね、もう本当に大変なことになると思いますけど、これはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

     と、お願いしておいてですね、こういうことが起こってくるということは自治体としては対象

者に改善する可能性のある人を選ぶとか、改善しそうもない人は特定健診から外すなどしてペナ

ルティーを受けない工夫をしなければならないんじゃないかと、最終的には。こういうことを心

配するわけですけど、これでは何のための健診かということになると思います。本当にメタボリ

ックの人を減らして健康に暮らせるようにしようというのであれば丁寧な指導が必要で、また、

個別の指導もするということですので、これはお願いしておきます。 

     また、今１９年度は元気館で指導をされていたと思うんですけれども、ここでも岩滝の保健セ

ンターやクアハウス岩滝なども、いろいろと使っていただくなどして皆さんが参加しやすい方法

も、また考えてやるべきではないかと思いますが、この辺のことはどのようにお考えでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） こういった元気づくりの事業につきましては、一定、生活機能評価をしました

６５歳以上の方については介護保険会計でも申し上げましたように、お元気な方については健診

後の健康教育なり、健康講座の方に来てもらって元気づくりをしていただくということになりま

す。そういった介護保険特別会計でもしますし、また、一般会計の方の保険事業の方でも、そう

いった部分はやっていきたいというように思います。この国民健康保険特別会計では、今言いま

したように、そういった健診で一定のリスクを持った方については積極的支援とか、道義づけ支

援とか、情報提供と、このように三段階に分けまして、その状況に応じてフォローをしていくと

いうことで、一般会計、介護保険会計、国保会計、連携をしながら、そういった方をフォローし
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ていきたいというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 三段階にフォローということで聞いておりますと、少しはよくなるのかなという

期待もできるわけですけれども、このメタボリックの定義といいますか、これも神奈川県の保険

医協会理事長さんの話では、例えば、糖尿病でしたらインシュリン分泌低下とインシュリン抵抗

性の二つに分けられるという。日本人には肥満と関係のない分泌低下が多いと。余り太らないう

ちに糖尿病になってしまうということを厚生省も認めているということです。特定健診と健康指

導では肥満でない糖尿病の人や悪玉コレステロールが高い人は指導から外されます。腹位の数字

だけを追いかけた健康づくりは間違いという指摘もありますが、この点については保健課長さん

は、どのようにお考えでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今の腹位だけに、男性の方でしたら８５センチを超えた方のみピックアップする

というんでなしに、リスクが２リスクあるような場合です。今、ご案内いただきましたように血

糖でありますとか、また、脂質、中性脂肪が高いとかいった方、その二つ、２リスクあった方に

ついても指導をしていくと。先ほど言いましたように食事指導等々を入れていくということであ

りますので、決して、太った方、腹位の８５センチ以上の方だけやるいうんでなしに、もっと小

さい方についても、そういったリスクが何リスクかある方については、今言いました、この３段

階での支援をしていくということでございます。 

２  番（畠山伸枝） どうもありがとうございました。終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

野村議員。 

１  番（野村生八） それでは国民健康保険の事業勘定について質問します。 

     ことしは先日の条例で保険税が大幅にアップされる。その根拠に後期高齢者の医療制度が始ま

り、それから、退職者医療制度の大きな変更があり、前期高齢者というものが出てきて、また、

先ほどの特定健診、大きな制度の変更があっておりますので、かなり突っ込んで質問しますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

     まず、国保についても一定の方について年金天引きが始まるということですが、これが多くの

自治体で４月から間に合わないというふうに言われています。どういう方が、この対象になって

与謝野町では、いつから始まるのか、その対象の方は幾ら、何世帯になるのか、お聞きします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今ご質問いただきました国民健康保険税の年金天引きの関係です。後期高齢者の

方については年金からいただくということになっておりますけれども、国民健康保険の加入の方

につきましては、６５歳から７５歳だけで構成される世帯ということでございます。したがいま

して、国保の世帯の中に若い方がおられた方については年金天引きをしないということでありま

す。そういったことでありますので、これが４月１日からというのはできません。したがいまし

て、与謝野町については、今考えておりますのが１０月からの年金天引きということにさせてい

ただきたいというように思っております。 

なお、今、ご質問の対象世帯なんですが、対象世帯については予算を締めました１２月の
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２０日現在で一定、どういった状況になるかなということでデータをつかんでおります、２０日

現在でのデータでは１，０４３世帯の方が１０月から年金天引きをさせていただく世帯というこ

とでございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） かなりの方が年金から天引きされるんだなというふうに思います。次に、先ほど

ありました特定健診ですが４９４ページに予算内訳があるわけですが、国保の会計で財源を合わ

すということになるわけですね。その予算のうちの２，５００万余りのうちの８００万しか国府

からは財源がないと、１，７９８万円、１，８００万円余り国保税として徴収せんなんというこ

とに新たになってくるんですね。これについて、なぜこれだけ少ないのか、非常にちょっとわか

らないんですが、わかりましたらお願いします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 従来、基本健診等については国が３分の１、府が３分の１、そして、町の単費で

３分の１ということで負担をしておりました。それはあくまでも健診にかかる費用だけでござい

ます。ここの４９４ページ、４９５ページを見ていただきますと、４９５ページの一番下ぐらい

に健康診査の委託料というのが１，４００万、一番下なんですが、ありますけれども、そういっ

た、この１，４００万のうち眼底検査なんかについては、特定リスクのある方について実施する

ということでございますので、そういった部分が省かれます。したがいまして、１，２００万円

が対象になるという、補助金の対象になるということになっておりまして、それの３分の１、国

から３分の１、それから４００万です。それから、府の方から同じように４００万入って財源的

には８００万の財源ということになっております。これは先ほど言いましたように一般会計でや

っていた場合については、保健師の賃金等については一般財源でやっていたということがありま

すけれども、国民健康保険の方で、この特定健康診査を行うということでありますので、この予

算全部を上げさせていただいていますように、保健師の給料相当分についてを、この国保会計で

見ております。そういった費用等々を含めまして、この分が国民健康保険税でご負担いただく金

額ということになります。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 以前は国保の人件費は国が出していた、それが一般財源化になった。今度いよい

よ国保で払いなさいと、非常に納得できないですね。しかも、これ項目はですね、後期高齢者の

医療費を減らす適正化のために国が計画、国が計画した事業と、それをみずから保険税で払いな

がら、そしてペナルティーまでかけられながら、こういう形でやっていかざるを得ないという本

当にひどい内容になっているんだろうというふうに思っています。 

     次にですね、給付費について質問いたします。先日、国保会計の補正でほとんど１９年の給付

費の実績が出たと思うんですが、それと比較しますと、この予算は約５，５００万円ほど余分に

給付費が見てあるのかなというふうに思っていますが、その点はいかがでしょうか。それから、

その給付費の財源内訳を見ますと一般財源、いわゆる保険税で確保しなければならないのは約

１７％余りなんですね。以前よりちょっと減っているわけですが、いわゆる医療費が大幅にふえ

ても保険税にはね返るのは、この程度ということになると思うんですが、それについても間違い

ないかどうか、お聞きします。 
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議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） まず、給付費の伸びでございます。今ご指摘いただきましたように本当にここ近

年、医療費が伸びておりまして、心配しているんですけども、これはやはり入院された方の医療

費が相当高くなるということで、病院の方でもなるべく、病院の方というか、国の方針の方でも、

なるべく在宅での治療ということを進めておりますけれども、こういったもの、給付費等につい

ては１９年度実績等々を踏まえて、そして上げさせていただいたものでございます。その財源的

なものについては、基本的に給付費の半額、２分の１相当額については国庫金でありますとか、

そういったものでカバーをされますので、あと残りの２分の１、かかった費用の２分の１が本来、

税でいただく分ということで、ただ、この財源充当上、予算に上げる段階では、今年度について

は前期高齢者の納付金等々が大きな金額等々が入っておりますので、そういった財源充当によっ

て若干、今ご指摘されましたように給付に対する一般財源が少ないということがご指摘ありまし

たけれども、これは決してそういうことではなしに、今言いましたように給付費にかかる費用の

２分の１相当額については国民健康保険税でお世話になるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） その前期高齢者ですね、それから、退職者の制度が変わるということなんですが、

後期高齢者は一生懸命勉強したんですが、退職者制度が変わるのは、余り勉強していなくてです

ね、よくわからないんですが、どういうふうに変わるのかという点と、財源的に、これを見てい

ますと、かなり変わるんですが、前期高齢者分として５億円入っているというのが退職者分が減

る分野もかなり多いわけですね。これは２１年も、こういうことになるのか、多分そんなことに

はならないんだろうと思っていますが、いわゆる前期高齢者の納付金がほとんど項目だけになっ

ていると、これが２１年からがばっとふやされるということで、結局今度の退職者制度が変わる

ことによって、これも再来年には国保の負担がふえるのではないかというふうに心配するんです

が、どのように変わるのか、財源も含めてお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この退職者医療の関係については、この２０年度から本当にころっと変わってき

ます。どういうように変わるかといいますと、退職の方については６０歳から、今までの例でい

いますと６０歳から７５歳まで、長いこと社会保険に勤めてられた方の退職者に対して１５年間

が退職者医療ということでフォローしておりました。それにかかった費用については、かかった

費用から退職者の方の保険料を引いた残りについては療養給付費ということで幾ら金額がふえて

も、もうすべて補てんをされてきたという制度になっています。それが平成２０年度からの改正

によりまして、この年齢が６１歳から６５歳までを退職者で見るということでありまして、

６５歳から７５歳の１０年間については、一たん一般から退職にかわられて、６５になられたら、

また一般にかわられるというような変更になっております。そのようなことから、今回、前期高

齢者の歳入の方で見ていただきますと、ページが４８２ページの第６款の前期高齢者負担金とい

うのが、これが５億５３４万６，０００円というのがあります。先ほど言いましたように退職者

の医療にかかった分は療養給付費で補てんされていましたけども、今言いましたように１０年間

が一般の方にかわるということでありますので、その一般の方にかわった財源として、この前期

高齢者交付金制度が創設されました、２０年度から。これが５億円です。そういったように、そ
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の財源でもって、今度は支出の方については、今まで退職者で整理していましたもんが、一般の

方で支出しますので、そちらの方に振り分けられたということでありまして、これについては、

とりあえず退職者医療制度というのは、これから６年間続きますので、それが終わった段階では

退職者医療制度はなくなりますけれども、ここ６年間については、まだ退職者医療制度というの

が、こういった６０から６５歳の方については残ってくるというようなことになっております。 

１  番（野村生八） 納付金、前期高齢者納付金はどうなっているのか。 

保健課長（佐賀義之） 前期高齢者の納付金については、そういったことで財源措置がされたものであり

ますので、今年度、平成２０年度だけということではなしに、一定そういった、これについても

残ってくるというようには思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 健康なときには会社に勤められて、そして、高齢になって病気になりがちになる

と国保に入って、今までは退職者医療制度で支えていたものが、今度はいよいよ国保で支えんな

んということでですね、結局これも国保の方の負担になっていくのではないかと、２０年だけ見

ると前期高齢者の支援金の方が多いですからね、ちょっと安心したんですが。それとですね、前

期高齢者納付金ですね、４９２ページの。項目取りだけしてあるんですが、２０年は。これ新し

くできたわけですね、これが今後ふやされてですね、これも負担になるのではないかという心配

をするんですが、これについては、今後どういうふうに、なぜ項目がとられて、どういうふうに

なっていくのか、お聞きします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この歳出についてですけれども、項目として１万円を項目取りしております。こ

れはどういったものかといいますと、もらえる方の金額がございます。これは平成２０年度から

の新しい制度でございまして、この高齢者比率が高いともらえて、そして、国よりも低いと拠出

しなければならないということがございます。したがいまして、与謝野町では高齢者比率が高い

ということでありますので、この歳出の方は余り見なくてもいいかなというぐあいに思っており

ます。それで科目取りをさせてもらっておるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） ちょっと安心しました。それでは、いわゆる後期高齢者の新しくできた、これに

対する支援金と、それから、それにかわって老人保健がなくなるということでの拠出金の関係で

すね。これについて質問します。２０年度で見れば、後期高齢者ができて新たに負担ができたの

と、それから、老健の廃止によって、なくなっていくことによって大幅に削減されたということ

になっているわけですが、両方合わせるとですね、７，０００万ぐらいふえるのではないかと、

国保の負担がというふうに見えるんですが、これは一般会計でしてきたのと同じです。それで間

違いないでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この後期高齢者制度ができたことによって、国民健康保険の負担がふえるんじゃ

ないかなというご意見なんですけども、これについては一般会計でも先走って、このあたりの説

明もさせてもらったという経過があるんですが、そんなに大きく伸びないということになってお

ります。今までから、この国保会計としても老健拠出金としては拠出しておりましたので、それ
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が後期高齢者支援金に変わったということであります。しかし、若干後期高齢者支援金の中では

医療費の伸びが京都府全体、医療費の伸び等を見ておりますので、そういった部分が若干上がっ

たということで特別に平成２０年度から、この国保で見なければならない一般財源分がふえたと

いうことはないというように理解をしております。少ないというように理解をしております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 少ないと言われましたが、現実に後期高齢者、新しく３億２，０００万拠出され

て、そして、老人保健２億７，０００万減ったわけですね、拠出が。一般財源を比べるとかなり

負担がふえるわけですね。これはですね、今言われたことだけではなくて、根本的には以前から

指摘しているように後期高齢者医療というのは地域にとっては、いわゆる一人当たりの医療費が

少ない地域にとっては、国保会計に与える影響は甚大だというふうに思うんですよ。例えば、江

東区ではですね、この老人保健の拠出金は６７億円減りますけども、後期高齢者への支援金は

５１億円なんですね。はるかに多いわけですよ。いわゆる負担が減るわけですね、始まって。京

都市に至ってはですね、２３５億円老健への拠出金が減って、後期高齢者への支援金は１４１億

円、９４億円国保の負担は減るんですね。後期高齢者の６６％、負担が減るんですよ。老健の拠

出金２３５億円、後期高齢者の支援金１４１億円です、減ったのがですよ、老健への拠出金が減

ったのが２３５億円。 

だから、根本的に、制度的に、これはかなりこのことによって、この２０年の国保会計、負担

がふえているというふうに私は見るんですが、なぜこれだけ先日の条例で国保を上げなければな

らないのかということで調査したわけですが、結局こういうことと、先ほどの特定健診などの新

たな負担を国保に求められたというふうな、それから、今からさらにこれが支援金がふやされる

可能性があると。そして、６年後には、いわゆる格差が大きいところは負担を減らすという、こ

の制度がなくなっていくということになると、ここでもさらに国保の負担がふえていくと。だか

ら、国保が・・・ますとですね、いわゆる地域に対する格差、一層こういう事業でも広げられる

と、国保税を上げざるを得ない、このことによって、この地域から一層消費力がなくなるという

ことになるんだなということを改めて感じるんですが、これらの点について最後に課長のお考え

をお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 国保税に対する分の町の方の考え方なんですけども、大変制度が複雑になってお

ります。そういった中でも支払わなければならないもの。先ほど言っていただきましたように、

老人保健の拠出金でありますとか、介護納付金等については払わなくてはなりません。それから、

給付費も要ります。そういった一切合財の２０年度必要な費用額から国庫金等々の財源を、それ

ぞれ見合った係数で計算しまして、差し引きした残りを国民健康保険税でいただくということで

あります。しかしながら、この２年間というのはご承知のとおり平成１８年度決算では

７，２００万からの財政調整基金を取り崩しておりますし、また、この間、見せていただきまし

たように、３月補正でも９，２００万の基金からの繰り入れをしなければならないような状況に

なっております。医療費等々が伸びた関係で、本来でしたら、そういった費用についても税でご

負担いただくわけなんですけども、そういったことが合併直後の時期でありますし、また、税源

が国税から町税の方に振りかえられたというようなことがございまして、この２年間というのは



－672－ 

税金、国民健康保険税が必要な金額相当額についても引き上げをいたしておりません。したがい

まして、今申し上げましたように、平成２０年度では本来あるべき必要な支出から必要な財源を

引いた残りについてを国民健康保険税でいただくということで、一定算定をしております。 

しかしながら、それは１００％ではなしに、今年度についても若干なんですけども、基金から

の繰入金として５００万円程度の、いわば税相当分は低く抑えているというような状況で予算を

組ませていただきました。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 最後と言いましたが、もう一度質問させて・・。町長に最後、質問しますが、そ

の前に今度の国保条例の改正でですね、かなり上がると思うんですが、高齢者がいない世帯にと

ってですね、何％ぐらいの引き上げになるのか、お答えいただきます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今回の税率改正によりまして、若干試算をした表を持っております。それにより

ますと、まず、所得の基準、総所得というのが基礎控除３３万あるんですけども、端的に言いま

すと、所得のない方については今まで７割軽減をしておりまして、均等割、平等割等々、応益応

能割を計算しましたのが約１万２，０００円、・・・・でいきますと１万２，０００円お世話に

なっておったんですが、今回の改正によりまして１万５，０００円ということで３，０００円近

く、１年間に引き上げさせていただくことになります。それと中ほどといいましょうか、所得が

２００万程度、基礎控除を引いていますので実際には収入から経費を引いた残りが２３０万円の

世帯で考えてみますと２６万５，０００円ぐらいの国民健康保険税が３０万６，０００円という

ことで４万円ぐらいの引き上げというように、パーセント的には、これでいいますと十五、六％

の引き上げになります。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） るる指摘しましたようにですね、後期高齢者医療制度が始まって、京都市などは

ですね、９４億円も負担が減ると。国保税が下げられるわけですね。田舎ではですね、これによ

って給付費の負担、一般財源は１億５，０００万も減るからね。本来、引き上げなくても済むは

ずなのに、後期高齢者のことによって７，０００万、特定高齢者の負担で１，７００万、結局こ

れだけ引き上げなければならないという、こういう事態になっているということでですね、先日、

言いましたように６月議会に向けて、ぜひこういう深刻な事態の中で、これだけの引き上げとい

うね、こういう・・・を、さらに追い打ちかけるというふうに思いますので、ぜひ再検討はお願

いしたいと。特に現状のままでは低所得者ほど引き上げの率が高いということになっていますの

で、その点も含めてしっかりと、先ほど言われました独立会計という、そういう趣旨だけでは済

まないような状況もあるということを踏まえて６月に向けて、ぜひご検討をいただきたいと思い

ますが、町長、いかがでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） ６月に向けての、その検討もですけれども、全体の中での話でございますので、

後期高齢者の、そういうことの説明がありましたときにも、この件につきましては強く申し上げ

てきたところです。最終的に、どういう形になるかわかりませんけれども、できるだけそうした

２倍以上の差のあるようなところと同じような形で進めていくということには本当に大きな問題
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があるというふうに思いますので、それらに向けて見直しができるような方向で、できるだけ頑

張って主張をしていきたいというふうに思いますし、それを受けた中でもう一度、町の方もきち

っと見直しをかけていきたいというふうに思っております。 

１  番（野村生八） 終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

     赤松議員。 

１ ０ 番（赤松孝一） だんだんと６時に近づきますので、簡単に質問いたします。 

     直診の方でございますが、今年度の、この予算ですね、見まして約２，０００万ほど、また、

一般会計から繰入金を予定されているわけですが、今回の行革大綱の中の、いわゆる、この４年

間の見直しの中に、この診療所が、その対象として指定管理者へというふうなことが実際に初め

て目に触れました、そういった文言を。これ担当課としましてはですね、今後これ、どのように、

この運用をしていくのが望ましいかというふうに、今の先生の賃金が２，４００万円近いものが

あるわけですが、そういったものが高いのか安いのかも、私もわかりませんし、そういった意味

での、この病院経営というものに対しまして、私、全く無知なんですが、果たして今の体制とい

ったものが適正なのか、それとも、やはりこれ住民に対する町の行政サービスとしてやむを得な

い範囲なのか、その辺の見解がもし課長、お持ちでしたら述べていただきたいというふうに思い

ます。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいまご質問の指定管理者、診療所の指定管理者への意向ということの質問な

んですけども、病院経営については、本当に人気商売といいましょうか、人気によって左右され

るということでありまして、現在、来ていただいている先生、本当に人気が高くいい先生が来て

いただいておりますので、合併直後からいいますと、かなり収入等も上がってますし、また、地

域に信頼される病院としてやってきております。そういった中で毎年２，０００万円ぐらいの一

般会計から繰り入れをして運営をしておるわけなんですけども、こういった事情の中で本当に、

これ継続的に、こういった方式でやっていくのがいいかどうかというのも、私も疑問があったり

して、本来でしたら、今の先生というのは臨時で来ていただいているんですけども、先生につい

ても、こちらに職員さんとして来てくださいと、そしたら、さらにこの、やっぱり高齢者の方に

ついては、もう最後まで面倒を見てほしいという思いがありますので、そういったことでお願い

をした経過がありますけれども、やはり今の体制でやっていきたいということでありますので、

そのあたり、町の方の２，０００万円の負担金が住民サービスの分でいうたら適正かどうかとい

うのは、私自身は、もうそれは十分、この住民サービスとしての適正な費用だというように思っ

ておりますけれども、全体、町全体運営の中でいいますと、やはり２，０００万円というのは相

当高い金額ということでありますので、今後については十分、そのあたり財政当局とも検討しな

がら、今後考えていかなければならない問題かなというように思っております。 

１ ０ 番（赤松孝一） 終わります。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） かなり説明を受けた部分があるわけですけども、ちょっと聞き漏らしておるとこ

ろがあったりしまして、教えていただきたいと思っております。一つは、今度この、先ほどから
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話が出ていますように後期高齢者医療制度の絡みで大きく、この仕組みが変わっているわけです

が、例えば、４９０ページにありますような後期高齢者の支援金等のようにですね、いわゆる

１１カ月分で計上されている分がありまが、この１１カ月分でされているというのは、この款項

の中で、どれがあるのかなということと。１１カ月分がなぜでしたかなということをお願いしま

す。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいま勢旗議員さんのご質問です。４９１ページの、この後期高齢者支援金等

についてなんですが、金額は３億２，４９０万３，０００円という費用額については、これは今、

ご案内いただきましたように１２分の１１カ月分ということで見ております。これはなぜかと申

し上げますと、これは後期高齢者の医療制度にかかる分の国保からの負担金ということでありま

す。これは医療関係については、大概３～２ベースと言いまして、３月診療から次の年の２月ま

でを、この一会計年度とするという一定ルールがございます。しかし、後期高齢者制度というの

は、ことしの４月からスタートしまして、来年の２０年度予算については４～２ベース１１カ月

分ということになります。したがいまして、それに見合う負担金というのは１１カ月というよう

なことでございます。これに対しまして、国庫金等についても、そういった、例えば、この大き

な金額としては、先ほど申し上げましたように４８２、４８３ページの前期高齢者交付金等々が

ございますけれども、こういったところについても、この１１カ月ベースということで、言いま

したように、その高齢者支援金等々にかかわる国庫負担金相当分についても、そういった１１カ

月ベースで補助金が算入されているということであります。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） それでは、今、医療費通知がですね、年に６回ぐらいは、それぞれ届けられるよ

うになっているんですが、この関係と、それから、先ほどありました直営施設につきましてです

ね、これが調整交付金を受けるためには、どういう要件があれば財政調整交付金を受けることが

できる。どういう場合に受けることができるのかなと、この点をお願いします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 現在、医療通知につきましては、今説明していただきましたように２カ月をまと

めて６回しています。したがいまして、１年間通じてすべての月が医療通知を出させていただい

ているというようなことです。こういった分の医療通知に対する調整交付金等々の算入状況なん

ですが、今、国の方の算入につきましては年８回以上ということになっております。したがいま

して、今言いましたように６回では全期フォローはしているんですけども、回数は足らないとい

うことでありますので、そういった調整交付金へのはね返りは、いわば単費で見ているというよ

うな状況でございます。 

１ １ 番（勢旗 毅） 直診はどうなの。直診への・・。 

保健課長（佐賀義之） 直診等については、特に調整交付金の中では、この国保会計の方についてはカウ

ントはされておりませんでした。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 例えば、今、医療費通知の話ですけども、８回で対象になるなら、そらやっぱり

機械的な処理ですから、８回にしてもいいんじゃないかなというように私は思うんですけどね、
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それはまた、検討課題。 

     それからですね、せんだってから、私このジェネリック医薬品の使用促進について、ジェネリ

ック、後発医薬品ですね。そう言って質問をしたことがありました。この国保の被保険者に対し

てですね、私はこの後発医薬品を利用勧奨を積極的に行うべきではないかというように思ってお

ります。といいますのは、一つは２０年度の、この診療報酬の改定でですね、いわゆる、これの

処方せんの用紙変更がされております。それから見てもですね、一層使用促進が図りやすい、こ

ういう状況になっていると思うんですが、この場合ですね、いわゆる医師会や、あるいは薬剤師

会の関係でですね、特に今までに話されたことというのはありませんか。ジェネリック、後発医

薬品の使用について、与謝郡医師会とか薬剤師会とか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ジェネリック医薬品の使用ということでございますけれども、これは再々言って

いますように特許期間が切れて比較的同じ効能であっても価格が安いということであります。そ

ういった薬剤師会なり医師会との調整はということでありますけれども、そういったことについ

ては今までしておりません。国民健康保険診療所の先生等々と、こういったこともお話しするこ

とがあるんですけども、やはり今、来ていただいている先生については、ここの与謝野町の診療

所以外でも診療をされています。そういった中では、やっぱり最新の薬を使って治療をされてい

るという経過がございますので、そういったことで与謝野町診療所の中でも比較的ジェネリック

を使われずに新しい薬を処方されているという傾向がございます。そういったことを報告させて

もらいたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 国は今、この後発医薬品をもっと積極的に使うべきだと、こういうものは、もち

ろん医者にかかった人も安く済むわけですし、お医者さんも損得いかない。そういったこともあ

りまして、例えば先進町では、そういうことが積極的にやられておると、こういうことが国保新

聞にも連載されるようになってまいりました。ぜひ一つですね、これはもう医療費全体を下げて

いくと、この国保の医療費を下げるためにも、一つご研究をいただかんなん、もうそういうとき

が来ているんではないかというようにお願いをしておきたいと思っております。 

     それから、もう一つはですね、昨年の秋から、いわゆる混合診療が認められるようになりまし

たね、いわゆる保険の対象になる分と保険外の分とかですね、一緒に診療を受けれるようになり

ます。現在、厚生労働省はですね、１６種類について、それをしているんですが、このことに皆

さんもお気づきのようにですね、なぜ最近、テレビのコマーシャルを見ておってもアリコとか、

そういう外資系の高齢者を対象にした保険ができている。これはやはり、この混合診療がスター

トしたということだと私は思っているんですね。実際は、この混合診療について、今、課長、レ

セプトに表示があるかどうかわかりませんが、その辺はどうなっていますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この混合診療については、過去からいろんな思いがあって、なかなか厚生労働省

の方が進めたり、また、医師会の方が反発したり、賛成する方もあったりして、まとまってきて

おりません。そういった状況ですので、私どもも、まだレセプト等のはっきり、この分が混合診

療ですよというようなレセプトは確認しておりませんし、また、その混合診療の、どういった部
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分についてがオーケーで、どういった部分については混合診療だめですよという、そういった資

料がきちっときておりませんので、私が見ていないかもわかりまんけれども、そのあたりきちっ

と把握して混合診療等についても適切に対応していきたいというように思ってます。 

議  長（糸井満雄） 勢旗議員。 

１ １ 番（勢旗 毅） 今、課長が、まだ十分承知していないということなんですが、これ昨年の１１月

に東京地裁判決でもですね、いわゆる混合診療を認めないのはおかしいと、そういう判決になっ

ておりまして、これ厚生労働省もですね、それにしたがった格好で、もう既に走っておるという

認識をしておりまして、そのことが、私は今、皆さんもテレビのコマーシャルを見ていたら、何

でこんな８０歳まで入れるような保険がどんどんコマーシャルが出るんだろうな、いうたらやっ

ぱり、ここに私は原因があるんじゃないかと、こういうように思っておりまして、ひとつぜひ、

こういった面、これいい悪いはちょっと別にしましてですね、そういう状況にあるということで

ご研究をいただきたいと、このように思って、終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     これより討論に入ります。 

     討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第５０号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第５０号 平成２０年度与謝野町国民健康保険特別会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

     ここで休憩します。１５分まで休憩します。 

（休憩 午後４時０１分） 

（再開 午後４時１５分） 

議  長（糸井満雄） それでは休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

     日程第９に入るまでに、先ほどの勢旗議員の質問に対する佐賀課長の答弁、少し追加答弁があ

るようでございますので、冒頭認めます。 

     佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 失礼します。先ほど医療通知の関係につい６回をやっていますということを言っ

ておりました。それが８回になれば調整交付金の対象になると言って申し上げておりましたけれ

ども、今まで過去に４回がだめでして、６回が調整交付金の対象になるということでありまして、

現在６回行っておりますので、調整交付金の対象にしていただいておりますので、修正させてい

ただきます。 

議  長（糸井満雄） それでは、次に、日程第９ 議案第５１号 平成２０年度与謝野町老人保健特別
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会計予算を議題とします。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     これより討論に入ります。 

     討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第５１号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第５１号 平成２０年度与謝野町老人保健特別会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

     次に、日程第１０ 議案第５２号 平成２０年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算を議題

とします。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     質疑はありませんか。 

     伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） それでは、後期高齢者医療制度の特別会計ということで、質問をさせていただき

たいと思っています。 

     この点は、昨年からずっと全協以来、いろいろと論議もしておりまして、かなりそれなりに深

まったんではないかと思いますが、特に開始に当たって理事者の皆さんに見解を聞いておかなけ

ればならないという点がありますし、特に総論について全体的な今の周囲の反応を、受けとめな

んかも含めて質問をさせていただきたいと思っています。 

     まず、初めに町長に伺いたいと思っています。まず、この後期高齢者医療制度そのものはご存

じのように昨年６月にベッド数が２３万床減る、療養病床ですね、の削減、公立病院の統廃合、

廃止、縮小など、自民党と公明党が改革の名で強行した医療改悪の中心的な制度のひとつです。

この制度の実施に今、全国で大きな怒りの声がわき上がっています。中止撤回、見直しを求める

意見書が１月の段階で５１１の地方議会で上がっています。政府に意見書が出されました。全国

的に３月議会が、まだ、この数字の中には入っていませんので、いずれこれは大きく広がるだろ

うというふうに予想されています。問題は決議の中身をちょっと紹介しておきたいと思っていま

す。福島県の県議会では、こういうふうに述べているわけですね。高齢者の暮らしと健康保持に

とって重大な悪影響を及ぼすことは必至であり、後期高齢者医療制度の実施を凍結するよう強く

要望するというふうに言っています。また、北海道の自治体ですが、こう述べています。老後の

生活を脅かす制度は認めることができません。このように言っているんですね。また、ほかの鹿

児島県の奄美市の議会では、こういうふうに議決しています。制度の一部凍結は問題の先送りで



－678－ 

しかありません。大変厳しい指摘がされています。もちろんほかの中にもたくさんいろいろあり

ますが、一部だけ紹介をさせてもらいました。 

     ここでこういうふうに述べているわけですが、町長としては、この点でどのようにお考えなの

か、率直な意見を聞かせていただきたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） 先ほど来からもいろいろと論じられておりますように、非常に与謝野町の場合に

は医療費そのものも平均が非常に低いですし、京都府下でも本当に低いところと大きいところと

の格差が非常に大きい、そして、なおかつ、それはただ単に医療機関がないからだけではなしに、

町民の皆さんがそれぞれに医療費を使わないような、いろんな健診をしたり、あるいはいろんな

保健指導を受けるなりして努力された結果であろうかというふうに思います。そうした結果と、

何もかも一緒くたにして、そして全体の中で後期高齢者のそうした制度に移行していくというこ

とについては非常に負担の大きさから言えば、そのこと自体も非常に不平等だというふうに思っ

ております。やはりたくさん医療費を使う、そうしたところにはやはりそれなりの一定の負担を

していくというのが本来、当たり前のことだろうと思いますけれども、こういう非常に後期高齢

者がふえる中で、そうした制度を取り入れるにしても、そのやり方というのはもう少し考えてい

ただくべき中身ではないかなというふうに思っております。 

     そしてまた、これらに向かいまして町村の中でも職員を出向させて、そして、この整備につい

て今、与謝野町からも一人出向させておりますけれども、非常にそうしたそれぞれの市町村に負

担をかけながら、これを進めていくということについて、それは一定の理解は示しますものの、

そうであるならば、もう少しだれが見ても大きいところと小さいところの、そういう格差という

ものを是正するようなやり方で、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思っております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 当然ね、町を守る町長としては複雑な気持ちもあったろうし、それから、担当課

の、これからまた、担当課にもお尋ねするんですが、担当課の方でも非常に制度的な、私どもか

ら言うと欠陥、そういうものを抱えた制度を執行するに当たっては非常に不安といいますかね、

不満な点もあるというふうに思うわけですが、しかし、それはそれで大いに国にも働きかける、

同時に、それはそれとして実践的にはね、実際はそれに基づいた実務を丁寧にやんなきゃいけな

いという点があると思います。 

     次の質問に移ります。先ほど言ったような議会の表明と同時にですね、老人団体や医師会、こ

れを見ましたけども、医療団体、かなりの、ほとんどと言っていいほどの団体が、これ声を出し

ているんですね。もうとんでもないということで反対も含めて意見が述べられています。重大だ

と思うのはね、執行する厚生省の幹部が発言している言葉です。これ一般質問でも一部述べまし

たが、改めて、その例を石川県で説明会を開いた際の発言を述べておきたいというふうに思って

います。これは自治体職員の前で言っていることなんですね。 

     医療費が際限なく上がっていく痛みを後期高齢者が自分の感覚で感じとっていただくことにし

たと、こういうふうに説明しているんですね、そういうことがあると。それから、厚生省のね、

社会保障審議会では、病院でのみとりは金がかかるということが論議になって、特別部会報告で

は後期高齢者の心身の特性として、いずれ避けることができない死を向かえる。このようにまと
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めているんですね。ここには今、新しいお年寄り像に対する光の当てられ方を、今していますよ

ね。前向きな非常にいろんな分野で頑張っている。こういうことの考え方は全くないんですね。

ですから、違うところで言っているんですが、厚生省の課長は講演で、講演の中で家で死ねとい

うことです。病院に連れて来るなと、こういう発言さえしているんですね。いずれ死ぬ、だから、

別枠の制度に囲い込んで医療を抑制する。医療費を抑制する。同時にいわゆる先ほど言った、冒

頭に言った病床ですね、病床自身を大幅に削ることと同じ流れで持ち込もうと、これが明らかに

なったと思っています。この点でこういう認識なんですが、課長は、こういう人がつくった、厚

生省のこういう人がつくったんです、この制度は。これについて率直な意見が聞かせていただい

けたらありがたいと思っています。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ご指摘といいましょうか、今、質問をいただいたんですが、非常に難しい問題で

して、町の方としては本当に目前に、４月の１日から実施していかんなんという責任がございま

す。そういった中で本当に高齢者の方が治療を受けていただくのに、こういったものを、ロスの

期間がないように一生懸命取り組んでおりまして、現況を申し上げますと今、郵便の、記録郵便

で、もうほとんどのお家に後期高齢者の医療証が届いたというように思っております。そのよう

に制度的なことは本当に不備な点等々がたくさんあるというように思いますけれども、まず、今、

受けていただきます高齢者の方に、そういった負担をさせてはいけないということがありますの

で、一生懸命やっていきたいというように思います。しかしながら、今後、今ご指摘いただきま

したように、多くの課題が実施していった中で出てくる可能性がありますので、そういったとこ

ろについては、当然、国なり声を上げて要望なりしていかなければならないというようなことは

思っております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 立場もありましょうし、あれですが、やっぱりそういうことだということも一方

で踏まえながら仕事に精を出してほしいというように思っています。今ね、お年寄りさんの年寄

り論というかね、高齢者論みたいな言い方をちょっとしましたけども、やっぱり地域の中ではね、

非常に老人パワーといいますかね、ボランティアだとか地域の中での役割というのは非常に大き

な貢献をしています。７５を過ぎても８０過ぎてもですね、こういう働きをやるというかね、地

域の中での役割を果たしていると。ここはね、こういう今つくったら人らにはね、見えないわけ

で、この制度の中からひとかけらもそういうことがないわけで、そういうことをしっかり、やっ

ぱり大先輩の方ですので、やっぱり我々若い世代で言えば、余り若くもないんですが、大いに教

訓にする、このことが非常に大事だと思うんです。ところが、そういう制度になっていないこと

が非常に私、怒りに感じるところです。 

     そこで最後の質問になりますが、ちょっと概要で言えばね、この制度は、この間、論議されて

いるように、私の理解ではですよ、大問題の一つは保険料の負担の増大の問題です、将来展望を

含めて、これが、これからもそうですけども。それから、二つ目の問題はね、高齢者医療を全く

別立てにして差別医療に放り込む、これが二つ目だと思っています。それから、三つ目の問題は

ね、老後のこつこつと何十年もためてきた暮らしの資金を、暮らしの資金である年金をですよ、

これを、これから何の了解もなく無造作に天引きしているという問題ですよ。私はね、大きく言
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って、これ三つあると思っています。このことは細かい問題は・・にしてですね、最後にこの点

を課長にお伺いしたいと思っています。 

     この制度によって都道府県では、この関連法案との関係もあるんですが、医療費適正化計画、

これはくせものなんですね、医療費適正化計画、これはもう課長知っていると思うんですけど。

もう一つが医療計画です。三つ目の問題が特定健診、問題にありましたね、特定健診等々の実施

計画、この三つです。この点について特に問題というかね、お考えがあったら、これを聞かせて

いただきたいなと思っております。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今、ご質問いただきました医療費適正化計画等についてなんですが、これは医療

費をなるべく安くしていこうというようなことでございます。しかしながら、これはただ単に医

療費を削ればいいということではなしに、特定健診とも絡んでくるんですけども、やはり元気な

体をつくっていこうというのが国の方の大きな目的です。これは今、私ども国の方からもらって

いる資料では、決して高齢者の方に対する医療を抑制するということで、７５歳になったから必

要な医療が受けれなくなるということではないですよというようなことも来ております。そうい

ったことで基本は、やはり元気で医療費を、元気づくりに励んでいただいて、そして、医療費を、

その結果安くしてほしいというのが医療費適正化計画の根拠であるというように思っております。 

それと、特定健診についても、これはそういった一定リスクのある方については早期に予防す

るとこによって健康な、健康寿命を延ばしていこというようなことでの、一つのきっかけという

ことでは大変大きな意義があるんじゃないかなというように思っております。そういったことで、

議員さんの納得できる答弁にはなってないかもわかりませんけれども、一応、基本はやっぱり元

気な高齢者をつくっていこうということで、病気になられた方については一定、その治療は、先

ほど言いましたように医療制限を受けるということにはなっておりませんので、今後、元気な方

についても病気にならない方策をいろいろと国の方でも工夫しているというような状況だという

ように思っております。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） もう時間がありませんので、一言だけ言っておきます。課長がね、今答弁された

ように、良心的に前向きにね、利用されたらいいんですが、実はそうではないと思っているんで

す。それは実証されるでしょうから、それは時間の問題だと思うんですけどもね。いろんな点で

不都合が起こってくると、この間の医療制度の流れから見たらね、想定できることですよ。です

から、そのことも冷静に判断基準の一つとして持っておかないと、とんでもないことになるんで

はないかと、現場でね、執行する際に。以上で終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

     畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 質問いたします。簡単にしますので、よろしくお願いします。 

     ただいま伊藤議員の質問にですね、医療費適正化の説明のところで元気な高齢者をつくってい

くものであると。だから、必要な医療を受けられなくするものではないという説明がありました。

しかしですね、包括払いという話が出ておりまして、日本経団連の会長は医療コスト削減のため

には後期高齢者医療制度は医療費の増大が見込まれており、導入当初から包括払いを基本とした
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制度設計が大事ではないかと、このように言っておられます。包括払いというのは病気ごとに治

療費の上限が決められる定額制のことで、金額は６，０００円というふうに言われておりますが、

その範囲内でしか保険のきく治療ができないため治療が制限されることになるということです。

この包括払いについてですね、最初から導入するわけではないということですけれども、いつご

ろからなりそうなのか、このようなことが情報として課長のところに入ってきているでしょうか、

お尋ねをいたします。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） ただいまの包括払いの今後のあり方ということでご質問をいただいたというよう

に思います。私、手元にも３月の２５日付、国の方から新聞チラシの方に入っています資料等々、

たくさん医療がここの２０日にも入りましたし、２５日にも新聞折り込みが入ったというように

思っております。その中の情報では、そういった包括払い制度というのはございませんし、この

医療に関する分についての厚生労働省からの、ホームページの方からもずっと検索をしておりま

しても、そういった分がいつから始まるとか、やるとかいうことの情報等については一切ござい

ません。したがいまして、私どもについては情報としては持っておりません。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 課長の方といいますか、町の方には、そのようなことは来てないということです

ので、これは当分の間、先送りになるのかなということで、ちょっと間はほっとするわけです。

それは、せんだって配られました後期高齢者の医療の保険証ですか、が配られたんですけど、そ

の中に、この説明の、制度の仕組みというのが入っております。これを見ますとですね、高額医

療についての説明があります。１カ月の医療費が高額になったときは低所得１、２の場合、入院

の際に限度額適用標準負担額減額認定書を発行していただければ限度額以上を支払う必要がない。

また、食事代も安くなると、こういうことになっております。そこで、低所得以外の一般の方で

すね、こういう方については一たん支払わねばならないということのようですけれども、こうい

う人たちに対しては、これ以上、払わなくていいという、こういう証明はないものなんでしょう

か。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 後期高齢者医療の方で治療を受けていただいた方についての限度額というのは、

入院の場合が高額相当額になるんですけども、国民健康保険でしたら、かかった医療の３割負担

分ということで、それが５０万円になっても１００万になっても一たん払っていただく。また、

事前にそういった限度額を払っていただいたらいいという証を発行させてもらった場合について

はいいんですけれども、後期高齢者の場合も同じようなことがありまして、一般の方でしたら入

院の場合については４万４，４００円ということで、この今ちょうど私も資料を持ってますので、

１４ページあたりを見ていただきますと、これの月当たりの外来プラス入院の限度額というのは

４万４，４００円、これは１割負担の方なんですけども、この方も入院で、入院の場合について

は、それ以上払ってもらうことは必要ございません。したがいまして、その１割負担相当額が、

例えば１００万かかって１割負担ですので１０万円かかっても、入院されましたら４万

４，４００円以上は払わなくてもいいということなっておりますので、そのあたりはご理解いた

だきたいというように思います。 
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ただし、３割負担の方については若干その一部負担金が高くなっているというようなことでご

ざいますけれども、そういった限度額以上については、もう払っていただかなくてもいいという

制度になっております。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） この制度なんですけれども、丁寧にこれを見るとね、わかるんですけれども、ほ

とんどの方が、字も小さいですし、どこを見ていいかわからないということもありまして、もう

どこかにしまってどこへいったかわからんという方が大変多いようなんです。この制度を知らな

いという人が本当に多いので、もっともっとこの制度が広く知られるように、安心して入院がで

きるようにＰＲといいますか、もっともっと広く知らせてほしいなと思うんです。もっと言うな

ら通院しておられる方に、もう最初から低所得の人には、この限度額適用標準負担額減額認定証

というものを配っておいてもいいんではないかと思っているぐらいなんですけれども、そこら辺

のＰＲと、前もって配ることに対しては何か問題がありますでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今までに老人医療で、既に入院等をされておられる方については、今回、保健証

と一緒に、もうこの限度額認定証もいっております。そういったことでサービス的には同じよう

に、老人保健制度と同じようにしておりますし、また、新たに入院される方等については町の方

に来ていただいたら、それはすぐに発行させていただくということにしております。そして、Ｐ

Ｒについても各高齢者、老人クラブ等々にも言っておりますし、きょうは与謝野町、本当にＣＡ

ＴＶがございますので、ＣＡＴＶで録画をしております、後期高齢者制度についての録画をして

おりまして、こういった方が本当に小さな公民館でも見てやろかと言われますと、そのビデオテ

ープをお配りして、そして、周知を図りたいというように思っております。そういったことを保

健課としても一生懸命、そういった老人クラブの方にも当然言っていますし、障害者のグループ

にも言っていますし、また、ビデオで収録して、それを流していく、また、ビデオをレンタルし

て見ていただくというような方向で、なるべく皆さんに制度を知っていただくような方法で考え

ておりますので、ご理解いただきたいというように思います。 

議  長（糸井満雄） 畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） 後期高齢者だけではないんですけれども、府の福祉医療をもらっておられる方も、

これが当てはまると思いますので、割に若くても、後期高齢者よりも若くても知らない方がおら

れるんで、よろしくお願いをしておきたいと思います。 

     では、以上で質問終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

野村議員。 

ここであらかじめ申し上げておきます。本日も１７時以降、会議を続行いたしますので、あら

かじめ申し上げておきたいと思います。 

１  番（野村生八） それでは、引き続き質問させていただきます。いよいよ４月１日から後期高齢者

医療制度が始まる。全く新しいといいますか、今までとは違う制度というふうに理解しています。

その点は、先ほど課長が言われた答弁と大分違いますので、確認をしていきたいと思うんです。

今までるる質疑しましたように、今までの医療保険というのは積み上げ式ですね。病院にかから
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れてかかった医療費を積み上げて、それを、それぞれの保険で持ち寄って支えていくということ

ですが、後期高齢者医療制度は最初からかかる医療費が決められていて、その何割を本人に払っ

ていただくという制度だと理解してるんですが、これでいいでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 先ほども申し上げておりましたように、この後期高齢者の制度というのは、この

必要な医療を制限するということにはなっておらないということがございますので、そういった

ように、もう上限を決めて、その枠内で支払って、それ以外については治療が受けられませんと

いう制度ではないというように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 今はそこでスタートをしていたというのはわかるんですけども、つくられた経過、

そもそもの厚生省がつくった発想の根本は、先ほど伊藤議員が言われたような、そういう発想で

つくられていると。とにかくわかっているのは既に２０年度で、これだけの医療費という予想が

されて、その１割ということで保険料が賦課されていくわけですね。だから、２０年度の医療費

は後期高齢者の、これだけだっていうのが、もうわかっているというか、予定されておるわけで

すね。それを超えれば来年に、もちろん調整はされて超えた分をさらに保険料を上積みしますよ

という、ようけ使ったところですね。しかし、これは根本的に今までの医療の健康保険や、そう

いう制度と違うという、つくられている内容が。だから、これもう適正化するために、そういう

形で、今までとは違う形で始めているというのが明確だろうというふうに思うんですよ。ただ、

実施が最初からできないというだけのことですね。現実に審議会では、先ほどご指摘があった包

括制ですね、月６，０００円というのは、もう決定がされてますしね。まだ、出てきてないでし

ょう、決定がされているということなんですね。だから、どうなるかというと、包括払い制と同

時にもう一つはかかりつけ医の制度になっていくわけですね。この二つでとにかく医療を抑制す

るという方向性は、もう明確に国の方では出されているというふうに思うんですが、かかりつけ

医制度ということになると、どうなりますか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） このかかりつけ医制度という質問を受けたんですけども、国の方の一つの考え方

とすれば重複他受診ということは、今言われております。いろんな病院にたくさんかかられて、

医療機関をずっとわたられるというようなことがありますけれども、今回については一定、今、

ご指摘のとおり、このかかりつけ医というのを一人決めて、そういった中で総合的に自分を診て

いただこうという格好で、今までばらばらばらばらということでたくさんかかられているところ

を、主治医を持つというようなことで整備をされたというように理解をしております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 町の保健課長としては、国の説明でね、そういう答弁をせざるを得ないというの

はわかるんですけども、簡単に言えば大病院に行こうと思えば自由に選択して行けなくなると、

７５歳を超えるということに変わるわけですね。それと同時に月６，０００円、どういう状況で

あろうと月６，０００円以上は自己負担でいただくということがですね、もう実施されるわけで

すね。そういう形によって一定の割合の医療費に押さえ込めるというのが高齢者の、この新しい

後期高齢者の医療制度だということになっているわけですね。明確にそういうことが、そういう
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審議会の中で論議をされて具体的に進められてきているわけですね。だから、これは実際、本当

にただ単に保険料が上がるだけでは済まない、医療が、自分が望む医療が今までみたいに受けら

れない、こういう事態がやってくるわけです。もう一つは健診ですね、健診もですね、当初は

７５歳を超えると、もう必要ないという話でしたが、批判の中で２０年は全員するという話にな

ったわけですね。その後は、もうどうなるかわかりませんが、当初は努力目標ということだった

わけですね。この点についてはいかがですか。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この健診については、それぞれの保険者が持つということになっておりますので、

７５歳以上の方については広域連合の方が持つということになります。そういったことで与謝野

町としては、今まで町民、みんなの方を健診、受けておったんですけども、国民健康保険の方、

社会保険の方、後期高齢者の方ということで、こういうように分かれてきております。そういっ

た中で、今ご指摘いただきましたように、７５歳以上の方につきましては、一応、絶対にしなけ

ればならないということではなしに、努力目標ということで国の方は位置づけをされましたけれ

ども、私どもも、そういった７５歳になったから一遍に健診をしないんでは、これはもう納得い

かないということで、広域連合の方にも言ったような経過がございまして、それはまた、健診と

して、広域連合としてはできないけれども、各市町村の健診の中でカバーしてくださいというこ

とがありました。そういったことを受けて与謝野町でも、そういった７５歳を超えた方について

も国保がやる健診の中に７５歳以上の方も受けていただくと、このように制度としてはフォロー

しています。とりあえず２０年度については、そういったことで受けておりますけれども、今後

もそういったことでぶちっと２０年度だけやって、それ以降はもう努力目標だからやめますよと

いうことにはならないように今後もずっと継続してできるような体制なり、要望はしていきたい

というように思っております。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） この問題も批判が出て２０年度は全員対象にするということに変わったわけです

ね。だから、やっぱり先ほどから言われているように、国に対して、これは大事だと、これは変

えたらあかんと思えることは町民の中で考えてですね、やっぱり国に対してしっかりと言ってい

かないと守れないわけですね。この健診、ぜひもし全員対象でなくなってもですね、そういう形

で与謝野町ができる形になっていますので、そういう事態の中でも与謝野町としては全員対象に

健診が続くということにしていただくように、ぜひお願いしたいと思いますが、これは町長にお

聞きしますが、そういう国に対して、こういう形でする必要があるということや、そして、その

健診の問題についてお考えをお聞きします。 

議  長（糸井満雄） 太田町長。 

町  長（太田貴美） やはりおかしいと思える、あるいは理不尽だと思えるようなことについては、や

はり町を預かっているものとしては、やはり国に対してものを言っていくという、そのことは非

常に大事なことだと思います。そういったことに努力はしたいと思いますし、全員の健診につき

ましても、できるだけそういう方向で努力はしていきたいというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 全員の保険料が上がるということはですね、凍結ということで見送りされたわけ
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ですが、一部の人は上がるわけですね。若い人と一緒に暮らしておる方は国民年金で３万円、

４万円でもかなり天引きの額が大きいわけですね、減免がなくて。そういう形で、この後期高齢

者の保険料でも、この地域から、そういう消費力が奪われていきますが、最終的に、これ全員が

保険料が上がるということになると、どれぐらいの額が上がることになるのか、わかりましたら

お聞きしたいと思います。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） この後期高齢者医療の医療費の増加等々によって医療費、保険料が上がるかとい

うご質問なんですが、先ほど国民健康保険の条例改正をさせていただいて、所得のない方につい

ては今まで１万２，０００円であったものが１万５，０００円程度に上がるということを申し上

げておりました。今度、後期高齢者の保険料については、今まで国民健康保険で、先ほど言いま

したように１万５，０００円になる方については、もうそれは国保は払っていただかなくてもよ

いようになって後期高齢者の保険料を納めていただくということになります。したがいまして、

先ほど言いましたように低所得の方についての、国民健康保険では最低のランクで１万

５，０００円、それから、後期高齢者の制度としては２年間なんですけども、これが与謝野町で

は１万１，３００円ということになりますので、国民健康保険の今まで払っていただいた金額か

ら比べますと後期高齢者医療制度に変わって納めていただく保険料については安くなると。ただ

し、これについては２年間、２年間、２年間のちょっとずつ引き上がっていく６年間の暫定措置

がございますけれども、それの試算をしておりましたけれども、先ほど言いましたように２０年

度、２１年度については１万１，３００円、そして、この医療給付費が、大体今の国の方が予定

しておるような状況で推移しますと、今度は２２、２３年については１万２，０００円程度とい

う格好で飛び抜けて上がるということにはなっておりません。しかしながら、これについては言

いましたように、医療費の動向によって、かなり変わってくるということでありますので、現在

の保険料、お世話になるについては、とりあえず２０年度、２１年度の２年間については同じ額

でお世話になると、その高齢者の方の所得が変わらなければお世話になるということでございま

す。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 私が先ほど言うたのは、扶養家族の方ですね、この方が後期高齢者に引きはなさ

れるわけですね。その場合は保険料が世帯としてはふえるのではないでしょうかという・・。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今、確かに社会保険の扶養にとっておられた方については、今まで老人保健で治

療をいただいても、そういった分の保険税の負担というのはございませんでした。この後期高齢

者医療制度になりますと、そういった被扶養者の方についても保険料をご負担いただかなければ

ならないということになります。これはご承知のとおり平成２０年の４月の１日から９月いっぱ

いまでは、その方々については無料、そして、平成２０年の１０月の１日から翌年の３月までに

ついては、本来納めていただきます均等割の１０分の１ということになっております。このよう

な制度で暫定措置は、この１年間はありますけれども、ご指摘のとおり今までゼロだったものが、

たとえ１０分の１相当額についても納めていただかんなん。また、平成２１年度については、そ

ういった部分については所得割の部分は要らないんですけども、均等割額の２分の１相当額を納
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めていただくということで２年間の暫定措置はあるというものの、２年過ぎますと一定今、国民

健康保険の方が納めていただくような体制で保険料をお世話になることからいえば、それは負担

がふえるということでございます。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） 国保の家族の方もですね、同じなんですね、社保の方だけじゃなくて、国保の方

の、息子と一緒に国保に入っている方も引きはがされて、そして、同じ世帯に息子が住んでいて

所得があると軽減措置もないと、わずかな収入でも。７万、８万、年金から年間取られるわけで

す。その総額というのが与謝野町で幾らになるのか、それだけ取られるとですね、与謝野町の消

費が一層冷え込むということになるんだろうなというふうに心配しています。今言いましたよう

に保険料がふやされて年金から天引きされて、医療については今は医師会や、そして、高齢者の

団体などの大きな反対で４月からの実施ができないという事態になっていますが、根本的な制度

は包括払い、この病気にかかっても１カ月使えるお金は、今示されているのは６，０００円、そ

れ以上は自己負担で病気になったら治してくださいという、こういう包括払い等、そしてかかり

つけ医、自分が好きなときに、病気になったらどこにでも病院に行けるんだという制度を変える

という、かかりつけ医の承認がなければいけないという、こういうことによってしか、この後期

医療制度の一定の医療費を納め込むことができないという根本的な仕組みがあるわけです。だか

ら、これが本格的に実施されると、本当に高齢者の医療が守れない、命が守れないという事態に

なるわけですね。国では今、３月末で暫定税率が切れる、特定道路を１年後には一般財源化する。

そういう問題で盛んに論議がされています。この道路をつくることについては、あれだけ真剣に

努力されている。しかし、こういう高齢者の命を守ることにはほとんど興味を示していない。

４月１日から、こういうことが始まるということはほとんど放映されない。こんなひどい政治、

また、こういうひどい制度、これは絶対、やっぱりやめるべきだというふうに思います。高齢者

の方もですね、生まれて７５歳になったわけじゃありません。戦中戦後を一生懸命働いて、そし

て、国のために命をかけて支えてきた。そして今、ようやく一線から退く、そして、余生を楽し

く暮らすべき高齢者がこういう仕打ちをされる。国からほうられるというね、捨てられる、こん

なひどい制度はですね、絶対やるべきではないと、引き続き、この制度を実施させないという、

そういう方向で多くの皆さんとご一緒に頑張っていきたいというふうに思っています。こういう

国の制度のもとで伊藤議員が言われたように、町としてはやらざるを得ないという、こういう状

況ではありますけども、そういう中でも、ぜひあらゆるところで、この町の高齢者の後期高齢者

も含めて、前期も含めて、命を守るために努力いただきますよう指摘しまして、質問を終わりま

す。 

議  長（糸井満雄） 佐賀保健課長。 

保健課長（佐賀義之） 今、議員さんからいろいろと、そういった情報、諸事情を報告いただきましたけ

れども、本当に今、テレビなんかで放映されていますことを聞いておられると、本当に不安にな

ってくるというように思います。しかしながら、申し上げたいといいますのは、今、受けておら

れる医療費が本当にばさっときられて４月１日から全く受けられない、一定部分しか受けられな

いということにはなっておりません。今の医療については確保されるということを、きちっと国

の方からも言っております。将来的には、そのあたりはわかりませんけれども、そういったとこ
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がありましたら町の方も十分国の方に声を立てていかなければいけませんけれども、もう再々言

いますけれども、現在では４月から医療を受けていただく方については、今までどおり治療を受

けていただいて、安心していただけたらいいというように思いますし。また、不安なり保険料

等々で本当に個々の方によって心配なり、どういった算定方法がされるかなというご心配の方に

ついては、役場職員一丸となって一生懸命対応してまいりたいというように思いますので、よろ

しくお願いします。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） ４月からの実施は課長、言われたとおりですが、審議会に具体的に提案したけど

も、医師会や高齢者団体などの反対で実現できないという、先送りになったという、そういう状

況ですから、今後、不安が大きいということを指摘して終わります。 

議  長（糸井満雄） 野村議員。 

１  番（野村生八） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより、議案第５２号を採決します。 

  本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

  よって、議案第５２号、平成２０年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり

可決されました。 

     次に、日程第１１ 議案第５３号 平成２０年度与謝野町財産区特別会計予算を議題とします。 

  本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     井田議員。 

９  番（井田義之） 財産区について、お尋ねをいたします。 

     提案説明の中で総務課長、財産区については気張ってお願いをしたんだけれども、了解が取れ

なかったというようなあれもあったのかなというふうに思うんですけれども、ここに出ておりま

すのは七つの団体のみが出ているわけですね。それで、これも決算のときにも監査委員さんの方

からも一部の財産区のみでちょっと寂しいというのか、表現はちょっと覚えておりませんけれど

も、そういうような言葉もありました。我々は、この議会で財産区の管理委員については、全財

産区の管理委員さんをここで承認をしておる格好になっておろうというふうに思っております。

それで、この財産区の地方自治法の特別地方公共団体の法律を見ましても、何かちょっと私も理

解に苦しむ部分が結構あるんですが、この部分について財産区の背景については、議会の承認が

あってもなかっても別に関係ないのかどうか、なぜこの議場に、議会に、この財産区の会計が出
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てくるのか、それをちょっとわかりやすく説明お願いいたします。 

議  長（糸井満雄） 大下総務課長。 

総務課長（大下 修） 財産区の件につきましては、私、旧岩滝町で経験がなかったものですから、それ

以降の勉強ということで十分にお答えできるかどうかわかりませんけれども、これにつきまして

は、地方自治法の法律によりまして財産区の役員等については議会の承認が・・・必要ならない

ということになっておりまして、当然、予算決算についても議会の議決が必要というふうになっ

ておるものでございますが、旧来からの事情といいますか、長い歴史の中で、この予算決算につ

いては歳入と歳出、総額といいますか、この地役権、関西電力の関係、それと山林を直接貸して

おられる関係のみを上げられておったという、議会で予算決算をされておったというふうな経過

もございまして、その当初予算の説明のときにも申し上げましたけれども、旧野田川町の方法が

正しいんであろうというふうに考えておりまして、財産区それぞれ出向いてお話はしておらない

わけですけれども、代表さんを努められております加悦地域の区長会で話をさせていただきまし

たし、それから、私も、その中の数人とお話をさせていただいたわけでございますが、やはりち

ょっと自治法で決められておるということは承知をされておりますけれども、この程度と言うた

ら申しわけないんですけども、こういう予算決算でいいんじゃないかというふうな話もございま

して、そこの部分でまだ、調整がついていないということでございまして、今回も、このような

前年度と同様な格好で提出をさせていただいたということでございます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 私もわかりにくいというのか、わからなくて聞かせてもらっておるんですけれど

も、結局、財産区で、いわゆるここに上がってくるのは町を通して金が動く部分だけが上がって

きておると。それで、例えばこの間の緑資源機構の、いわゆる分収造林の部分についても、その

分がちょろっと上がってくるということで、実際には財産区については、いろんな収入があり、

支出があり、そして、財産区の土地を地域に貸しておられるところもあるということで、財産区

の会計は財産区の会計として、そのそれぞれの財産区の中で会計報告をしておられるわけですね。

それで議会に対しては、そういうことを一切なしで、それでその財産区の管理委員さんだけは議

会でちゃんとしなさい、議会でちゃんとしなさいと。これは知事の権限である部分もあるんです

けれども、議会の議決すべき事項を議決させることができるということで２９５条ありますので、

こういうこともあるんだろうと思うんですけれども、その中途半端なものだったら、私はもう議

会に出してもらわんでもいいん違うかなということができるのかどうか。その辺のところがどう

なっておるのか、どうしても議会に出さなければならないのか、出さなくてもいいのか、出すと

すれば、やっぱり中途半端なもんやなしに、ちゃんとしたものが出してほしいなと。 

     それから、欲をいえば私は野田川の時分にもよう言っていたんですけども、財産区の財産がど

れだけあるのかということも掌握されておるんですかということも言いましたが、きょうはそこ

まではよろしいですけども、とりあえず、この予算決算について財産区と議会の関係、これにつ

いてちょっとわかりやすく説明がお願いできたらというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 吉田企画財政課長。 

企画財政課長（吉田伸吾） わかりやすく説明できるかどうかちょっとわかりませんけれども、私なりに

説明をしてみたいと思います。財産区といいますのは、特別地方公共団体で法人格を持っており
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ます。与謝野町は普通地方公共団体、財産区は特別地方公共団体、こういうことでございます。

ご承知のように、特別地方公共団体として皆様、よくご存じなのは一部事務組合、これも特別地

方公共団体でございます。この公共団体にはすべて議会がございます。いわゆる与謝野町であれ

ば与謝野町議会、一部事務組合であれば一部事務組合、予算決算、それから、いろんな議決内容

がありますけれども、それらは議会の議決を得なければならないと。それで、法律的には財産区

議会というものも設けることができるわけでございますけれども、これはよほどの利害関係がな

ければ設置しないことになっております。じゃあその場合、その特別地方公共団体はどこの議会

の議決を得るのかといいますと、管理する市町村の議会の議決を得るということが決められてお

るわけでございます。 

     したがいまして、与謝野町の場合は財産区議会がございませんので、与謝野町議会の議決を受

けるということが法的に決められておるということでございます。そこで、そのじゃあ議決しな

くてもいいのかどうかという問題でございますけれども、基本的には、もう議決事項でございま

す。しかし、今まで旧野田川でもとっておらなかったということもございます。それから、現在

でもきっちり取れておるというわけではございませんけれども、それを何年かかるかわかりませ

んけれども、地域ともお話をしながら、正しい方向に持っていくというのが、やっぱり目標とす

べきところだろうというふうに思います。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 大体わかります。要は結局、そういう一定それぞれの財産区が、そこで議会を設

けなければ、やっぱり我々の中で一定の理解をしておく必要があると。分収造林等もあるわけで

すね。だから、やっぱりそれなりの一定のところを示していただきたいということ。それから、

また前にも言いましたように、財産区の土地を町が使うときの金額というのか、その条件等につ

いても、今ばらばら、その辺もやっぱり一定の統一をしていただくようなことを、私は切に望ん

でおるわけですね。それで、そういうような意味も含めて質問をさせていただいておりますので、

一日も早いこと財産区と議会の関係、また、町との関係を一定整理していただきますようにお願

いをいたしまして、質問を終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     これより討論に入ります。 

     討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第５３号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第５３号、平成２０年度与謝野町財産区特別会計予算は、原案のとおり可決され

ました。 
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     皆さんにお諮りします。 

     ここで１時間たちましたので休憩をとるべきではございますが、引き続き最後までやりたいと

思いますので、ご賛同願いたいと思います。 

     それでは、次に、日程第１２ 議案第５４号 平成２０年度与謝野町水道事業会計予算を議題

とします。 

     本案についても既に提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

     質疑はありませんか。 

     井田議員。 

９  番（井田義之） これにつきましては簡易水道のときに、ちょっと私も勘違いしておったようでご

ざいまして、というのは水道の整備計画が上水道と簡易水道と一緒になって出ておりましたので、

その点を修正方々、質問させていただきます。 

     いわゆる上水道の方で先ほど言いました石綿管並びに地鉄管について順次敷設がえを行うとい

うことのようでございます。そこで、ここの上水道、いわゆる水道事業の中で、この石綿管が何

メートル残っておるのか、地鉄管が何メートル残っておるものか、また、これを敷設がえするの

に、どれだけほど大体かかるのかということが、お願いをいたします。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） お答えしたいと思います。岩滝地域の石綿管でありますが、１，６０１メーター

石綿管が、まだ残っておりまして、全体は４万１，７８８メーターの敷設がえがありますが、石

綿管、４万１，７８８メーター管が敷設をされております。そのうち石綿管が１，６０１メータ

ー残っておりまして、そのうち今年度に５１５メーター敷設がえを行います。それの、２０年度

に、新年度に５１５メーター・・・。それと平成２４年度と２５年度に整備計画にも上げており

ますが、鋳鉄管を９６６メーター敷設がえを行います。今、鋳鉄管が１，２２７メーターありま

すので、そのうち９６６メーターを敷設がえをしたいというように計画をしております。 

     整備計画の中にお示しをしておりますように、整備計画の５９ページ、資料にありますように

平成２０年度、今年度ですが配水管の敷設がえ、１，８０２万５，０００円をしております。そ

れから、平成２４年度につきましては、配水管の敷設がえで２，６１０万円予定をしております。

あと２５年度になりますので、ちょっと２４年度までの計画を上げていますので、また、次年度

につきまして報告させていただきます。 

議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 合併当初、岩滝の浄水場については使用料が安くて、それで２１年度、来年から

上げられるということなんですけど、ことし平成２０年度については、料金改定がない分、また、

赤字がというのか、数字として赤字がふえていくということで、ちょっとあれですけど、今年度

の大体赤字は何ぼになるんですか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） 予算書の中での５７７ページに流動資産の現金預金という欄がありますが、１９

年度末で３億４，４３９万６，７７７円、３月３１日現在ありますが、来年の３月３１日現在、

見込んでおりますのが現金で３億１，２５８万１，４６２円で、三角の３，１８１万５，３１５

円が現金としては赤字になるということでございます。 
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議  長（糸井満雄） 井田議員。 

９  番（井田義之） 時間もあれですので、簡単にもうあれですけど、この２１年度に結局上げて、今

の簡易水道と同じ料金にすると。それから、先ほど言いました償還計画の中でも、そういうよう

なことが出てきておるわけですけれども、それで後は２８年度に再度、一応簡水と上水を２８年

には１本になるわけですから、そのときに再度その岩滝地域については、一緒に上げていくとい

うような考え方で財政シミュレーションができておるというふうに理解したらいいんですか。 

議  長（糸井満雄） 芋田水道課長。 

水道課長（芋田政志） そのとおりでございまして、先ほど平成２０年度で三角の３万３，１８１万５，

３１５円の中には、今年度６０年度に借り入れをしました残債が１，６９９万７，９６０円残っ

ておりますので、その分も繰上償還として借りかえずに繰上償還をするということで、その中に

入っております。 

９  番（井田義之） はい、終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     これより討論に入ります。 

     討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、議案第５４号を採決します。 

     本案について、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、議案第５４号、平成２０年度与謝野町水道事業会計予算は、原案のとおり可決されま

した。 

     次に、日程第１３ 請願第１号 子どもたちゆきとどいた教育をすすめるための教育予算増額、

教育諸条件の整備・充実を求める請願書を議題とします。 

     本案についても文教厚生常任委員会に付託しておりましたが、委員長から請願審査報告書が議

長に提示されております。本案について、委員長の報告を求めます。 

     上山委員長。 

文教厚生常任委員長（上山光正） それでは、付託されました請願について報告をさせていただきます。 

     付託の年月日は平成２０年３月３日、件名ですが、子どもたちにゆきとどいた教育をすすめる

ための教育予算増額、教育諸条件の整備・充実を求める請願書でございます。 

     審査の結果ですが、請願事項の１、２、３については不採択とすべきものと。請願事項４と

５につきましては、採択すべきものと決定をいたしました。委員会の意見ですが、別添の資料に

ご案内していると思うんですが、審査の経過ですが、３月３日、上記案件を本委員会に付託され

たところであります。そして、平成２０年の３月７日、午後１時３０分から委員会を開催いたし

まして、付託された案件について請願者であります与謝地方教職員組合、浦島清一氏を参考人と



－692－ 

して出席を求めて、そして、説明を受けたところでございます。 

質疑終了後に審査し、採決を行いました。この審査の段階で委員の主な意見でございますが、

五つある請願事項の中には賛成できない事項もありますが、理解できる事項もある。また、新年

度予算においても教育予算は減額されずに確保され、加配教員の配置、教育相談や支援、サポー

ト体制など、町が既に対応している、この請願事項があり、採択とすべきとは考えられない。ま

た、校舎、体育館の耐震改修、危険遊具の件につきましては、議会でも議論をし、要求している

ところであり、請願事項として理解ができる。また、３０人学級については、児童・生徒数の減

少で実現できている学級がある。また、請願者の説明では、今後における教育予算の削減を行わ

ないことを要求しているので、行政改革を推進、進めていかなくてはならない厳しい、この町の

財政状況の中で教育予算増額は要求できない。また、この請願事項は校長会が町に要望すべきと

考える。また、校長会と教職員組合が一本化して、そして、請願すべきで、採択には反対である。

請願は理解できるから趣旨採択とすべきと考える。 

請願事項の中には理解できる事項があるから一部採択としてはいかがか。財政事情から見て、

請願の採択に当たっての判断基準である実現の可能性があるものとは解釈できない事項があり、

採択はできないと考える。 

結果ですが、採択の結果、次のとおり決定いたしました。 

以下の請願事項、１、２、３については、全員賛成で不採択すべきものと決定いたしました。

また、１、２、３の内容ですが、一人一人の子供たち大切にする教育の実現のため町独自に

３０人学級の早期実現のための措置をしてください。 

二つ、教育条件の充実のため教育予算を増額し、教育費の保護者負担を軽減してください。 

三つ、特別支援が必要な子供のための加配教員の充実とともに町として教育相談や支援、サポ

ートができる体制や施設をつくってくださいという内容でございます。また、採択となりました

４、５の内容ですが、４、５については賛成多数で採択すべきものと決定をさせていただきまし

た。 

４の内容ですが、校舎、体育館の耐震調査後の耐震改修を早期に実現してください。また、改

修に当たっては、より豊かな教育施設が実現できるよう学校改築を進めてください。 

五つですが、危険遊具の指定、撤去後の新たな遊具設置に早急に取り組んでいただきたい、で

ございます。 

こうした請願の審査の中ではというか、委員会の審査方法ですが、委員会は請願について審査

の結果を次の区分により議長に報告をしなければならない。これは与謝野町議会会議規則９２条

第１項でございます。したがって、採択すべきものと不採択すべきものの二通りが通常でありま

すが、請願が数項目からなるとき、採択すべきものと不採択すべきものがある場合は、一部採択

ではないですが、一部採択ではないか、こういった選択肢もあるわけでございます。しかし、一

部採択は数項目からなる請願で、幾つかの項目を採択すべきものと決定し、採択すべきものとを

除いた項目について委員会で結論が出ない場合に当てはまるものでございます。したがって、今

回のように採択すべきものと不採択とすべきものに結論を得た場合は、項目ごとに採択、不採択

の決定をします。ただし、数項目からなる請願が別項目として分けられない不利一体のものであ

れば、一部採択や、今回のような項目ごとの決定はできません。この請願の審査は請願が住民か
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ら提出される具体的な要望であるという特殊性から願意を慎重に審査し、願意に賛成できる項目

がある場合は採択の決定をすべきでありまして、請願者の立場に立った丁重な方法と考えます。

付託された事件の常任委員会における審査権は法によって与えられているもので、地方自治法

１０９条でございます。委員会の権限として結果を報告するものであります。 

なお、この内容につきましては、京都府町村議会議長会に確認をしております。よろしくご審

議を賜り、ご承諾をいただきますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

議  長（糸井満雄） ただいま委員長から報告を受けました。 

ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） まず、１点目はですね、最後のページなんですが、４の結果ですね、これを見て

いますと、どうも話を聞いているとちょっと違うような気がするんです。２行目から以下の請願

事項１、２、３については全員賛成でとありますが、全員賛成ではなかったんではありませんか。 

議  長（糸井満雄） 上山委員長。 

文教厚生常任委員長（上山光正） すみません。ちょっと聞き漏らしましたので、お願いします。 

７  番（伊藤幸男） 結果のとこですね、最後のとこです。２行目、３行目になりますが、２行目いい

ですかね。以下の請願事項の１、２、３については全員賛成でとなってますが、これが賛成多数

ではなかったんですか。私の聞いている感じではそう聞かせて・・・。 

議  長（糸井満雄） 上山委員長。 

文教厚生常任委員長（上山光正） 委員会の中では１、２、３につきましては賛成と、それから反対と、

交互の空気でありまして、どちらを取るという事態にはならなかったということでございます。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） 一つはね、今の話でいうと疑問が残るのは一つ一つの項目について挙手か、表明

をきちっとしたのかという点と、それからどうも審議の経過からすると当然、これは裁決方法と

してどうするかという条件があったと思うんですよ、京都の方からのね、議長会からの、事務局

からの指導も受けたみたいな話でしたから。そうすると単純に従来の慣習から言うたら裁決、こ

うなるんですが、５項目あるんですから、一つ一つされたんではないかという、想像を僕してい

るんです。そこで今、やり方の問題ですね。条件は、どういう条件でされたのか、裁決されたの

かいう点が一つ疑問。それから、もう一つは今、文章上、全員賛成、私が聞いているんでは全員

賛成ではなかったはずだと、こういうふうにおっしゃっているんですが、どんなもんでしょうか。 

議  長（糸井満雄） 上山委員長。 

文教厚生常任委員長（上山光正） ご指摘のとおり全員賛成ではございません。それで、１、２、３の項

目につきましては、１項ずつ審議をさせていただいたんですが、どの項目もやはりどちらともと

れない内容で、委員長としては手のおろしようがなかったという状態でございました。そして、

時間のみが経過する中で、このままいきますとみなし採択になるという可能性も含めておりまし

て、そこで、皆さんが英知を絞られて、そうなら、この５項目の項目の中で賛同ができる項目は、

どの項目なんだということで皆さんとご相談をさせていただきました。その結果が今申し上げま

したとおり１、２、３については全員で不採択ということになったわけでございます。 

     伊藤議員がおっしゃっておるのは全員賛成でという言葉だと思うんですが、全員がよろしいと
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いうことで不採択とすべきものと、１、２、３につきましては、いうことでございます。以上で

す。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） いいようにとりましょう、表現をね。非常に苦労されたようですから。ともかく

中身はそういうことだということなんで、よきにはからってください。大体わかりました。 

     もう１点はですね、ちょっと気になったのが、委員さんの、これは別に委員会の勧奨ではあり

ませんが、ここの報告されているんでは、最後の方です。この請願事項は校長会が町に要望すべ

きであると考えるということが一つですね。それから、校長会と教職員組合が一体化して請願す

べきで、採択には反対であると、この二つの件に関して話を聞いていると、請願を出すのはふさ

わしくない。出すべきでないと、教職員組合は、のような発言があったと聞いているんです。そ

れは若干、その場にいてたわけではないですから、私自身が。やに聞いているわけで、そういう

発言は、私はね、憲法で保障された請願権からも明らかに逸脱した発想があると、もう新しい時

代のね、議員さんの発言とは思えないと、そんなことは実は言ってないんだろうと思うんだけど、

そこが私、気になったので、委員長にお伺いしておかなあかんなと、これはというように思いま

して、新しい町なんで、紳士的な上山委員長のもとでされているんですから、そういうことない

と思いますが、いかがですか。 

議  長（糸井満雄） 上山委員長。 

文教厚生常任委員長（上山光正） ただいま伊藤議員からのご質問ですが、ご推察のとおり、そういった

不純な気持ちで請願を審査したり表現はされていなかったと、私は感じております。どなたから

審議内容をお聞きになったのかわかりませんけれども、私が断言をいたします。 

議  長（糸井満雄） 伊藤議員。 

７  番（伊藤幸男） いろいろとご意見もありますが、思ってますけども、それは時間がないですし、

後につかえますので終わります。 

議  長（糸井満雄） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

     上山委員長、自席にお帰りください。 

     これより討論に入ります。 

     討論はありませんか。 

     畠山議員。 

     まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

     反対意見ございますか。 

（「なし」の声あり） 

    賛成意見の発言を許します。 

    畠山議員。 

２  番（畠山伸枝） ただいまの請願、子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための教育予算増額、

教育諸条件の整備・拡充を求める請願書に対する賛成討論を行います。 

     この請願は、未来を担う子供たちの健やかな成長を願って毎年行われております。ことしこの
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請願に署名を寄せられた皆さんの数は７００人を超えております。今、子供を取り巻く状況は大

変厳しく、受験戦争の中でストレスを抱えての不登校、学びからの逃避、いじめ、いじめによる

自殺など大きな社会問題となっています。町内におきましてもいじめは広く内在していると見る

べきでしょう。また、不況の波は家庭にも押し寄せ、お母さんが働きに出ないと家計を維持でき

ないような状況も生まれております。 

     教育費の父母負担はますます重く、家計を圧迫するなど、教育費の問題は子供たちの健やかな

成長を願う父母や教育関係者にとって緊急で切実な課題になっております。請願事項の一つ目、

３０人学級を求めるものですが、児童・生徒の減少で、もう既にでき上がっている学校もあると

いう意見もありましたが、今現に３７人、４０人もの生徒数のクラスにいる子供たちは、卒業す

るまでの間、その状況が続くのです。求められることは当然と思います。昔と今は違います。

４０人もの児童が教室に入っていたら授業参観に行っても後ろに立てないので廊下から見なけれ

ばならないと聞いたことがあります。 

     二つ目の教育予算の増額も必要です。これは去年の宮津市での話ですが、寒い冬にストーブを

たきたいけれども、灯油がなくて子供たちはジャンパーを着て授業を受けたと、こういう話があ

りました。与謝野町では、このようなひどいことは起こっておりませんが、これは一つの例とし

て出しているわけで、学校の図書室の本も予算がなければ買えません。今、岩滝小学校以外のす

べての学校で図書が不足しております。岩滝小学校は寄贈図書が多いので１００％を超えている

ということです。中学校では充足率が約５０％余りと寂しい限りの状態です。教育予算を増額し

てほしいという、この願いの中には、このようなことも含まれているのだろうと考えております。 

     請願事項３の特別支援が必要な子供のための加配の充実、大切なことです。今年度の予算では、

さらなる充実をしていただいておりますが、大切な請願事項であることにはかわりはありません。

４と５は報告にありましたように採択すべきであり、委員の皆さんの理解が得られた結果だと思

っております。このように請願事項１から５までの項目は、すべて大切なことであり、どれをと

っても切実な願いだと思います。先生方が請願を出されることは生徒を大切に思う気持ちが強い

からであり、教育を保障するために憲法２６条にうたっている義務教育無償の原則に照らしても

大変意義のあることだと考えます。本来ならば、全項目を採択すべきと考えますが、委員会での

結果は請願事項４、５だけの採択ですので不十分だとは思いますけれども、委員会での結果を尊

重いたしまして賛成するものでございます。 

     以上で、同請願に対する賛成討論とします。 

議  長（糸井満雄） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、討論を終結します。 

     これより、請願第１号を採決します。 

     本請願については、請願が数項目からなっており、委員会は項目ごとに結論を出しています。

請願事項の１項目、２項目、３項目については委員長の報告は不採択とすべきものです。請願事

項の４項目、５項目に対する委員長の報告は採択すべきものです。 

委員長の報告のとおり決することに賛成を問いたいというふうに思っております。よろしゅう

ございますね。 
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委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

議  長（糸井満雄） 起立多数でございます。 

     したがって、請願事項１項目、一人一人の子供を大切にする教育の実現のため、町独自に３０

人学級の早期実現のための措置をしてください。 

請願事項第２項目、教育条件の充実のため教育予算を増額し、教育費の保護者負担を軽減して

ください。 

請願事項第３項目、特別支援が必要な子供のための加配教員の充実とともに町として教育相談

や支援サポートができる体制や施設をつくってくださいは、不採択とすることに決定しました。 

請願事項第４項目、校舎、体育館の耐震調査後の耐震改修を早期に実現してください。また、

改修に当たっては、より豊かな教育施設が実現するよう学校改築を進めてください。 

請願事項第５項目、危険遊具の指定、撤去後の新たな遊具設置に早急に取り組んでくださいは、

採択とすることに決定しました。 

     次に、日程第１４ 発議第１号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部

改正についてを議題とします。 

事務局に議案を朗読させます。 

（事務局長 朗読） 

議  長（糸井満雄） 提出議員の提案説明を求めます。 

１ ０ 番（赤松孝一） ただいまの発議第１号 与謝野町特別職の職員の給与及び報酬に関する条例の一

部改正につきまして、報告申し上げます。 

     議長の方より提出者の指名を賜りましたので、まことに僭越ではございますが、提出をさせて

いただきました。 

     提案理由につきましては、今月２５日の本会議終了後の全員協議会で、ここで協議された事項

に基づいておりますので、改めて申すまでもございませんが、ご存じのように町の特別職、そし

て、一般職員の３％、５％というふうな給与削減の条例が可決されました。今回の行政改革大綱、

大変厳しい数値を目標設定してございます。我々の議員歳費を５％削減したからといって、それ

がすぐさま反映するような金額ではございませんが、やはり精神的に職員も特別職も、そして、

また議員も一丸となって与謝野町の健全財政の確立のために何らかの形で寄与したいという思い

の一心でございます。基本的には今後、５年、１０年先の与謝野町が健全な財政の中で、そして、

明るい町民の暮らしができますことを、こいねがってのことでございます。特に議員の歳費とい

う非常に厳しいものではございますが、ぜひとも全員協議会の中での皆様方のご意見のとおりに

提案はしてございますので、お手元の資料を見ていただきまして、ぜひともご賛同いただきます

れば大変光栄に存じます。よろしくお願いをいたします。 

議  長（糸井満雄） これより質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 

     提出議員の赤松議員、自席へお帰りください。 
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これより討論に入ります。 

     討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 

     これより、発議第１号を採決します。 

     本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

議  長（糸井満雄） 起立全員であります。 

     よって、発議第１号、与謝野町の特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

     次に、日程第１５ 閉会中の継続審査（調査）申出書を議題とします。 

     ３常任委員会から審査（調査）中の事件について、会議規則第７３条の規定により閉会中の継

続審査（調査）の申出書は、議長に提出されております。 

     お諮りします。各委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査（調査）とすることにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議  長（糸井満雄） ご異議なしと認めます。 

     よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）とすることに決定しました。 

     以上をもちまして、本定例会に付されました議案、その他はすべて議了しました。 

     これをもちまして、第１５回平成２０年３月定例会を閉会します。 

（閉会 午後５時５３分） 
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